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5序文

序 文
　移住が悪いイメージで語られることは珍し
くない。移住者が「我々の雇用を盗み取って
いる」「納税者に金をたかっている」という固
定観念は、メディアや世論にあふれている。
この傾向は、景気の悪い時期にはとくに著し
い。一方、「移住者」という言葉を聞くと、き
わめて弱い立場におかれている人々を連想す
る人もいるかもしれない。2009年度版の人間
開発報告書『障壁を乗り越えて――人の移動
と開発』は、このような先入観を打ち破り、
移住に関する認識を広げ、バランスの取れた
ものにすることによって、複雑で、しかもき
わめて変化しやすい現実を反映した認識が共
有されることを目指している。
　本報告書は、人間開発というアプローチを
用いることにより、移住の研究に新しい地平
を切り開くものである。移住者とはどういう
人たちなのか、移住者はどこからやって来て、
どこへ向かうのか、移住者はなぜ移動するの
か、という問いを論じている。移住者だけで
なく、地元にとどまる人々も含めて、すべて
の人々に及ぶさまざまな影響を検討する。
　このような検討を通じて本報告書が到達し
た認識は、移住に関するいくつかの一般的な
誤解を浮き彫りにしている。たとえば、一般
の認識と異なり、途上国から先進国への移住
が全体に占める割合はごくわずかにすぎな
い。途上国から別の途上国に移住するケース
のほうがはるかに一般的である。それ以前に、
ほとんどの移住者は国境を越えることすらな
く、国内で移動している。
　そのうえ、移住者の過半数は、実は犠牲者
というにはほど遠く、出身地を離れる前も、
新天地に着いた後も、成功を収めている場合
が多い。所得だけでなく、教育や医療にいた
るまで、人間開発上の恩恵はきわめて大きい。
しかも最も貧しい地域から移住した人々ほ
ど、移住による恩恵が大きい。

　本報告書は、膨大な文献を検討した結果、
移住者が移住先の地元出身者の雇用を奪い、
給料の水準を引き下げ、地域の公共サービス
に重圧をかけ、納税者の負担を強いるのでは
ないかという不安はおおむね誇張されている
との結論に達している。移住者のもっている
技能が移住先の人々の技能を補完する場合
は、双方のグループが恩恵を受ける。社会全
体にも、技術的なイノベーションの水準の向
上に始まり、食文化の多様化にいたるまで、
移住者の貢献が多くの利点をもたらす可能性
がある。
　本報告書によれば、移住に対する政策の対
応は不十分な可能性がある。多くの国の政府
は、移住者の入国制限を次第に強化したり、
雇用主による移住者に対する健康上・安全上
の不当な待遇に目をつむったり、移民の効用
について世論を啓発する努力を怠ったりして
いるとのことである。
　人の移動を管理したり制限したりするので
はなく、人々の自由を拡大するという観点か
ら政策を精査することを通じて、本報告書は
一連の大胆な改革案を提唱している。現状で
も人の移動は人間開発を強く後押しする要因
として機能しているが、ここで提案している
改革を国ごとの実情に合わせて実践すれば、
その機能をさらに拡大できると、本報告書は
主張している。
　提案されている改革案は、六つの柱から構
成されている。そのすべてが人間開発の促進
に対して重要な意義をもっており、それぞれ
が互いに補完し合う関係にある。その六つの
改革案とは、①既存の入国ルートをもっと開
放し、もっと大勢の労働者が移住できるよう
にすること、②移住者の基本的な権利を擁護
すること、③移住にかかるコストを減らすこ
と、④移住先の社会と移住者の双方にとって
好ましい状況をつくり出すこと、⑤国内での
移動をもっと容易にすること、⑥移住を国家
の開発戦略の中心に据えることである。

序文人間開発報告書2009
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　これらの改革の多くは、見かけほど実践す
ることが難しいわけではないが、それでも政
治的な勇気がなければ実践できないと、本報
告書は指摘する。そのうえ、景気が回復に向
かうまでは、政府が迅速に政策を変化させる
能力にも限界があるかもしれない。
　本報告書は、私が国連開発計画（UNDP）総
裁として序文を執筆する最初の人間開発報告
書である。この種の報告書が常にそうである
ように、本報告書は、重要なテーマについて
議論を活性化することを目的に制作された、
独立した出版物である。報告書の内容は、国
連やUNDPの政策を反映するものではない。
　しかしUNDPは、本報告書が人の移動を
人間開発の中核的な要素として位置づけるこ
とにより、移住に関する議論を充実させ、世
界で開発に携わる人々や政策決定者の参考
になることを願っている。

Helen Clark
ヘレン・クラーク
国連開発計画総裁

本報告書に記載された分析及び政策提言は、
必ずしも国連開発計画（UNDP）、理事会、及
びそのメンバーの意見を反映したものとは限
らない。本報告書はUNDPから委託された、
独立した出版物である。本報告書は、著名な
アドバイザーと人間開発報告書作成チームの
協働の賜物であり、人間開発報告書室長 
Jeni Klugman を中心に本プロジェクトは遂行
された。

感謝の言葉
　本報告書は、多くの人々と組織の努力、
貢献、支援の賜物である。人間開発報告書
室長という重責を担う機会を与えてくれた 
前国連開発計画総裁Kemal Dervi 、 助言と
支援を与えてくれた新総裁の Helen Clark 
に感謝したい。20年間にわたり成長と成功
を重ねてきた人間開発報告書室の職責は、
私にとってきわめてやり甲斐のある仕事
だった。一貫して辛抱強く支えてくれた家
族、Ema, Josh, Billy にとくに感謝する。別
のページで示した人間開発報告書作成チー
ムの面々の献身と努力なくして、本報告書
は完成しなかった。とりわけ欠くことのでき
ない重要な戦略的助言と提案をしてくれた
のは、以下の人々である。Oliver Bakewell, 
Martin Bell, Stephen Castles, Joseph 
Chamie, Samuel Choritz, Michael Clemens, 
Simon Commander, Sakiko Fukuda-Parr, 
Hein de Haas, Frank Laczko, Loren 
Landau ,  Manju la  Luthr ia ,  Gregory 
Maniatis, Philip Martin, Douglas Massey, 
Saraswathi Menon, Frances Stewart, 
Michael Walton, Kevin Watkins。
　本報告書作成のためには、さまざまなテー
マに関して背景調査を委託した。その成果
は2009年4月以降、人間開発リサーチペー
パー・シリーズとしてオンライン上に公開し、
本報告書の参考文献一覧にも掲げてある。
2008年8月から2009年4月にかけて開催さ
れた27回のセミナーは、本報告書執筆陣の
思考と思想の発展に重要な刺激を与えた。
セミナーで研究結果と洞察を披露してくれ
た発表者たちに感謝したい。移住政策の評
価に参加した各国の専門家の貢献も、ここ
に指摘しておきたい。
　本報告書で使用したデータと統計は、執
筆陣が惜しみなく利用を許された以下の諸
機関のデータベースに多くを負っている。

アンデス開発公社、移住に関する開発研究
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メリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）、国際
移住研究所（オックスフォード大学）、列国
議会同盟、国内避難民モニタリングセン
ター、国際労働機関（ILO）統計部、ILO国際
移住プログラム、国際移住機関（IOM）、ル
クセンブルク所得研究所、経済協力開発機
構（OECD）、国連児童基金（UNICEF）、国
連経済開発局（UNDESA）統計部、同人口部、
国連教育科学文化機関（UNESCO）統計研究
所、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、
国連法務局条約部、国連パレスチナ難民救
済事業機関（UNRWA）、世界銀行、世界保
健機関（WHO）。
　本報告書は、研究者で構成する諮問委員
会の提供する助言と指導に負うところも大
きい。諮問委員会のメンバーは、以下のと
お り で あ る。Maruja Asis, Richard Black, 
Caroline Brettell, Stephen Castles, Simon 
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Javier Santiso, Maurice Schiff, Frances 
Stewart, Elizabeth Thomas-Hope, Jeffrey 
Williamson, Ngaire Woods, Hania Zlotnik.
　本報告書の作成プロセスでは、世界中の
研究者、市民社会の活動家、実務家の専門
的な視点を取り入れるために、当初から広
範囲にわたる人々との協議を重ねてきた。
このなかには、2008年8月から2009年4月
にかけて、ナイロビ、ニューデリー、アンマ
ン、ブラチスラバ、マニラ、シドニー、ダカー
ル、リオデジャネイロ、ジュネーブ、トリノ、
ヨハネスブルグで、のべ 300人近くの専門
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地域の事務所と地域のパートナーの協力が欠
かせなかった。IOM、 ILO、 移民政策研究所
などの有力パートナーの主催によって開催さ
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くれた。このプロセスに関してさらに詳しく
は、http://hdr.undp.org/en/nhdr を参照し
てほしい。
　UNDPのすべての地域・部門の部局の代
表で構成する閲読者グループと、そのほかの
数多くの同僚たちは、報告書の構想文書や
草稿に目を通して、多くの有益な意見や提案
を寄せてくれた。以下の面々のコメントに感
謝したい。Amat Alsoswa, Carolina Azevedo, 
Barbara Barungi, Tony Bislimi, Kim Bolduc, 
Winifred Byanyima, Ajay Chhibber, Samuel 
Choritz, Pedro Conceição, Awa Dabo, 
Georgina Fekete, Priya Gajraj, Enrique 
Ganuza, Tegegnework Gettu, Rebeca 
Grynspan, Sultan Hajiyev, Mona Hammam, 
Mette Bloch Hansen, Mari Huseby, Selim 
Jahan, Bruce Jenks, Arun Kashyap, Olav 
Kjoren, Paul Ladd, Luis Felipe López -Calva, 
Tanni Mukhopadhyay, B. Murali, Theodore 
Murphy, Mihail Peleah, Amin Sharkawi, Kori 
Udovicki, Mourad Wahba, Caitlin Wiesen。
　編集にあたったのは、Simon Chater 率い
る Green Ink社のチーム、デザインを担当

したのは、Zagoである。Gouping Huang は
一部の地図を製作した。本報告書の制作、
翻訳、配布、普及活動においては、UNDP 
Office of Communications、とくにMaureen 
Lynch の支援を受けた。翻訳は、Luc Gregoire, 
Madi Musa, Uladzimir Shcherbau, Oscar 
Yujnovsky が点検した。国連プロジェクト・
サービス機関のMargaret Chiと Solaiman 
Al-Rifaiは、不可欠な業務面の支援と管理業
務を担当してくれた。
　本報告書の作成は、以下に挙げる献身的な
研修生たちの努力にも助けられた。Shreya 
Basu, Vanessa Alicia Chee, Delphine De 
Quina, Rebecca Lee Funk, Chloe Yuk Ting 
Heung, Abid Raza Khan, Alastair Mackay, 
Grace Parker, Clare Potter, Limon B. 
Rodoriguez, Nicolas Roy, Kristina Shapiro, 
David Stubbs。
　本報告書執筆陣は、本報告書執筆の取り
組みを直接的、間接的に導いたすべての人々
に感謝すると同時に、作為、不作為による
誤りはすべて執筆陣にあることを申し添え
ておく。

Jeni Klugman
ジェニ・クルーグマン
人間開発報告書室長
人間開発報告書2009

CEDAW： 国連女性差別撤廃条約
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概要

メキシコ農村部の貧しい家庭に生まれたホアン。一家は貧しく、息子に医
療や教育を受けさせる経済的なゆとりはなかった。12歳のとき、ホアンは
学校をやめると、家計を支えるために働きはじめた。そして6年後、高い賃
金とよりよい機会を求めて、叔父の後を追ってカナダに向かった。

　カナダの平均寿命はメキシコに比べると5
年長く、所得は3倍という状況である。ホア
ンは最初、期限付きの労働者としてカナダに
入国を認められ、その後に永住権を取得した。
やがて自分の会社を立ち上げると、カナダで
生まれ育ったカナダ人を雇うまでになった。
ホアンの経験は、毎年何百万人にも及ぶ、移
住することで新しい機会と自由を獲得し、自
分自身だけでなく、出身地と移住先の双方に
恩恵をもたらしている人たちの一例である。
　次は、インド南部のアンドラプラデシュ州
に住む低位カーストの女性、バガワティの例
を紹介する。彼女は、1年のうち6カ月は子
どもたちを連れて大都市のバンガロールに出 
稼ぎにいき、建築現場で働いて1日60ルピー
（1. 20米ドル程度）の給料を手にしている。彼
女の子どもたちは、建築現場が学校から遠
く、またバンガロールの言葉を話せないため、
家を離れている半年の間は学校に通っていな
い。そればかりか、登録している居住地の外
で暮らしているため、バガワティには食料や
医療の公的扶助を受ける資格もないし、選挙
の投票権もない。世界の何百万人もの国内移
住者たちと同じように、バガワティはほかの
都市に移り住む以外に生活を改善する手立て
をもたないのである。
　私たちの世界はとても不平等である。国に
よる人間開発の差、そしてひとつの国のなか
でも地域による差は、1990年に人間開発報
告書が初めて刊行されて以来、繰り返し光を

当ててきたテーマである。2009年度版の人
間開発報告書では、人々の移住の問題を初め
て取り上げる。途上国の多くの人々にとって、
自分の町や村を離れて移動することは、自ら
の人生を改善する最良かつ、ときとして唯一
の選択肢となる。人の移動は、その人の所得、
保健、あるいは教育の状態を向上させるため
の非常に有効な手段になる場合があるが、そ
の意義はそれだけではない。自分の住む場所
を自分で決められることは、人間の自由に欠
かせない重要な要素でもある。
　移住先が国内であろうと国外であろうと、
人は移動するとき、希望と不安を胸に旅立
つ。ほとんどの人は、新たな機会を得るため
に移住する。自分の能力を活かせる土地に移
り住んで、自分と家族（一緒に移住したり、
しばらくして後を追ってきたりする場合が多
い）の暮らしを向上させたいと考えている。
移住者たちが成功を収めれば、彼らの努力が
故郷の社会と移住先の社会の両方に好影響
を及ぼすことができる。しかし、すべての人
が成功するわけではない。友人や家族を故郷
に残して移住した人は孤独を感じるかもしれ
ない。移住先で新参者に対する恐怖や怒りの
矢面に立たされて、自分が招かれざる客なの
だと思い知らされるかもしれない。職を失っ
たり、病気になったりする場合もあるだろう
し、社会で成功するために不可欠な支援にア
クセスできない場合もあり得る。
　2009年度版の人間開発報告書では、人の

概要人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発



18 19障壁を乗り越えて――人の移動と開発

移動に関する政府の政策を改善すれば、人間
開発の状況を大きく促進できるということを
明らかにしたい。人々の選択肢と自由を拡大
するために、各国政府は国内外への人の移動
を妨げる制限を減らすべきだというのが、本
報告書の主張である。人々が、無事に移住先
にたどり着ける可能性を高めるための現実的
な方策も提案したい。人々が移住後にはやく
安定することができれば、出身地と移住先の
両方に多大な恩恵があるのだから。

なぜ、そしてどのようにして
人は移動するのか

　人の移住に関する議論は、通常の場合、途
上国からヨーロッパや北米、オーストラリア

をはじめとする豊かな国
への人の流れに着目す
る。しかし、世界におけ
る人の移動の大半は、途
上国と先進国の間で起き
ているわけではなく、そ

もそも国と国の間で起きているわけでもな
い。圧倒的大多数の人々は、自国内で移動し
ているのである。控えめに見積もっても、国
内移住者の数はおよそ7億4千万人と、国境
を越えて移動する人々の4倍に近い。国外移
住者について見てみると、国境を越えて移動
する約2億人のほとんどは、途上国から途上
国へ移動しているか、先進国から先進国に移
動している。途上国から先進国に移住する
人々は7千万人弱と全体の3分の1あまりに
すぎない。
　国内移住にせよ国外移住にせよ、移住者の
多くは、所得が増えたり、教育や医療の環境
が充実したり、子どもたちの未来への展望が
開けるようになるなどの恩恵を手にしてい
る。移住者を対象にした各種調査によると、
適応に苦労したり、さまざまな障害にぶつか
ることは多々あるものの、ほとんどの人は新

天地に満足していると報告されている。新し
い土地にいったん定着すると、移住者はその
土地出身の人以上に、労働組合や宗教団体、
そのほかのグループに加わることが多い。た
だし、それでも矛盾に突き当たる場合もある
し、移動による恩恵を誰もが平等に受けられ
るわけでもない。
　社会不安や紛争が原因で住居を追われた
人たちは、とりわけ過酷な経験を余儀なくさ
れる。市民権をもつ国以外に住む難民の数
は、推定で世界のすべての移住者の約7％に
相当する1400万人である。彼らのほとんど
は避難した近隣の国にとどまって、難民キャ
ンプで暮らしながら祖国に帰還できる環境が
整うのを待っており、そのうちの年間50万人
前後は先進国に移動して庇護を求める。一
方、難民よりはるかに多いのが国内避難民で
あり、その数は約2600万人に上る。国内避
難民は祖国を離れてはいないが、紛争や自然
災害に苛まれたために国内で住んでいた場所
を離れ、きわめて過酷な状況下で生活してい
る。また、若い女性を中心とする、人身取引
の被害者もきわめて弱い立場に立たされてい
る。「もっといい生活ができる」と騙された人
も多く、このような人たちは自由意思ではな
く、強制されて移動しており、暴力や性的虐
待の被害にあう場合も少なくない。
　しかし一般的に、人々は暮らしの向上を求
めて自分自身の意思で移動している。国境を
越える移住者の4分の3以上は、出身国より
人間開発指数（HDI）の高い国へ移っている。
ただし、人々の移動が自由であるとは言い難
いのが現状である。移住先の国の政府が入国
を制限する政策を取る場合が多くあり、さら
には移動手段さえ手にする経済力がない人が
多いのがその理由である。実際、貧しい国の
人々は最も移動していない。アフリカに暮ら
す人々のうち、ヨーロッパに移り住んだ人は
1％に満たない。これまでの歴史や現在の徴
候を見ると、人間開発の水準と移住の活発さ

は関連性が高いことを示している。現に、
HDIが低い国の移住率は4％に満たないのに
対し、人間開発指数が高い国の移住率は8％
を上回っているのである。

人の移動を妨げる要因

　本来であれば、人の移動を加速させる要因
は数多くあるにもかかわらず、過去50年ほ
どの間、世界の総人口に占める国際移住者の
割合は3％前後で推移している。先進国で高
齢化が進む一方で、途上国で若い人口が増え
続ける人口動態の傾向と、それに伴う先進国
での雇用機会の増加は、安価な通信・輸送手
段の普及とあいまって、国際移住者への「需
要」を増加させている。しかしその半面、人々
が移住しようとしても、政府のつくり出した
障壁によってはばまれる事例が次第に増えて
いる。この半世紀の間に国家の数はほぼ200
と約4倍に増え、国境の数そのものが増加し
たうえに、各国政府が貿易障壁を撤廃するの
とは逆に、移住に対する障壁を強化しはじめ
ているのである。
　豊かな国々において労働力としての需要が
高いにも関わらず、移動の際の障壁がとくに
高いのは、専門技能をもたない人である。政
府の政策は、留学生に卒業後も滞在すること
を認め、専門職の人には家族と一緒に定住す
るよう促すなど、教育レベルの高い人たちを
優遇する傾向が強い。それに対して、専門技
能をもたない人たちに対する政府の姿勢には
往々にして矛盾があり、このような人たちの
地位や待遇はたいてい改善の余地が大きい。
　多くの国では、農業、建設業、製造業、サー
ビス産業の労働力を、このような移住者に
頼っているが、政府は教育レベルの十分でな
い労働者を定住させずに、次々と人々を入れ
替えたがることが多い。期限付きの労働者や
不法滞在の労働者を、あたかも水道の水のよ
うにみなし、好きなときに蛇口を開けたり閉

じたりして調整できるものと思っているかの
ようだ。現在、国外に不法滞在して働いてい
る人の数は世界全体で推定5千万人におよぶ。
タイやアメリカなど一部の国では大量の不法
滞在者が黙認されている。このような国で働
く人は、出身国で働くよりも給料の高い仕事
に就ける可能性はあるものの、移住先の国の
人々と同じ仕事をして税金を払っているのに
もかかわらず、基本的な社会サービスを受け
られなかったり、国外退去処分を科されるリ
スクに直面していることもある。これに対し
てイタリアやスペインなどの政府は、専門技
能をもたない移住者の社会貢献性を認識し、
彼らの地位を公的に認めている。カナダや
ニュージーランドのように、農業部門などで
働く季節労働者を受け入れる制度が充実して
いる国もある。
　専門技能をもつ人の移住を受け入れること
の価値については多くの点で意見が一致して
いるが、専門技能をもたない移住労働者の受
け入れについては、今も論争が続いている。
　一般的に、専門技能をもたない移住者は移
住先の地元住民から雇用を奪い、給料の水準
を引き下げるという見方がなされている。移
住者が流入すれば、犯罪のリスクが高まり、
地域の行政サービスにかかる負担が重くな
り、社会と文化の一体性が損なわれると恐れ
る声もある。しかし、こうした懸念は大げさ
すぎる場合が少なくない。確かに特定の状況
下では、移住労働者と同レベルの技能もつ地
元出身の労働者が不利益を被る場合があるこ
とは研究によって明らかになっているが、そ
うした悪影響は概して小さく、ときにはまっ
たく弊害が生じない場合もあることが報告さ
れている。

人の移動を後押しすべき理由

　本報告書で指摘しているように、移住者に
よって、移住先の人々にまったく、あるいは
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ほとんどコストをかけることなしに、その土
地の経済生産を増やし、さらに広範囲にわた
る好影響が期待される。一例をあげれば、移
住者が子どもを預かる仕事ができれば、その
母親たちは家の外で仕事に就くことができる
だろう。移住者たちの多くは移住先の地元の
言葉を覚え、所得を増やすために必要な技能
を身につけながら、自然に地元の社会に溶け
込んでいく。たとえば、20世紀初めのアメリ
カではアイルランドからの移住者について、
社会に同化しないのではないかという不安が
広がったが、結果的にその不安は的中しな
かったように、外国人は社会に同化しないの
ではないかという不安は、根拠がないようだ。
ただしその半面、移住者たちが全般的に不利

な状況におかれていて、地
元出身者と同じように公的
サービスを利用することが
困難、あるいは不可能な場
合が少なくないこともまた事

実である。この問題は、期限付きの労働者や
不法滞在の労働者の場合はとくに深刻であ
る。
　一方、移住者の出身国に目を移すと、人の
移動は、所得と消費の増加、教育・医療水準
の改善、さらにはもっと広い意味での文化的・
社会的な恩恵を生み出す。人の移動がもたら
す恩恵の最も直接的なものとして、移住者か
ら祖国の家族への送金があげられる。送られ
てきた資金を家族が使えば、その国で新たな
雇用が生まれるといった恩恵があるし、国外
から新しい考え方が流れ込んでくれば、とく
に女性たちがこれまでの伝統的な役割から解
放されるなど、人々の行動様式が変わる可能
性もある。
　こうした影響の種類と大きさは、どういう
人が移住するのか、移住先でどの程度成功で
きるか、そして資金や情報、考え方などを通
して祖国とどのくらい結びついているのかに
大きく左右される。多くの移住者は、インド

のケララ州や中国の福建省など、通常、ある
国のなかの特定地域から大挙して出国する傾
向があるので、移住の影響は国レベルより地
域レベルのほうが大きい。しかし長い目で見
れば、人の移動を通じて新しい考え方が流入
すれば、国全体の社会規範や階級構造にもっ
と大きな影響が及ぶかもしれない。教育や医
療などのサービスの質が低下するおそれか
ら、専門技能をもつ人が国外に流出すること
を好ましくない現象とみなす向きもある。こ
の懸念は一理あるかもしれないが、これらの
問題の最善の対策は、低賃金、資金不足や
制度の不備など、自国民が移住する根底にあ
る政策的な問題を改善することだ。専門技能
をもつ人が移住することを責めるのはおおよ
そ見当違いだし、移動を制限する政策を導入
すれば逆効果になる可能性が高い。そもそ
も、自国を離れる自由を制限することは、基
本的人権の否定にほかならないのである。
　とはいえ、どんなによく運用できたとして
も、国際移住は、国家の人間開発の実現のた
めの政策の代わりになるものではない。住民
の40％以上が国外に出ていく島国などを別に
すれば、移住によって国全体の開発の状況が
変わる可能性はない。移住は、地域レベル・
国家レベルのもっと広範な貧困削減・人間開
発の取り組みを補完する手段以上の何もので
もなく、貧困削減と人間開発の重要性には、
いまも変わりがない。
　本報告書執筆の時点で、世界は過去半世
紀で最も深刻な経済危機に見舞われている。
景気後退と一時解雇の影響を多くの労働者
が受けており、移住者もその例外ではない。
本報告書執筆陣は、貿易保護主義者からの
反発を防ぐ一方で、政府は、今回の景気後
退をひとつの機会ととらえ、国内および国
外の労働者の双方が恩恵を得られる、新し
い移住者向けの政策をはじめるべきだと確
信している。景気の回復とともに、半世紀
にわたって人の移動を後押ししてきた要因

が再び浮上し、より大勢の人が移動するよ
うになるだろう。そこで各国政府はそれに
備えた措置を講じる必要がある。

本報告書の提言

　移動の障壁を緩和し、移住者の待遇を改
善すれば、人間開発に大きな利益をもたらす
ことが可能である。しかしその利益を実現す
るためには、思い切った構想が必要だ。本報
告書では、移住者個人、地域および国レベル
で好ましい結果をもたらすための包括的な提
言を示す。
　具体的には、移住者の受け入れと処遇とい
う、人の移動に関わる2つの重要な側面から
改革案を示したい。この2つの側面に注目す
ることによって、よりよい政策を打ち出すう
えで必要な広い視野を手にできる。本報告書
の提言は、中・長期的利点を視野に入れたも
のであり、移住先の国の政府だけでなく、出
身国の政府と民間部門、非政府機関や組合を
はじめとした重要な役割を果たす関係者、さ
らに移住者自身に対しておこなうものであ
る。政策立案者はそれぞれの国や地域の実情
に合わせた移住労働者政策を立案・実施すべ
きなのは言うまでもないが、多くの国で採用
できるいくつかの成功事例も存在している。
　本報告書では、改革の6つの方向性を示す。
これらは1国単位で実施することも可能であ
るが、国際社会が協力して実施すれば、人間
開発を促進する効果がいっそう拡大すること
だろう。①既存の入国ルートをもっと開放し、
もっと大勢の労働者が移住できるようにする
こと。②移住者の基本的な権利を擁護するこ
と。③移住にかかるコストを減らすこと。④
移住先の社会と移住者の双方にとって好まし
い状況をつくり出すこと。⑤国内での移動を
もっと容易にすること。⑥移住を国家の開発
戦略の中心に据えること。この6つはすべて、
人間開発を実現するうえで重要な要素であ

り、互いに補完し合うものでもある。
　既存の入国ルートをもっと開放するという
点では、次の2つの方法に光を当てる。
　●農業や観光などの産業における、純粋な
季節労働を受け入れる仕組みの拡大。そのよ
うな仕組みは、すでに多くの国で成功を収め
ている。これまでの成功事例によると、必要
なのは、労働組合と雇用主に加え、出身国と
移住先の国の両方の政府を取り込むことであ
る。とりわけ、ニュージーランドのように、
基本賃金の保障、職場の健康・安全基準、
再入国のための条件などを立案し、実施して
いくことが重要である。
　●専門技能をもたない労働者への入国ビザ
の発給件数を、受け入れ国の労働力需要に即
して増加させること。過
去の例では、最近のス
ウェーデンの改革のよう
な措置を取ると成功する
場合が多い。「雇用主ポー
タビリティー」と呼ばれる、移民が雇用主を
変える権利を認めること。滞在期間の延長を
申請する権利を認めたうえで、最終的な定住
への道筋を示すこと。ビザの有効期間中に里
帰りしやすい制度を設けること。これまでに
保険料を納めることにより獲得した社会保険
受給権を保持したままで移動できるようにす
ること、などが例としてあげられる。
　移住先の国は、受け入れる移住者の数を決
める際に、国民的な議論をおこない、さまざ
まな利害のバランスを取ることを心がけるべ
きである。雇用主のニーズにもとづいて、透
明性のあるメカニズムを通じて受け入れ数を
決定し、経済条件に応じた数量割り当てをお
こなうことが求められる。
　移住先の国で、移民は基本的な人権を侵
害されることが少なくない。移住労働者を保
護する国際条約を批准しているかどうかに関
係なく、世界の国々は、移住労働者が職場で
完全な権利を得られるようにする必要があ
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2つの重要な側面から
改革案を示したい
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る。同一労働同一賃金、劣悪でない就業環境、
団体行動の権利などを認めなければならな
い。差別をなくすために、政府が速やかに行
動する必要もあるだろう。移住者がある国で
取得した資格を別の国でも承認しやすくする
ために、出身国と移住先の国が協力すること
も可能である。
　現在の景気後退により、移住者たちはとり
わけ厳しい立場におかれている。一部の国で
は、移住に関する規制を強化し、移住してく
る人たちの権利を踏みにじりかねない状況を
つくり出している。景気後退の打撃をとくに
強くこうむっている現在と、未来の移住者た
ちの負担を和らげるために、解雇された移住

者に次の勤め先を探
す機会を与えたり、せ
めて帰国するまでに
十分な準備時間を与
えたり、出身国の景気
悪化といった雇用情

勢の見通しなどを周知徹底したりするなどの
支援も役立つ。
　国外に移住するには、出入国に必要な書
類を用意し、政府機関の要求する条件を満た
すのに大きな金銭的負担が生じる場合が多
い。その負担は、専門技能をもたないゆえに
貧しい人々や短期の契約で働く人々ほど重く
なりがちだ。その結果、はからずも不法移住
や密入国に拍車をかけかねない状況が生ま
れている。たとえば、世界の国々の一割では、
パスポートを取得するための費用が1人当た
り年間所得の10％を超えている。当然、パ
スポート取得費用の実質的な負担が重い国
ほど、国外移住者の割合が低い。移住者の
出身国と移住先の国の政府は、手続きを簡素
化し、書類取得のための費用を引き下げられ
るはずである。
　また双方の政府が協力して移住の仲介業
務を改善し、規制を加えることにも意味が
ある。

　移住者が最初にとどこおりなく定住できる
ようにすることは不可欠だが、移住者のせい
で社会の負担が不当に増しているという印象
をつくり出さないようにすることもきわめて
重要だ。移住者を受け入れた結果、地方自治
体に重い負担がかかる場合は、その自治体に
追加の予算を振り向ける必要もあるかもしれ
ない。移住者の子どもが地元出身の子どもと
同じように学校に通えるようにし、必要に応
じて社会に溶け込むための支援をおこなえ
ば、子どもたちの未来の可能性を改善し、下
層階級の形成を防ぐことができる。言葉の教
育もきわめて重要だ。学校で子どもたちに言
葉を教えるだけでなく、職場で大人たちに言
葉を学ばせること、とくに家庭の外で仕事を
もたない女性たちが言葉を学ぶ機会を用意す
る配慮が必要である。差別をなくし、社会の
緊張を和らげ、移民に対する暴力を防ぐため
の積極的な取り組みがとくに求められる場合
もあるだろう。この点で世界各国の社会や政
府は、啓発・啓蒙キャンペーンを通じてさま
ざまな差別の解消を成し遂げた経験を有して
いるはずである。
　中央計画体制はほぼ崩壊したが、驚くべき
ことにいまだに世界の3分の1の国で人々の
国内移動に事実上の障壁が設けられている。
移動の制限は、中国のように登録している地
域以外に住む人たちに基本的な行政サービス
や福祉を認めないという形を取る場合が多
い。基本的な行政サービスを平等に提供する
ことは、国内移住者に関する本報告書の重要
な提案のひとつである。期限付き労働者や、
季節労働者とその家族が移動先で平等な待
遇を受けられるようにするだけでなく、教育
や医療の機会を求めて移動を強いられる状況
を防ぐために、出身国で適切な行政サービス
を受けられるようにすることが重要である。
　移住は、より広範な開発の取り組みにとっ
て代わるものではない。しかしとくに途上国
では、移住は、生計手段の改善や多角化を求

める世帯や家族にとって、きわめて強力な戦
略になりえる。各国政府は移住の潜在的な利
点を理解し、それを国家レベルの開発戦略の
一環として位置づける必要がある。過去の経
験上、国全体の経済状況と強力な公的制度
の存在が、人の移動を通じて広範囲にわたる
恩恵を生み出すうえで大きな役割を果たすと
いうことは明らかである。

未来に向けて

　上記の行動計画を実現させるためには、意
識の高い指導者による強いリーダーシップに
加えて、これまで以上に世論に働きかけ、移
住を取り巻く問題に対する人々の意識を高め
る決意が不可欠である。
　出身国では、移住の実態とその恩恵、コス
トとリスクをより体系的に考えることにより、
人の移動問題を国家レベルの開発戦略に盛り
込むための基盤を整備することができるだろ
う。国外への移住を推し進めれば、国内の開
発努力を加速させる必要がなくなるわけでは
ないが、人の移動を通じて新しい情報や考え
方、資源などが流れ込んでくれば、開発の取
り組みを補完し、ときには開発を促進するこ
とも可能である。
　移住先の国では、いつ、どのような改革を
おこなうかを決めるにあたって、経済と社会
の実情をよく検討し、国内の世論と地域・国
家レベルの政治状況を考慮に入れなければな
らない。
　国際協力、とくに2国間または地域レベル
の合意にもとづく協力は、移住に関する制度
を改善し、移住者の権利保護を充実させ、出
身国と移住先の国の双方に対する移住者の貢
献を高めることに繋げられる。西アフリカや
ラテンアメリカの南部では、自由貿易を促進
すると同時に、移住の恩恵を拡大する目的で
自由移動地域が創設されている。地域レベル
で労働市場が拡大すれば、移住者とその家

族、さらには地域社会にも大きな恩恵がもた
らされる可能性がある。
　人の移住に対処するための新たな世界規
模の体制をつくるべきだという主張も唱えら
れている。現在、150を超す国が「移住と開
発に関するグローバルフォーラム」に参加し
ている。本報告書の執筆過程でも、各国政府
の間では、共通の課題に取り組むために、共
通の対策を打ち出そうという、新しい動きが
確認されている。『人間開発報告書2009　障
壁を乗り越えて̶̶ 人の移動と開発』は、人
の移動形態がますます複雑になる世界で、最
良の結果を目指している政策立案者に対し、
人間開発をその中心的な政策課題とすること
を求めるものである。
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とって代わることはない。
しかし移住は、生計手段の改善や
多角化を求める世帯や家族にとって、
きわめて強力な戦略になりえる
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　移動する人々にとって、移動の旅にはほぼ
例外なく、犠牲と先行きの不確かさがついて
回る。考えうるコストは、家族や友人と離れ
離れになることによる心理的負担に始まり、
移住にかかる高額な手数料にいたるまで、き
わめて多岐にわたる。また、考えうるリスク
のなかには、危険な職業に就くことによる物
理的危険も含まれる。不法越境するケースな
ど、死の危険と隣り合わせの場合もある。そ
れでもなお、毎年何百万人もの人々が、これ
らのコストやリスクを負ってでも、自分と家
族の生活水準を改善しようとする。
　人々が健康で長生きする機会、教育、医
療、さまざまな物品を手にする機会、政治的
自由を享受する機会、暴力から保護される機
会はすべて、その人がどこに住んでいるかに
よって大きな影響を受ける。タイに暮らす人
は、隣国のミャンマーに暮らす人に比べて、
平均で7年間長生きし、3倍近くの期間にわた
って教育を受け、8倍の金額を消費する3。こ
うした機会の違いは、人の移動を生み出す強
力な要因になる。

1.1　移動の重要性

　一例として、国境沿いの地域の人間開発の
状況を考えてみよう。地図1.1は、アメリカと

メキシコの国境地帯の人間開発の状況を示し
たものである。ここでは、人間開発の程度を
表すために、人間開発の達成度をまとめて示
す指標である人間開発指数（HDI）を用い
た。この指数は、本報告書全体を通じて、国
ごとの比較をおこなうために使用している指
数である。この地図の素晴らしい点は、ある
地域が国境のどちら側に位置するかという点
とHDIの値との間に強い相関関係が認められ
ることである。アメリカ側で最もHDIの値が
低い地域（テキサス州スター郡）でさえ、メ
キシコ側で最もHDIの値が高い地域（バハカ
リフォルニア州メキシカリ市）より数値が高
い4。この傾向からうかがえるように、国境を
越えて移動することで、生活水準を向上させ
るチャンスを大幅に拡大できる場合がある。
次に、移動の制限が撤廃されたとき、人々が
どういう方向に移動するかを考えてみよう。
1984年から1995年にかけて、中国政府は国内
移住に対する厳しい制限を段階的に緩和し、
国民が国内で移動する道を開いていった。す
ると、莫大な数の人が移動するようになった
が、それは主として人間開発の程度が比較的
高い地域への移動だった。ここからもやは
り、生活水準改善の期待が人の移動の要因に
なっていることがうかがえる（地図1.2）5。
　こうしたおおよその印象は、居住地の移動

第１章　自由と移動
――移動はいかに人間開発を促進しうるのか

国境を越えて先進国に移住する人は、毎年500万人を超す１。途上国に移住
する人や自国内で移動する人の数は、正確な推計値を入手することは困難
であるものの、これよりはるかに大きい2。移住者の出身地と移住先の双方
で、人の移動にともなう資金や知識、新しい考え方の流入によって影響を
受けている人の数は、これをさらに上回る。

　私たちの世界における機会の分配は著しく不平等である。しか

し、この不平等な状況こそが人を移動へと突き動かす大きな要因と

なっており、それゆえ、人の移動は人間開発の状況を改善する大き

な可能性を秘めている。しかし、人々は厳しい制約の下で移動する

ことも多く、しかも移動を通して手にする恩恵がきわめて不平等に

分配されているという点において、移動は個人の純粋な自由意思に

もとづく選択の結果とは言い切れない。本報告書の執筆陣は、開発

とは、人々が自分で選択した人生を送る自由を拡大することである

との定義のもと、移動はその自由に欠くことのできない一部である

と考える。その半面、移動は移動した人々と出身地にとどまった

人々の双方に負の影響をもたらす面もあり、その点を理解し分析し

なければ適切な政策は策定できないと考える。
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が生活水準に及ぼす影響を試算したもっと丹
念な研究結果によっても裏づけられている。
移動した人と移動しない人の比較を通じて、
移動が生活水準に及ぼす影響を割り出すこと
は、両者の属性と環境が異なる場合が多いの
で本質的に困難がついて回る（BOX 1.1）
が、それでもこれらの複雑な関係を注意深く
解きほぐした最近の学術的諸研究によれば、
国境を越えて移動することによってきわめて
大きな恩恵を得られることが確認されてい
る。たとえば、いわゆる途上国で平均レベル
の公教育を受けただけの人でもアメリカに移
動すれば、約1万米ドルの年間所得を得られ
る。これは、途上国の1人あたり年間所得の
平均水準のおよそ2倍である6。本報告書のた
めに委託した背景調査によると、ニカラグア
からコスタリカに家族で移住すれば、子ども
が初等教育を受ける確率が22％上昇するとい
う7。
　ただし人の移動は、生活水準の不均衡だけ
で説明がつくものばかりではない。武力紛争
の結果として、人の移動が起きる場合がある
ことも見過ごせない。独裁国家による政治的
抑圧から逃れるために、国外に移住する人も
いる。移動は、出身国の社会で期待される伝
統的な役割から逃れる手立てになる場合もあ

る。若い人たちのなかには、最終的に故郷に
戻るつもりで、教育と広い視野を求めて移動
する人も多い。また、次の項で詳しく述べる
ように、移動者の動機も経験も、移動を加速
する要因や抑制する要因もきわめて多岐にわ
たるが、多くのケースに共通するのは、移動
者が機会と希望を求めて移動していることで
ある。
　しかし、移動が常に人間開発の水準向上に
つながるとは限らない。本報告書で一貫して
強調するように、移動の自由と移動による恩
恵の両面できわめて大きな格差が存在する。
最も貧しい人々は、移動する際、経済力と選
択肢が限られているためにきわめて弱い立場
に立たされるケースが多い。移動前に手に入
る情報は、量が乏しかったり不正確だったり
する可能性がある。アメリカのワシントンや
イギリスのロンドン、シンガポールや湾岸協
力理事会（GCC）諸国にいたるまで、世界の
多くの都市や国で、家庭内で家事労働に就く
移民女性に対する虐待が横行している。アラ
ブ諸国における最近の調査によると、家事労
働者はときに虐待的・搾取的労働環境におか
れることがあり、しかもその状況を是正する
仕組が存在しないために、移民女性は貧困と
HIV感染リスクの上昇という悪循環にはまり

込みかねない状況にある8。同じ調査によれ
ば、移住者にHIV検査を課し、ウイルス感染
者を本国送還している国も多いが、HIV感染を
理由に送り返されてきた者を社会に再び迎え
入れるための体制を用意している国は少ない9。
　国境を越えた移動は、人の移動の一部にす
ぎない。実は、国境の中での移動のほうが規
模も大きく、人間開発を向上させる潜在的な
可能性もきわめて大きい。その理由の一端
は、国外への移住にともなうコストが大きい
ことにある。国外に移動するためには、手数
料と旅費に莫大な金がかかる（第3章で述べ
るように、その負担は貧しい人ほど重く感じ
られるのが一般的である）だけでなく、祖国
ときわめて異なる文化のなかでの暮らし、家
族や親戚、友人のネットワークと切り離され
ることにより、数値では表せなくともきわめ
て重い心理的負担に苦しめられかねない。か
つて国内移動に厳しい制約を課していた多く
の国（中国はそのあくまでも一つの例であ
る）で障壁が取り除かれたことは、世界の最
も貧しい層の人々に恩恵を与えてきた。この
点は、国際移住だけに光を当てているだけで
は見落としてしまう点である。
　国内移住と国際移住の道をこれまでより大
きく開けば、人々の幸せを増進する可能性が
ある以上、開発政策に携わる政府関係者やこ
の問題に取り組む研究者は移住の問題に注目
してしかるべきである。しかし、現実にはそ
うなっていない。移住の影響に関する学術的
文献の数は、たとえば国際貿易やマクロ経済
政策の影響に関する文献とは比較にならない
ほど少ない10。国際社会には、国家間の貿易
と金融を管理する国際的な仕組みが確立され
ているが、人の移動を管理する国際体制は存
在しないと言っていい（その重要な例外が難
民に関する国際体制である）11。本報告書は、
このような偏った状態を是正することを目指
す取り組みの一つである。国際移住機関
（IOM）、国際労働機関（ILO）、世界銀行、

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）など
の機関の最近の調査結果や、「移住と開発に
関するグローバル・フォーラム」などの場で
の議論をもとに、各国政府と国際機関、市民
社会が移住の問題にいっそう関心を払うべき
であると、本報告書は主張する12。それは、
移住を拡大することによって世界全体が大き
な恩恵を受ける可能性があるからというだけ
でなく、移動する多くの人々が大きなリスク
に直面しており、少なくともそのようなリス
クの一部を政策の改善によって解消できる可
能性があるからでもある。

1.2　 選択とその背景
――人々が移動する理由

　人の移動を取り巻く環境は、実に多岐にわ
たる。近年、ミャンマーの何千人ものチン族
の人々がミャンマー治安部隊の迫害を逃れて
マレーシアに移住したが、民間の準軍事組織
に見つかるのではないかという不安に常にさ
らされながら生きている13。急ごしらえのボ
ートでヨーロッパに不法入国しようとしてジ
ブラルタル海峡で溺死した人は、1997年から
2005年の間に3000人を上回る14。一方、こう
した人々とは対照的に、くじに当選してニュ
ージーランドに移住した何百人かの貧しいト
ンガ人や、2004年に欧州連合（EU）で導入さ
れた自由移動に関する制度のもとイギリスに
移住して、それまでより給料の高い職に就い
た何十万人ものポーランド人のような人たち
もいる。
　本報告書では、国内移動と国際移動、一時
的な移動と恒久的な移動、紛争がきっかけの
移動とそれ以外の要因による移動など、さま
ざまな人の移動について論じる。このように
幅広いテーマを取り上げることの有用性に疑
問を感じる向きもあるかもしれない。原因が
異なり、それによって必然的に結果も異なる
現象を一度に論じることになりはしないか。
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むしろ一つのタイプの人の移動にテーマを絞
って、その原因、結果、影響を掘り下げて論
じたほうが有益なのではないか。
　本報告書執筆陣は、そうは考えていない。
人の移動のタイプによって原因と結果が大き
く異なることは事実だが、それを問題にする
のであれば、それぞれのタイプのなかでも移
動の原因と結果は一人ひとりで大きく異な
る。たとえば、ひとくちに労働を目的とした
国際移動といっても、そのなかには、ほとん
どの人の1日の稼ぎが2米ドル未満という厳し
い経済状況ゆえに移住を余儀なくされてロシ
アの建設産業で働いているタジク人労働者も
含まれる一方で、モトローラやマイクロソフ
トなどのハイテク大手で引く手あまたの東ア
ジアのコンピュータエンジニアも含まれる。

　移住に関するこれまでの議論は、分類する
ことから出発するのが普通だった。非自発的
移動と自発的移動、国内移動と国際移動、一
時的な移動と恒久的な移動、経済的要因によ
る移動とそれ以外の要因による移動という区
別がなされる場合が多い。そもそも移住者の
入国管理と処遇のための法律上の区分けを目
的としていた線引きが、理論的・政策的論議
まで支配してしまっているのである。しかし
この10年ほど、研究者と政策担当者の間で、
このような線引きに対する疑問の声が上がる
ようになり、分類が偏重されすぎると、人々
が移動を決断する過程に光が当たるのではな
く、むしろその過程を理解するさまたげにな
り、政策策定にも悪影響が及ぶおそれがある
という認識が広がりはじめている15。

　人の移動に関するほぼすべての事例におい
て、二つの要因の相互作用が関連している
と、本報告書では指摘する。その二つの要素
がそれぞれどの程度の影響をもつかは、個々
の事例により大きく異なる。一つは、自分た
ちの生きる環境を劇的に変えるために移動を
決断する個人や家族、そしてときにはコミュ
ニティの自由意思である。過酷きわまりない
環境ゆえに移動せざるをえない場合でさえ、
その人たちの選択は移住のプロセスできわめ
て重要な役割を果たしている。たとえば、ザ
ンビア北西部に定住しているアンゴラ難民の
調査結果によれば、この人たちの多くは、一般
に経済移民に分類される人々が移住するとき
と同様の希望を胸にいだいて移動している16。

あるいは紛争を逃れるアフガン人も、何十年
も前に季節労働者の移動のために確立された
ルートと交易ネットワークを用いて、パキス
タンやイランに移動している17。
　その一方で、移動する人たちの選択がまっ
たく制約を受けないケースもほとんどない。
移動に対する制約は政治的迫害や経済的困窮
を逃れるために移動する人々に関しては明白
だが、非自発的要素がもっと小さい場合に
人々がくだす決断を理解するうえでもこの点
は見逃せない。出身地から移動するという決
断も、あるいはそこにとどまるという決断
も、経済と社会の構造に関わる強力な要因
（それぞれの状況により異なるが、時間の経
過とともに変化していく）の枠の中でおこな

　移住に関する研究において、人が移動することによって個人
と地域がどのような影響を受けるかを割り出すうえで、どのよ
うな方法論を用いるかが大きな意味をもつ。移住の影響を正確 
に計算するためには、移住した人の生活状態と、その人が出身
地にとどまっていたと仮定した場合の生活状態を比較しなけれ
ばならないが、後者はあくまでも事実と異なる想定であり、正
しいデータを入手することは不可能である。移住しなかった人
の生活状態を調べて、その情報で代用しようとしても、適切な
結果は得られない。国境を越えて移動する人たちは一般に、そ
うでない人たちより教育レベルが高く、もともと所得水準も高
い傾向があるので、出身地に残っていても、地元にとどまった
人に比べて良好な生活状態が期待できた可能性があるのであ
る。データによれば、専門的には「移住者選択性」と呼ばれる
この現象は、国内移住においても起きている（第2章参照）。性
別、教育、経験など、客観的に把握可能な属性が近いグループ
同士を比較すれば、正確性は高まるが、それでもリスク許容度
など、重要な意味をもつ可能性のある属性を考慮に入れていな
いことに変わりはない。
　方法論に関する問題は、ほかにもたくさんある。送金が家計
消費に及ぼす影響を試算する際には、因果関係を特定するうえ
での困難がついて回る。移住先の労働市場に移住が及ぼす影響
を理解することも容易ではない。ほとんどの研究は、地域単位
や特定の職務技能をもつグループ単位における賃金水準への影
響に着目してきた。しかしここにもやはり、個人の居住地選択

に関わる選択バイアスが介在する可能性がある。第4章で論じ
るように、カギを握るのは、移住者のもっている技能が地元出
身者の技能に取って代わるものなのか、それともそれを補完す
るものなのかという点である。この点を明らかにするために
は、そうした技能の内容を正確に把握しなければならない。
　次第に広がりはじめているアプローチの一つは、準ランダム
化の手法によって影響を推測することを目指す方法である。た
とえば、ニュージーランドの「太平洋移住カテゴリー」という
制度では、くじによる無作為の選抜方法によって入国ビザ発給
の対象者を決めているので、このくじに当選した移住者と落選
した人を比較することを通じて、移住の影響を割り出せる。
　また、時間に関して見過ごせない問題もある。移住するため
には最初に多額のコストがかかる半面、移住の恩恵を手にする
までにはもっと時間を要する場合がある。たとえば、移住者が
労働市場を通じて得る恩恵は、時間がたつにつれてその国特有
の技能を習得し、それを雇用主などに認めてもらうのにともな
って、大きく拡大する傾向がある。移住者が故郷に戻ることを
決断すると、いっそう状況が複雑になり、移住の影響を割り出
す期間の決め方に影響が及ぶ。
　最後に、第2章で詳しく論じるように、入手可能なデータの
面で移住の分析が大きな制約を受けることも指摘しておかなく
てはならない。豊かな国々の場合でも、移住者の定義が一様で
ないなどの単純な理由により、国際比較がきわめて難しい場合
が少なくない。

Box 1.1 移動のもたらす影響を試算する

出典:Clemens, Montenegro and Pritchett(2008), McKenzie, Gibson, and Stillman(2006).
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われる。社会学の分野では「機能と構造の相
互作用」と呼ばれる、このような個人の決断
と社会的・経済的な背景の間の動的な相互作
用は、人間の行動を理解するうえで無視でき
ない。重要な構造上の要因の時系列的変化に
ついては、第2章で取り上げる。

　インドネシアからマレ
ーシアに移動する毎年何
万人もの人々について考
えてほしい。この移動の
主たる要因は、二つの国

の間のはなはだしい所得格差である。そうは
言うものの、1980年代以降、両国の所得格差
は拡大した時期もあれば縮小した時期もあっ
たのに、移動する人の数はほぼ一貫して増え
続けている18。もっと広い意味での社会・経
済的要因がここに介在していることは明らか
である。実は、マレーシアで1970年代と80年
代の工業化の過程で地方から都市への人の
移動が大幅に進んで、農業部門の労働力不
足が一気に深刻化する一方で、インドネシア
では農業の商業化と急激な人口増加によって
農業の労働力に余剰が生じはじめたのであ
る。インドネシア人のほとんどがマレー人と
民族的・言語的・宗教的性質が近いことも、
人の移動を加速させたことは間違いない19。
　人が移動を決断するうえで構造上の要因が
果たしている役割に目が向けられるようにな
って、移住に関する研究にも大きな変化が表
れはじめた。初期の研究では生活水準の格差
が注目されていたが、近年では、生活水準の
格差は人の移動の一要因でしかないという理
解が広がりはじめている20。とくに、もし所
得水準の違いだけが人の移動の要因だとすれ
ば、移住先で成功を収めた人が数年後に祖国
に戻る場合が少なからずある理由が説明でき
ない。それに、もし賃金の格差が人を移動さ
せる唯一の要因だとすると、貧しい国から豊
かな国に移動する人が多くいて、豊かな国か
ら別の豊かな国に移動する人はきわめて少な

いはずだが、実際にはそうはなっていない
（第2章参照）。
　実際の人の移動のパターンを検討する姿勢
は、いくつかの研究の系統を生み出した。一
部の研究者は、個人に着目しすぎると、たと
えば家族の一部が移動して残りはとどまると
いった具合に、移動は実際には家族としての
決定と選択である場合が多いという実態が見
えにくくなると考えた21。完全競争市場の仮
説にとらわれずに考えることの必要性もしだ
いに明らかになってきた。とくに、途上国の
労働市場はきわめて不完全で、農業などの不
安定な産業に生計を頼っている家族が多い。
家族の誰かを別の土地に働きに行かせれば、
地元で不運に見舞われる場合に備えてリスク
を分散できる22。移動する人々の出身地と移
住先の双方における構造上の特性と長期的な
トレンド、「プッシュ（押し出し）」要因と「プ
ル（誘引）」要因と表現されることも多いが
移動の背景を形づくることを強調する研究者
もいる。たとえば、土地などの資産所有の集
中が進んで、昔ながらの生産方法で生計を立
てることが難しくなる結果、移動せざるをえ
なくなる人たちもいる23。移住者が手にでき
る機会の幅が入国の障壁（第2章と第3章で取
り上げる）や、労働市場の機能の仕方によっ
て制約されることも認識されるようになっ
た。国内移住者にせよ国際移住者にせよ、社
会的地位が低くて給料の安い職にしか就けな
い状況に追いやられる事例が多数あること
は、この後者の事例である。
　最も重要なのは、純粋に経済的要因だけを
強調する理論では、人々が移動を決断するも
っと広範な社会的枠組をとらえそこなうとい
う点である。たとえば、インドのグジャラー
ト州中部で低位カーストの若い男性たちが
続々と村の外で工場の職に就くのは、自分の
村でカースト制により低い地位におかれてい
る状況を抜け出すのが目的である。地元の村
で日雇いの農業労働者として働く場合に比べ

て工場の給料が高いわけでなく、むしろ工場
の給料のほうが低くても、このような人の移
動は起きている24。伝統的な社会階層から逃
れるという目的も、人の移動を突き動かす重
要な要因になりうることがここからわかる
（第3章参照）。
　しかも、人の移動と経済の関係は、一方通
行的な関係ではない。第4章で詳しく論じる
ように、大規模な人の移動は出身地と移住先
の双方の経済にきわめて大きな影響を及ぼす
可能性がある。1人あたり所得や経済成長の算
出方法に関して議論が持ち上がっているよう
に、基礎的な経済上の概念の定義も人の移動
の影響を受ける（BOX 1.2）。

1.3　開発、自由、そして人の移動可能性

　人の移動が人間開発に及ぼす影響を理解
しようとする本報告書の試みは、人間開発報
告書のアプローチの中核をなす一つの考え方
から出発する。それは、人間開発を、人々が
自分で選んだ人生を送る自由を拡大すること
とみなす考え方である。この考え方は、ノー
ベル経済学賞受賞者アマルティア・センの画
期的な業績と本報告書の初期の執筆責任者
であるマブーブル・ハックの主導によって確
立されたもので、「潜在能力アプローチ」と
も呼ばれており、人間にとって重要な「状
態」と「行動」を実現するための自由を強調
する。この考え方は、1990年に「人間開発報
告書」が創刊されて以来、執筆陣の思考の中

Box 1.2 移動は進歩の測定にどう影響するか

　ある国の開発の進捗具合を測るためには、人々の生活状態の
平均的な水準を把握するためのさまざまな指標を用いる必要が
ある。一般的には経済開発の指標として1人あたりの国民所得
を用いるが、人間開発報告書では人間開発指数（HDI）という
もっと包括的な指標の採用を提唱してきた。しかしこの両方の
指標に共通するのは、ある地域に現在居住している人々の生活
状態を評価しようという発想に基づいていることである。
　世界開発センターとハーバード大学の研究チームが最近指摘
しているように、このようなアプローチは、社会の進歩を評価
するにあたって、人間より地理を重んじていると言わざるをえ
ない。たとえばフィジーの住民がニュージーランドに移動し
て、その結果として生活水準が向上した場合、これまでの手法
では、フィジーの開発が向上したとはみなさない。この人の生
活状態の改善は、ニュージーランドの開発状況の一部として計
算される。
　本報告書のために実施した背景調査では、この問題に対処す
るために、人間開発の新しい尺度を用いた。本報告書では、
「国の人間開発」との対比で、それを「人々の人間開発」と呼ん
でいる。このアプローチでは、ある国で生まれたすべての人の
人間開発のレベルを把握することを目指している。例えば、フ
ィリピンで暮らしている人々の人間開発のレベルの平均を測る
のではなく、現在どこに住んでいるかに関係なく、フィリピン
で生まれた全ての人の人間開発レベルを測る。この新しい方法

を用いると、人々の生活状態に対する理解が大きく変わってく
る。この値を算出できた１００カ国のうち13カ国で、「人々の
HDI」の数値は「国のHDI」より10％以上高かった。この13カ
国のほかにも、「人々のHDI」の値が「国のHDI」より5～10％
高い国が9カ国あった。時系列の変化を調べることができた90
カ国のうち11カ国では、1990～2000年の「人々のHDI」の値の
変化の幅が「国のHDI」の平均値の変化の幅より5％以上大き
かった。たとえば、ウガンダの「人々のHDI」の値の上昇幅
は、この国の「国のHDI」の値の上昇幅の3倍近くに達してい
る。
　ただし本報告書では、分析の容易さと既存の文献との比較の
便宜を考慮して、従来型のアプローチを用いることにした。ま
た、「人々のHDI」と「国のHDI」は互いに取って代わる関係に
あるわけではなく、一方がある地域に現在暮らしている人々の
生活水準を測定し、もう一方がある地域で生まれた人々の生活
水準を測定するという意味において、両者は相互に補完し合う
関係にあると、本報告書執筆陣は考えている。たとえば、本報
告書で概ねそうしているように、人間開発を人の移動の原因の
一つと位置づける場合は、場所による生活水準の違いをあらわ
せる点で、「国のHDI」のほうが適切な指標である。しかし、あ
る社会の構成員の生活状態の改善を目指すさまざまな政策や制
度の成功の度合いを評価することを目指す場合は、新しい指標
を用いるべき理由が大きい。

出典:Ortega(2009) and Clemens and Pritchett(2008).

純粋に経済的要因だけを強調する理論では、
人々が移動を決断する
もっと広範な社会的枠組を
とらえそこなうという
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核をなし続けている考え方であり、貧困およ
び欠乏と戦うための有効な政策を立案するう
えで常に役立ってきた25。潜在能力アプロー
チは、ジェンダーや人間の安全保障、さらに
は気候変動に関する議論でみられたように、
さまざまな論題についての考えを大きく変え
る可能性を持っている。
　人間の自由と潜在能力の拡大というレンズ
を通して見るアプローチは、人の移動に対す
る考え方にも大きな影響を及ぼしてきた。こ
のアプローチにおいては、移動する自由が所
得や教育、健康などを左右するかどうかとい
う以前に、移動とは、個人が自分の人生の計
画を実現するために選べる基本的な選択肢の
一つと考えるからである。言い換えれば、移
動できることは、すなわち開発の一要素をな
す自由の一種であり、それはほかの目的を達
するための手段として貴重であるだけでな
く、それ自体が価値あるものなのである。
　生活の場を変えることができることが人間
の基本的自由に欠かせない要素であるという
考え方は、いくつかの文化の古典的な哲学に
すでに見られる。孔子は、「よい政治とは、
近くの人が喜び、遠くの人がその評判を聞い
てやって来たがるような政治である」という
趣旨の言葉を残している26。古代ギリシャの
哲学者ソクラテスは、「我々やこの都市が気
に食わず、植民地やほかの都市に移住したい
と考える人間は誰でも、自分の全財産を保持
して好きな土地に行くことが許される」と述
べた27。1215年に制定されたイングランドのマ
グナ・カルタでは、「陸路と海路を問わず、
安全かつ確実に王国を出国し、再入国する」
権利を保障している。もっと新しいところで
は、アメリカの哲学者マーサ・ヌスバウム
も、移動可能性を、個人が人生の計画を遂行
するうえでどの程度の自由を実際に活用でき
るのかを評価する基準となりうる人間の基本
的な機能の一つと位置づけている28。
　しかし世界の歴史をひもとくと、人の移動

を制限することにより人間開発の足を大きく
引っ張った社会の事例は枚挙にいとまがな
い。封建制度も奴隷制度も、人間の物理的移
動を制限することに基礎をおいていた。20世
紀のいくつかの抑圧的政治体制も、国内移動
の制限に依存していた。南アフリカのアパル
トヘイト（人種隔離政策）における「パス
法」や、旧ソ連の「プロピスカ（住民登録
証）」などはその例である。この種の制度が
撤廃・緩和された後、その国の住民が享受す
る自由は飛躍的に拡大した。
　本報告書では、個人や家族、コミュニティ
が地元にとどまるか移動するかを決断する際
に影響するすべての要因を取り上げて検討す
る。そのなかには、人々のもっている資金な
どの手立てや権利だけでなく、政策、市場、
治安、文化、価値観などに関わるさまざまな
要因によって、移動という選択肢がどのよう
に制約されるかという点も含まれる。人が自
分の居住地を選択できることは人間の自由の
一側面であり、それを本報告書では「人の移
動可能性」と呼ぶことにする。BOX 1.3では、
本報告書で用いるこのほかの基本的な用語に
ついても定義を示してある。
　自由と行動の区別は、潜在能力アプローチ
の中核をなす要素である。どこに住むかを決
める潜在能力と、移動という行動そのものの
両方を参照することを通じて、人々が居住地
を選べる状況か選べない状況かという点がき
わめて重要であると、本報告書執筆陣は考え
るにいたった。移住に関する従来の分析の多
くは、移動が生活水準に及ぼす影響を中心に
論じてきた。しかし本報告書の関心対象は、
人の移動そのものだけでなく、移動するかど
うかを決める自由を人々がどの程度もってい
るのかという点にもある。移動可能性は自由
の一形態であり、移動はその自由の行使なの
である29。
　本報告書では、人の移動可能性を、国家の
干渉を受けないという消極的自由としてだけ

でなく、積極的自由としてもとらえている。
言葉を変えれば、たとえ国内外への人の移動
が国家によって制限されていなくても、人々
が経済的資源をもっていなかったり、新天地
でまともな生活を送るために必要な安全と人
的ネットワークを欠いていたり、差別などの
非制度的な制約要因によって移動の成功の見
通しが大幅に阻害されたりしていれば、人々
は自由に移動できない。
　このアプローチのもつ意味を明らかにする
ために、二つの例を紹介しよう。人身取引の
場合、人の移動には、残酷で下劣な搾取がと
もなう。人身取引では必然的に、強制、詐
欺、強迫のすべて、もしくはいずれかによっ
て自由が制約された状況で人が移動する。一
般的に人身取引の被害にあった人々は、移動
を取りやめる自由がなく、目的地に着いた後
で別の職場に移る自由がなく、帰国する自由
すらない。人身取引の被害者は、物理的には
移動しているが、それは居住地の選択を制約
された結果として移動したにすぎない。潜在
能力アプローチの立場から言えば、そうした

人物の移動可能性は上昇しているのではな
く、低下しているのである。
　次は、政治的迫害の脅威や自然環境の悪
化が原因で移動せざるをえない人について考
えてみよう。このような事例では、外部環境
の影響により、その人が地元にとどまること
がいっそう困難に、ことによると不可能にな
っている。その人の選択の範囲が狭まり、居
住地を選択する自由が減ってしまうのであ
る。こうして外的要因に誘発される形で移動
すると、生活水準がますます低下するケース
も少なくないが、それは移動したことが原因
ではない。もし移動することができなけれ
ば、おそらくもっとひどい結果になっていた
だろう。
　移動可能性と実際の移動とを区別すること
は学術的関心対象という側面が強いのではな
いかと感じる向きもあるかもしれないが、本
報告書執筆陣としては、貧しい人々が移住に
ついてどう考えているかを明らかにするうえ
で、居住地選択の自由が重要な調査テーマに
なってきていることを強調しておきたい

【人間開発指数（HDI）】長寿で健康な生活、知識へのアクセ
ス、人間らしい生活の水準という3つの基本的な側面に着目し
て、人間開発の達成度をまとめて示す指標。

【先進国／途上国】HDI＝0.9以上の国を先進国と呼び、それ以
外の国を途上国と呼ぶ。

【人間開発の低位国／中位国／高位国／最高位国】最新データ
にもとづくHDIの値を基準にした国の分類。HDI＝0～0.499が低
位国、HDI＝0.500～0.799が中位国、HDI＝0.800～0.899が高
位国、HDI＝0.900～が最高位国。

【国内移住】ある国の中での人の移動。ほとんどの場合、地域
や行政区画の枠を越えた移動を意味する。

【国際移住】国境を越えた人の移動。移動の結果として、居住

する国が変わる。

【移住者（＝migrant）】国境を越えた移動、もしくは国内での
地域や行政区画の枠を越えた移動により、居住地を変えた人の
こと。出国者（＝emigrant）とは、国際移住者を出身国の視点
から見た表現であり、入国者（＝immigrant）とは、国際移住
者を移住先の国の視点から見た表現である。immigrantという言
葉と区別して、migrantという言葉を一時的移住者の意味で用い
るケースもあるが、本報告書ではそのような区別をしていな
い。

【人の移動可能性】個人や家族、グループが居住地を選べる状
態。

【人の移動】居住地を変更する行為。

Box 1.3 本報告書で用いる基本的な用語

34

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発1

35障壁を乗り越えて――人の移動と開発

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発 1



（BOX 1.4）。結局のところ、専門家の考えより
重要なのは、リスクを背負って移動に踏み切

るかどうかという難しい
決断をしなければならな
い当事者がどう考えてい
るかなのである。

1.4　本報告書で取り上げるテーマ

　人間とその自由を開発の中心に据えるアプ
ローチを取ることは、人間開発の研究にも大
きな影響を及ぼす。第一に、この視点に立て
ば、人々の移動を、高めたり低下させたりす
る要因を理解する必要が出てくる。具体的に
は、なぜ人々が移動を選択するのか、そして

どのような要因が移動の選択を後押ししたり
阻害したりするのかを理解しなければならな
い。第2章では、地理的・時間的な広がりの
なかで人の移動のパターンを巨視的にとらえ
ることを通じて、選択と制約の両側面に光を
当てたい。その結果として言えるのは、実際
の人の移動のパターンは、人が移動するのは
自分の人生の可能性を改善するためであると
いう考え方を概ね裏づけているが、出身地と
移住先の政府の政策や人々のもっている資金
やその他の資源によって移動が大きく制約を
受けていることも間違いないということであ
る。どのような制約に直面するかは人によっ
て異なるので、移住がもたらす最終的な結果
には、移動の機会と移動による恩恵の両面で

きわめて大きな格差がある。
　このような格差と政策との相互作用につい
ては、第3章で検討する。人の移動可能性は
それ自体、価値があることは本章で強調した
とおりだが、人間開発のほかの側面を促進す
るための手段としても移動はきわめて大きな
価値をもちうる。しかし、移動する自由がど
の程度あるかは環境に大きく左右される。第
3章では、移住がもたらす結果について、所
得、健康、教育、権利の拡大といった人間開
発のさまざまな側面から見ていく。加えて、
移動中に、とくに、たとえば人身取引や紛争
が原因で移動する場合に生活状態が脅かされ
るケースについて検討し、その原因が居住地
選択の自由に対する制約に求められる場合が
多いことを指摘したい。
　第3章の議論を通じて浮かび上がる重要な
点は、人々がある面で自由を手にする半面
で、別の面では自由を失う可能性があるとい
う意味で、人の移動にはトレードオフの関係
がついて回る場合があるということである。
GCC諸国で働くアジアや中東の大勢の労働者
は、就労の許可を得る条件として権利の大幅
な制限を受け入れている。祖国にいたときに
比べて給料はよくなるが、家族と離れ離れに
なり、永住権を取得できず、勤務先を変える
こともできない。入国の際に旅券を取り上げ
られ、自由に出国することすらできない人も
多い。移動を決断することは子どもを祖国に
おいて旅立つことを意味する場合も少なくな
い。インドでは、国内移動のいちばん盛んな
時期に選挙が実施されるため、季節労働者は
事実上、選挙で投票することができない30。
不法滞在・就労者はしばしば、基本的な福祉
や行政サービスを受けることが認められてお
らず、逮捕・強制送還されることをいつも恐
れて暮らしている。人が移動することによる
影響を理解するためには、このような人間開
発のさまざまな側面を体系的に分析すること
で、こうしたトレードオフの関係の性格と程

度、政府の政策がそれに及ぼす影響を深く把
握する必要がある。
　もっと複雑なトレードオフの関係が生じる
のは、移動者が非移動者の生活状態に影響
を及ぼす場合である。実際、移住が移住先の
住民に損害をもたらすというイメージは、あ
またの政策論争や学術論争の源になってき
た。そうした議論については第4章で取り上
げるが、本報告書で示す証拠が強く示唆する
ように、人の移動が出身地と移住先の双方の
非移動者に負の影響をもたらすのではないか
という不安は、しばしば誇張されている。た
だし、この種の不安が現実のものである場合
もあり、この点は政策立案にも大きな意味を
もつ。
　もし、移動が政策と資源により制約を受
け、その半面で人の移動可能性が移動者の
生活状態を大幅に改善し、しかも非移動者に
も好ましい影響を及ぼすとすれば、政府は人
の移動に関してどのような政策を実施するべ
きなのか。第5章で論じるように、本報告書
では、現状とはきわめて異なる政策がとられ
るべきだと考えている。とくに、専門技能を
もたない労働者に移動の機会をもっと開き、
移動した先での移動者の待遇を改善する必要
がある。
　国際的な人の移動を全面的に自由化すべき
だと主張するつもりはない。どの国の人々も
自分たちの社会のあり方を決める権利がある
し、国境線は、人々が同じ社会の構成員とみ
なす人々に対して義務を負う地理的範囲を限
定する機能を担っている。しかしその半面、
人々はお互いに無数の形で関わりをもってお
り、人間の道徳的義務はさまざまな局面で機
能する可能性があるとも本報告書では考えて
いる。その主たる理由は、個人が単一の社会
や集団にだけ属しているわけではないという
点にある。人々は、宗教、人種、民族、性別
といった特定の属性だけで自分を定義するの
ではなく、複数の属性のプリズムを通して自

　近年は、世界銀行の画期的な報告書『貧しい人々の声
（Voices of the Poor）』（2000年）に代表されるように、貧し
い人々が自分のおかれた状況をどう考えているのかを知るため
に、定性的な手法を用いることへの関心が増している。本報告
書の準備過程では、貧しい人々の視点から貧困について研究す
ることを目的に、定性的な手法と定量的な手法を組み合わせて
実施された大規模な調査である、「参加型貧困評価」の中で本
報告書のテーマと関連のある部分について、調査を委託した。
それにより明らかになったのは、貧しい人々がしばしば移動を
「必要」（極度の苦境に直面している一家がその状況に対処する
ための戦略）と位置づけるだけでなく、「機会」（一家の生活を
改善し、資産を蓄える能力を高める手段）としてもとらえてい
るということである。
　ニジェールでは、調査に協力した人々の３人に２人が、食
料、衣服、所得がない状態に対処するために、故郷を離れて別
の土地に生活の糧を求めたと答えた。一部の家族は、とくに飢
饉のときの食糧不足による打撃を和らげるために、家族のメン
バーが賃金収入を求めて故郷を離れたと答えている。タイのバ
ン・ナ・ピエンとバン・コー・パッドの村の調査協力者は、一
家の社会的・経済的地位を高める手立ての一つとして移住を位
置づけている。これらのコミュニティでは、海外から送金され
た資金を元手に、地元にとどまった人々が商業漁業に資金を投
資し、一家の地位と影響力を高めることができた。

　貧しい人々を対象とする聞き取り調査で最も頻繁に言及され
たのは、国内の季節移住だった。国際移住は、経済的にゆとり
がある人がおこなうものとみなされる場合が多い。たとえば、
貧しい人々と違って、豊かな人々は、国外に渡航して就労する
ためのビザを取得するうえで力になってくれる有力者とのコネ
をもっていると、ジャマイカの調査協力者たちは述べている。
カリブ海のモントセラト島の調査協力者たちも、1995年に島の
火山が噴火した後、教育水準が高く、経済状態が良好な人たち
が島を脱出できたのに対し、それほど豊かでない人たちは被災
後も島にとどまるしかなかったと述べている。
「参加型貧困評価」は、貧しい人々が移動についてどう考えて
いるかを鮮明に描き出せるが、調査方法の性格上必然的に、い
まだに貧しいままの人々の声しか聞けず、貧困を抜け出した人
たちがどうやってそれを成し遂げたのかという情報は得ること
ができない。そこで世界銀行も最近、15カ国を対象に、貧困か
ら抜け出す道について調査している。このような研究を通じ
て、移動することが可能かどうかという点は、自由に関する議
論で一般的なテーマとなってきた。モロッコの若い女性たち
は、男性の同伴なしで旅をすることや故郷の外に職を探すこと
を制限する伝統に対していらだちを表現し、男性たちは、移動
する自由には送金する義務が伴うという意味において、移動で
きる立場にあることを自由でもあり責任でもあると表現してい
る。

Box 1.4 貧しい人々は移住についてどう思っているのか

出典:Azcona（2009）, Narayan, Pritchett, and Kapoor（2009), World Bank（2000), World Bank（2003), and ActionAid International（2004）.

人間開発のほかの側面を
促進するための手段としても
移動はきわめて大きな
価値をもちうる
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分を認識している。アマルティア・センが説
得力豊かに述べたように、「（ルワンダの）キ
ガリ出身のフツ族の肉体労働者は……フツ族
であるだけでなく、キガリ市民であり、ルワ
ンダ国民であり、アフリカ人であり、肉体労
働者であり、人間である」31。
　分配の公正を実現する責任は重なりあって
いて、その責任は必然的に国境を横断する。
その点を考慮すれば、社会がその構成員の間
で公正を実現することを主な目的として制度
を設計してよいという考え方と、その社会の
構成員が自分たちの社会の外部に生きるほか
の人間のために公正な世界をつくる義務を負
うという考え方は、互いに相容れないもので
はない。この義務を果たす方法はたくさんあ
る。慈善団体や基金を創設したり、開発援助
を実施したり、国家制度の構築を支援した
り、貧しい国々のニーズにもっと応えられる
ように国際機関を改革したりすることは、そ
の一部の例にすぎない。しかし、第5章の提
言の前提になった本報告書執筆陣の分析によ
れば、裕福な国への入国、とくに、専門技能
をもたない労働者とその家族の入国に対する
制限を緩和することは、この義務を果たすう
えで効果の大きい方策の一つと言えそうだ。

　本報告書は、世界が
どうあるべきかという点
に関する理想論だけで政
策提言を述べているわけ
ではない。移動に対する
制約を緩和しようとする

と、ときにきわめて強硬な政治的反対論が出
てくる。人の移動に関する政策を立案する際
にそうした反対論と戦わなければならないこ
とは、本報告書執筆陣も承知している。しか
し執筆陣は、政治的な実行可能性を検討した
うえで、移住先の土地の労働力需要を満た
し、しかも平等と差別解消の問題にも対処で
きる適切な政策を立案できれば、有権者や利
益団体の強力な支持を得られる可能性がある

と考えている。
　本報告書の分析は、1990年の人間開発報告
書の創刊以来、一貫して報告書が「人間開
発」という考え方に関して唱えてきたさまざ
まな主張を土台にしている。1990年版の人間
開発報告書では、都市化と人間開発に1章を
割いて、国内移住を減らそうとする政策の失
敗例を検討したうえで、こう結論づけてい
る。「農村部と都市部の格差が存在するかぎ
り、人々は高い水準の教育と社会的サービ
ス、高い所得を得る機会、文化的快適性、新
しいライフスタイル、最新のテクノロジー、
世界とのつながりを求めて、移動しようとす
る」32。本報告書も、過去の人間開発報告書と
同様、世界における機会の分配が著しく不平
等であるという認識から出発している。この
点は、なぜ、どのようにして人が移動するの
か、そして人の移動に関する政策をどう改め
るべきなのかを理解するうえできわめて大き
な意味をもつと、本報告書は主張する。本報
告書が批判するのは、これまでの移住政策が
機会の不平等を助長している点である。「専
門技能をもたない労働力の国際市場が輸出品
や資本の市場に比べて自由でない」理由が
「自由な国際市場という原則がすべての人に
等しく適用されているわけでない」ことにあ
るというのは、1997年版の人間開発報告書が
指摘しているとおりである33。また、本報告
書では、移住により技能、労働力、思想が移
動することで、文化の多様性が増し、人々の
生活が豊かになると指摘するが、これは、今
日の多様な世界における文化の自由の意義に
光を当てた2004年版の人間開発報告書の分
析に基づいている34。
　同時に、人間開発の課題は常に変化してお
り、個々のテーマに対する姿勢が時代ととも
に変化するのは自然なことである。本報告書
は、一部の政策担当者や過去の一部の人間開
発報告書の立場と一線を画し、人の移動を規
制すべき問題と位置づける主張に強く異を唱

えたい35。対照的に本報告書では、人の移動
可能性は人間開発に欠かせない要素であり、
人の移動は、どこでどのように人生を送るか
を自分で決めたいという人々の欲求の反映で
あると考える。
　一方、移動可能性を高めることにより世界
の多くの人々の生活状態を改善できる可能性
があるという点は、本報告書の重要なテーマ
であるが、それは人間開発を改善するための
戦略の一要素にすぎないことを最初に強調し
ておかなくてはならない。移動可能性を高め
ることを最も重視すべきだと訴えるつもりは
ないし、適切な栄養状態や住居を確保するこ
とと同等の重要性を認めるべきだと主張する
つもりもない。移動可能性を高めれば、人へ
の投資や、人々が地元で幸せに暮らせるよう
な環境の整備などの国家の開発戦略を実施し
なくてすむと主張するつもりもない。実際、
人の移動可能性を高めても、厳しい状況にお
かれている人々は最も移動しないグループで
ある場合が多いので、この人たちの生活状態
を改善できる可能性には限りがある。しかし
それでも、人の移動可能性は、万能の解決策
でこそないが、移動者にも非移動者にも概ね
好ましい影響を及ぼすことを考えれば、全世
界で人間開発の持続的改善を実現する戦略を
立案する際には、常に取り入れるべき重要な
要素であると言うことはできるだろう。

人の移動可能性は
人間開発に欠かせない要素であり、
人の移動は、どこでどのように
人生を送るかを自分で決めたいという
人々の欲求の反映であると考える
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移動する人々―
誰が、どこへ、いつ、
そしてなぜ移動するのか

2



　まず、2.1で移動の重要性、構造、方向性と
いった主な特徴を検証する。2.2では、現在の
移動が過去の移動とどのように類似、あるい
は相違するかを考察する。政策の制約によっ
て移動が大きく方向づけられることが示唆さ
れているが、詳細は2.3で論じる。最後に2.4
では将来に目を向けて、2008年に始まった経
済危機が終焉した後、中･長期的に移動がど
う展開するかについて推測する。

2.1　人の移動の現状

　移住に関する議論は、通常の場合、途上国
から先進国、あるいは「南から北へ」の人の
流れの記述から始まる。しかし、世界におけ
る移動の大半が途上国と先進国の間で起きて
いるわけではない。実のところ複数の国家間
でないこともある。圧倒的多数が自国内で移
動している。
　このように移動の基本的な現状が知られて
いないのは、データが非常に限られているた
めである。本報告書のために実施された背景
調査では、世界総人口の57％を占める24カ国
での一貫した基準での国勢調査を用いて、認
識のギャップを埋めようとした（図2.1）1。最
大の地域境界線間の移動のみを認める国内移
住に関する控えめな定義でさえ、サンプル中

の国内移動者数は、国際移住者数の6倍だっ
た2。データで判明した地域の傾向によれ
ば、全世界で国際移住者のおよそ4倍に相当
する約7億4000万人が国内移住していると推
測される。
　一方、比較すると国際移住に関する最新の
データ数値（2億1400万人、世界人口の
3.1%）は大きくない。数多くの方法論や比較
可能性という面での問題が避けられない推定
値だが、国内移住がより多いことは正当化さ
れそうだ3。続いて、下の段落ではBox 2.1で
移住に関する各国データで最も頻繁に意見が
出される、非正規移住の把握について論じて
いる。
　国際移動のみに目を向けたとしても、実際
には多くの移動が開発水準の格差が大きい国
家間では起こっていない。全世界で途上国か
ら先進国への移住は全体の内の37％に過ぎ
ず、大半の移住が開発水準の類似した国家
間で生じる。つまり約60％の移住が、途上国
間あるいは先進国間で行なわれているのだ
（残りの3％は先進国から途上国への移動）4。
　この比較は、高水準の開発を達成した国と
達成しなかった国というある意味で恣意的な
区別に基づいている。人間開発指数（HDI）
が0.9（0～1の数値で表される）以上を達成し
た国は先進国、そうでない国は途上国と分類

本章では、長い期間にわたる、世界各地での人々の移動について検

証する。そこには、人々がより恵まれた機会を求めて移動するが、

その移動がとくに出身地や移住先の政策、さらには財源不足といっ

た障壁によって強く制約されるという点で、一致した傾向が見られ

る。また、過去50年にわたって、機会の格差が広がるにつれ先進

国に移動する比率が非常に高まっている。現在の経済危機下で移動

が一時的に鈍化しているようだが、ひとたび成長が再開すれば人々

の移動を後押ししてきた構造的要因は再び浮上し、今後数十年間以

上にわたり、人々が移動という選択をとらざるを得ない圧力が高ま

ることだろう。

第２章　移動する人々
―誰が、どこへ、いつ、そしてなぜ移動するのか

本章の目的は、誰が、どうやって、なぜ、どこへ、いつ移動するかという
全体像を示して、人間の移動を全般的に描写することにある。全体像は複
雑で、大まかな描写ではその詳細を把握できないだろう。それでも、明ら
かな類似性や共通性が顕著にみられ、それらは移住を方向づけ、強いる要
因を理解するのに役立つ。
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される（Box 1.3を参照）。本報告書では、特
定の経済・政治制度上の利点を判断したり、
福祉の向上や維持にかかわる複雑な相互作用
を曖昧にしたりすることなしに、この区別を
用いている。本報告書で先進国と分類された
国の多く（西欧諸国、オーストラリア、カナ

ダ、日本、ニュージーランド、米国）は、通
常も先進国として分類されているが、そこに
は、通常、先進国として分類されない国（香
港、シンガポール、韓国といった東アジアの
国々、クウェート、カタール、アラブ首長国
連邦、湾岸諸国）も含まれている。しかし、
チェコとスロヴェニアを除く大半の東欧諸国
は、経済面からHDIの上位ランクには分類さ
れていない（統計表Hを参照）。
　途上国から先進国への移動が国内移動より
も少ない明白な理由のひとつが、高額な移動
費用である。長距離を移動すると、近距離の
場合よりもお金がかかる。国際移動にかかる
高額な費用は旅費だけでなく、政策に基づく
制限による国境通過時の費用も含まれる。十
分な援助や移住先で求められる専門技能をも
ち、高いリスクを冒す意志がその解決には欠
かせない。国際移住者の半数近くが出身国圏
内で移動し、約40％の移動先が隣国である。
出身地と移住先が近いのは距離だけではな
い。10人中6人の移住者が主な宗教が出身地と
同じ国へ、10人中4人が主要言語が同じ国へと
移住している5。
　地図2.1に地域間および地域内の移動の傾
向を示した。移動の絶対的な度合いを矢印の
太さで表し、各地域の大きさを人口比と対応
させた。色の濃さによって各国のHDI水準が
わかる。地図では、地域内の移動が圧倒的に
多い。とくに注目すべきなのがアジア圏内で
の移住で、国際移住は全体のほぼ20％を占め
ており、他地域からヨーロッパが受け入れて
いる移住の全体よりも多い。
　途上国から先進国への流れが少数派に過
ぎないとしても、生活水準の違いが重要性に
欠けるわけではない。むしろ、国際移住者の
4分の3が出身地よりもHDIがより高い国に移
動している。途上国では80％以上の国際移住
者の移住先が出身国よりHDIの高い国だ。し
かし、それは先進国とは限らず、出身地より
も生活水準が高く、就職口が多い他の途上国

が多く選ばれている。
　出身地と移住先の人間開発の差は明確に存
在する。図2.2では、出身国のHDIに対して、
移住によって得られる人間開発の「恩恵」と
呼ばれる度合いの違いを表した6。移住者が
平均的に出身地と同程度の人間開発水準の国
に移住している場合、違いの度合いは0とな
る。逆にHDI最高位先進国以外の国にとって
は、その違いは明白で、通常は、より大きな
ものとなる。つまり、人間開発が進むにつれ
て平均的な恩恵がなくなることから、一般に
国境を超えることで最も大きな恩恵を受ける
のは最貧国出身の人々だといえる。
　HDI低位国からの移動者が国際移住で最大
の恩恵を受けることは、より体系的な研究で
も確認されている。本報告書のための背景調
査では、出身地と移住先での移住者のHDIを
比較した。その結果、相対的、絶対的な観点
から、出身地のHDIと違いの大きさが反比例
していた7。

　HDI低位国からの移住者が得る恩恵が最も
大きく、平均的に、収入は15倍増（年収1万
5000米ドル）、教育機関への進学率は倍増
（47％から95％）、乳幼児死亡率は16分の1（出
生児1000人に対して112人から7人）となっ
た。しかし、数多くの途上国での比較調査に
よれば、自らの選択として、より裕福かつ、
より高い教育を求めて移動するという傾向
は、恩恵のごく一部に過ぎないことが明らか
となった。本報告書の背景調査として作成さ
れた二国間での移住の流れを分析することで、
移住先の人間開発におけるあらゆる要素で移
住の好ましい影響が確認された。とくに収入
格差が最も説明しやすい影響のようだ8。こ
の傾向に関しては次章で詳述する。
　最貧国から移住する人が得る恩恵が最も大
きいにもかかわらず、一番移動しにくいのも
最貧国出身者である。例えば、アフリカから
ヨーロッパへの移民がかなりの注目を浴びて
いるが、出身国以外に居住するアフリカ人は

　世界各地の外国出身者数に関する唯一の広範囲にわたる推計
が、約150カ国の国連加盟国を調査した国連経済社会局
（UNDESA）によるものだ。この推定は国勢調査に基づいてい
る。国勢調査では「通常、1日の休息時間を過ごす場所をもつ」
と定義される居住者の特定の時間の特定の国での人数が計算さ
れる。つまり、国勢調査では非正規滞在、正規滞在に関係な
く、居住者全員が計算に含まれる。
　しかし、国勢調査では非正規滞在の居住者数が実際よりかな
り少ないと考えるべき理由がある。政府関係者に滞在の事実が
知られるのを怖れて、国勢調査への回答を避けるかもしれない
からだ。家主が非正規移住者への賃貸状況を隠すかもしれな
い。また移住者は頻繁に移動するため、計算に入らないことも
ある。
　数がどの程度少ないかを調べるため、研究では多様な人口動
態的、統計的な方法が用いられてきた。米国のピュー・ヒスパ
ニック・センターが国勢調査に基づく研究とメキシコの過去に
おける人口動態データで一貫した仮説を立て、推定数よりも約

12％少ないと見積もった。2000年の国勢調査でのロサンゼルス
における推定数が10～15％少なかったと推測する研究者もい
る。この結果、米国の公式計算には、人口の0.5％に相当する
100万～150万人の非正規移住者が含まれていないようだ。
　途上国では推定移住者数がどの程度少ないかという同様の調
査はあまり行なわれていない。例外がアルゼンチンで、最近の
研究によれば総人口の1.3％に相当する移住者数が含まれない
と判明した。その他の途上国で推定数に含まれない割合はさら
に高いだろう。ロシア、南アフリカ、タイなど数多くの国々で
の非正規移住者の推定数は人口の25%から55% といわれる。
しかし、これが実数かどうかは非常に不確かだ。HDRチームが
調査した移住専門家によれば、途上国における非正規住者数は
平均で移住者総数のおよそ3分の1に及ぶと推測された。世界統
計から削除された移住者数の上界から、国勢調査には非正規移
住者数が含まれていないと考えられる（つまり、推定数が100
%の確率で少ないということ）。この場合、途上国の世界統計に
含まれていない非正規移住者数はおよそ3000万人となる。

Box 2.1 非正規移住者の計算

出典：UN（1998）, Passel and Cohn（2008）, Marcelli and Ong（2002）, Comelatto, Lattes, Levit（2003）。ロシアはAndrienko and Guriev（2005）、南アフリカはSabates-Wheeler（2009）、タイはMartin（2009b）を参照。
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3％に過ぎず、ヨーロッパ在住のアフリカ人
は1％未満だ。移住率を開発水準と関連づけ
ると、「こぶ」状になると指摘する研究者も
いる。つまり、開発が中位水準の国と比べる
と、貧しい国や豊かな国では移住率が低くな
る9。これを図2.3に示した。人間開発水準が
低い国では移住率の中央値は、高水準国の3
分の1に過ぎない10。先進国への移住の比較に
限定した場合、さらに顕著となる。HDI高位
国における国際移住率の中央値がほぼ5％な
のに対して、低位国の中央値は1％に満たな
い。本報告書のための背景調査として作成さ
れた二国間の移住の流れの分析によって、寿
命、就学年数、人口構造などの出身地と移住
先の特徴を調整した場合でも、この傾向が変
わらないことが確認された11。
　世帯レベルでの分析では、貧困によって移
住が制限される証拠がみられた。メキシコに
おける世帯調査では、年収1万5000米ドル以
下の世帯では、収入が高いほど移住率が増加

することがわかった（図2.3、パネルB）。ある
委託研究によれば、バングラデシュで現金資
金が最も少なくなる季節的な洪水期（モン
ガ）、あるいは農作物の成長期には、金銭的
動機から移住が大幅に増大することがわかっ
た12。影響の程度は大きく、移住先で1週間分
の賃金に相当する金額を提供されると、移住
傾向が14％から40％に上がった。この結果か
ら、政策上強調されることが多い、出身地の
開発によって移住の流れが減少するという考
えに強い疑念が抱かれる。
　移動によって多くの移住世帯が生活水準を
改善するが、必ずそうなるわけではない。3章
で論じるように、移動が、制限されるという
中での選択という条件下で起こった場合、逆
効果となることがよくある。紛争がきっかけ
の移住や、人身取引は人間の移動全体の中で
比重が大きいわけではないが、世界で最も貧
しい多くの人々が影響を受けていることか
ら、特別な懸念を生んでいる（Box 2.2）。

　移動の傾向に関するもうひとつの大きな事
実、それはその国の人口数と反比例すること
である。1カ国のHDI低位国、21カ国のHDI中
位国、12カ国のHDI高位国、11カ国のHDI最高
位国を含む人口150万人以下の48カ国の平均
移住率は18.4%で、全世界の平均3％と比べる
と非常に高い。実際に世界で移住が多い上位
13カ国のすべてが小国だ。アンティグア・バ
ーブーダ、グレナダ、セントクリストファー
・ネーヴィスの移住率は40％を超えている。
人口数と移住率の単純な相関度は0.61とな
る。多くの場合、小国生まれの人が他の土地
での機会を得ようとするために移住する原因
となるのが遠隔性である。国内の地方から都
市部への移動でも同じような要因がきっかけ
となる。国家間の回帰分析によって、人口の
移住への影響は世界市場から遠く離れた国で
より高いことが確認された。小国が遠隔地に
あればあるほど、故国を離れる決意をする人
が多くなる13。これらの傾向の意味合いにつ
いてはBox 4.4で論じる。
　調査された事実の総計からは、移住者の出
身地や移住先はわかるが、誰が移動したかま
ではわからない。データが限られているので
世界的な移住の全体像がみえにくいものの、
既存データだけでも興味深い傾向が明らかに

なる。
　さて、国際移住者のおよそ半数（48％）が女
性である。この比率は過去50年間にわたって
あまり変わらない。例えば1960年には女性移
住者の比率は47％だった。大半の移住者が男
性だった19世紀と比べると逆傾向である14。
最近になって女性移民が増えたといわれるよ
うになったが、実際にはかなり以前から男女
比は変わっていない。ただし総計すると数値
がほぼ一定なので、地域差の傾向がわかりに
くい。EU圏内に移住する女性の比率は48％か
ら52％とわずかに増えているが、アジアへの

　紛争や社会不安の影響を受けた人々は、移住者の中で最悪の
人間開発の結果を受けるだろう。紛争が原因の移動者数はかな
り多い。2008年初頭には、約1400万人の難民が国連難民高等
弁務官事務所（UNHCR）や国連パレスチナ難民救済事業機関
（UNRWA）の指定する難民となった。これは世界中の移住者
総数のおよそ7%に相当する。大多数の難民の出身地、および
移動先が世界でも貧しい国々だ。アジアでは国外移住者の
18%、アフリカでは13%が難民だという。
　さらに多くの人々が暴力や紛争が原因で国内を移動してい
る。2009年の国内避難民は2600万人と推定され、うちスーダ

ンで490万人、イラクで280万人、コンゴ民主共和国で140万
人が移動した。
　人身取引の程度を確認することはとても困難だ。人身取引さ
れた犠牲者数や流れは正確に推定されていない。人身取引デー
タが不法移民や移住者搾取のデータと取り違えられやすく、自
主移住と強制移住が本質的に区別しにくく、人身取引が不法犯
罪という性質をもつことなどがその理由だ。引き合いにされる
人身取引数が該当国で議論を生むことも多く、推定数と現実的
な認識数との差が大きい。

Box 2.2 紛争が原因の移動と人身取引

出典：IDMC（2009b）, Carling（2006）, Kutnick, Belser, and Danailova-Trainor（2007）, de Hass（2007） and Lazcko（2009）.
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女性移住者は47％から45％と減っている。
　男女の比率があまり変わらないことから、
移動の状況や手に入れる機会に関する明確な
違いがわかりにくいかもしれない15。同時
に、移住の決断に際する女性の追従的な役割
という従来の考えに異論を唱える文献も増え
ている16。例えば、アルゼンチンに移住した
ペルー人夫婦の決断に関する定性的研究で
は、男性よりも早く仕事がみつかるため、女
性がまず移住をした後、男性と子どもが追従
した事例が多いことが判明している17。
　さらにデータでは一時的な人の流れが非常
に大きいことも示された。OECD加盟国で
は、通常は期限付き移住者が年度内の到着数
の3分の1を上回る。しかし、その大半が短期
間で移住先を離れるか、または永住滞在へと
移行するため、総合的な移住の流れの中では
期限付きビザをもつ移住者数は非常に少な

い。OECD加盟国における国外出身者の83％
が最低5年間は居住している18。期限付き移住
者のほぼ全員が仕事に関連する理由で移住す
る。景気に左右される取り決めで入国する者
もいる。季節労働や一時労働のために移住国
に出入国を繰り返し、2カ所の居住地を効率的
に維持しているのだ19。
　多くの移住者がさまざまなカテゴリーを行
き来するので、移住者のカテゴリーによる区
別を重視すべきではない。たしかに数多くの
国における移住管理体制は一軒の家につけら
れた複数のドアに喩えることができる。移住
者は正面口（永住者）からも、脇戸（期限付
き滞在者や労働者）からも、裏口（非正規移
住者）からも家に入ることができる。しかし
いったん家に入ると、別々の通路が交じり合
うことが多い。期限付き滞在者が移住者や不
法移民になったり、非正規ステータスが認可
に変わったり、永住者が帰国したりするわけ
だ。
　とくに非正規移住を理解する上で、このよ
うな喩えが役立つ。主に先進国でのオーバー
ステイ（不法残留）は移住者が非正規ステータ
スとなる経路となる。実際は、非正規と正規
の区別は想像以上に明確ではない。例えば、
合法に入国して、許可なしに働くということ
は珍しくない20。オーストラリアや日本のよう
な島国では、オーバーステイが非正規入国へ
の唯一の経路となる。多くのヨーロッパ諸国
で、オーバーステイが非認定移住の約3分の2
を占める。OECD加盟国では、非正規ステー
タスの居住や労働で滞在する人々は、低水準
の正規教育を受けた労働者となりやすい21。
米国における非正規移住者の推定数は全人
口の約4％、または移住者総数の30％に相当
する22。欧州委員会が資金提供した最近の調
査では、2005年の非正規移住者は移住者総数
の6～15％、またはEU総人口の約1％と推定
された23。正式な推定移住者数に含まれてい
る移住者もいるが、多くが含まれていない

（Box 2.1）。
　移住者の中で専門技能をもつ労働年齢人口
の比率が大きいことが、移住者の特性という
側面を表している。移住者は非移住者と比べ
て高い所得能力を有するだけでなく、同等の
学歴をもつ現地住民よりも健康で、生産性が
高いことが多いようだ。移住者の特性は、経
済、地理、政策上の障壁を反映しており、こ
れらの障壁が専門技能をもたない人々の移住
を困難にしている。この傾向は学歴の観点で
最も顕著である。OECD加盟国への労働年齢
人口の移住者のうち大卒以上が35％を占める
が、非OECD加盟国では労働年齢人口のうち
の約6％に過ぎない24。途上国からOECD加盟
国への移住者は労働年齢人口であることが多
い。例えば、サハラ以南のアフリカからの移
住者の80％以上が労働年齢人口だ25。
　途上国における移住者の特性はどうだろう
か。移住プロセスがより選択的な場合、労働
年齢人口（他の労働力よりもより高い所得能
力を有する人口）が移動者の中で大きな比重
を占める。国勢調査のデータを用いて、21カ
国の途上国と30カ国の先進国で出身先での移
住者の年齢プロファイルを比較した。その結
果、先進国における移住者年齢プロファイル
と移住者の出身国のものとの間には大きな違
いがみられた。先進国では71％の移住者が労
働年齢人口だったが、出身国では63％だっ
た。一方、途上国では大きな違いがみられな
かった（63％と62％）。
　国内移住に関する新たに得られた確証で
は、移住の選択特性がより複雑なことが判明
した。例えばケニアでは、委託研究の結果、
人材と移住の度合いに好ましい関連性がみら
れた26。時が経つにつれて、移住者の連続的
な集団移動に伴って、関連性が減少する傾向
がある27。これは移住を容易にする社会等の
ネットワークの発展と一致する結果となる。
つまり、貧しい人々が他者の成功談を聞い
て、自分も成功に必要な支援を受けられると

確信することで、移住というリスクを冒す決
断を下す可能性がある。34カ国の途上国での
国内移住者の教育プロファイルに関する委託
研究も実施された。その結果、移住者は非移
住者と比べて高校を卒業する可能性が高く、
そのことは移住者の子どもの選択性や恵まれ
た成果に反映していた（3章）28。
　国内移住と国際移住の関連性は他にもある
だろうか。地方から都市部への国内移住が国
際移住への第一歩となりうることがメキシ
コ、タイ、トルコの研究で判明したが、一般
的な傾向とはいえないようだ29。むしろ、国
際移住によって自国内でのさらなる国内移住
の可能性が生まれる。アルバニアでは、1990
年代前半のギリシャへの移住で国内都市部へ
の移住の資金源となる送金が生まれた。イン
ドではケララ州からの国際移住者が出身地の
就職口を増やし、彼らの送金が周辺地域から
専門技能をもたない国内移住者を引きつける
建設ブームを促した30。
　国内移住と国際移住の比較によって、人々
の移動の原因と結果に関
して有意義な洞察をする
ことができる。例えば、
本報告書の背景調査で
は出身地の人口規模と技能職の流出の関連性
を分析し、国内外で傾向が類似していること
が判った。とくに小規模な地域の専門技能を
もつ労働者の国内移住率は、大規模な地域よ
りも高く、国際移住率における大国と小国の
関係と類似していた31。こういった傾向は移
動のきかっけとなる人間同士の交流の重要性
を映し出している。自国内でも国家間でも、
より恵まれた機会を探し求める欲求が、移動
の大きな動機づけとなっている。多くの場
合、とくに専門技能をもつ人にとって、補助
的な技能をもつ人々がいる場所で、機会がよ
り大きくなる。だから都市部に引き寄せられ
たり、高い専門技能をもつ人がその技能がす
でに確立された都市に移動したりすることが

自国内でも国家間でも、
より恵まれた機会を探し求める欲求が、
移動の大きな動機づけとなっている
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多いのだ32。
　このように移動について漠とした概要を描

くことはできたが、未知
のデータが妨げとなっ
て、わかっているものも
影をひそめてしまう。残
念ながら、移住に関する
データには弱点がある。
政策立案者にとって、看

護師や建設労働者の国際移住数よりも、靴や
携帯電話の輸出数を把握する方がずっと簡単
なのだ。大半の情報が国勢調査を基にしてい
るが、傾向を認識するための時系列の移住の
流れや、収入や入国時の移住者の特徴など
移住の影響を評価する主要データは提供され
ない。住民登録によって時系列データは入手
できるが、登録を実施している国は非常に少
ない。通常、政策立案者は、移住者の入国に
関する種類別情報（建設労働者、研修生、
家族、技能労働者など）を入手できる。この
ため、種類ごとに認可されるビザや許可証の
数を反映する管理データが重要となる。しか
し、これらのデータでは、国際移住の社会・
経済的影響を把握することはできない。
　だが、近年になって、進歩がみられてお
り、OECD、国連、世界銀行などが、世界的
な人々の流れに焦点を当てた国勢調査や管理
データベースを収集・出版している。しかし
公共データではいまだに基本的な疑問に答え
ることはできない。例えば、昨年度フランス
を離れたモロッコ人の数、2004年に米国に居
住したラテンアメリカ人の職業、南アフリカ
に移住するジンバブエ人の最近の数的変化、
世界でどれほどの人が移住先から出身国へ戻
ったか、あるいは景気依存型移住者数、そし
て、それら移住者の特徴といったものへの疑
問だ。多くの場合、移住データは不完全で、
比較できないか、あるいは入手困難である。
貿易や投資に関するデータの方がずっと詳し
い。政策立案者は人間の移動の多くの側面を

知ることができない。
　非正規移住者の数を正確に推定するのは
データの制約によって解決困難だが、克服で
きることもある。まず国勢調査で移住に関す
る質問を必ず聞くなど、国家統計局が確実に
国際ガイドラインに従うようにすべきだ33。
移住プロセスに関する公共情報を増やすため
に、既存調査を少しだけ拡大させたり、既存
の管理データを編集または普及することもで
きる。出身国や以前の居住国に関する質問を
国勢調査に加えることで、多くの国でお金を
かけずに情報を得ることが可能となる。ブラ
ジル、南アフリカ、米国などが実施している
ように、出身国を含む既存の労働者に関する
データを公開することも可能だ。移住が重要
視されてきた国々の世帯調査に、移住に関す
る標準的な質問を含めることも考えられる。
これらは開発援助を増やす上で政府が関心を
もつべき改善策だといえる。

2.2　人の移動の歴史

　ここでは、人の移動が世界の歴史をどのよ
うに形成していったかについて考察する。初
期の移住は、現在のものとどう違うのか、ま
たは同じなのかに焦点を当てる。社会的な構
造変化の中での移住の役割、移住を促進する
力、移住を阻害する制約を明らかにする。さ
らに第二次世界大戦後を中心とした20世紀に
おける国内・国際移動の変化についてより詳
しく論じる。過去50年間の傾向を分析するこ
とが、移住傾向の最近の変化要因や予測され
る将来の展開を理解するために欠かせない。

2.2.1　長期的変遷

　国際移住は、20世紀後半におけるグローバ
ル化と貿易振興に関連していると広く認識さ
れているが、過去においても大規模かつ長距
離の移動が普及していた。イベリア半島の

国々によるアメリカ大陸支配全盛期には、50
万人以上のスペイン人やポルトガル人、およ
び70万人のイギリス人がアメリカ大陸の植民
地に赴いた34。15世紀から19世紀末にかけて
暴力的な行為によって1100～1200万人のアフ
リカ人が奴隷として大西洋を渡った。1842年
から1900年には、約230万人の中国人と130万
人のインド人が契約労働者として東南アジ
ア、アフリカ、北米に移動した35。19世紀終
盤には、多くの国で海外出身居住者の割合が
現在よりも高かった36。
　さらに過去に遡ると、歴史を通して人間の
移動が一般的な現象であることがわかる。歴
史上または考古学上の証拠が存在する場所
では、あらゆるコミュニティで人間の移動が
行なわれていた。最近のDNA調査で人類
は、5万年程前に紅海を渡ってアラビア南部に
移動した、赤道周辺のアフリカ地域で生まれ
た共通の祖先から進化したことが判明し、か
つての化石による証拠で裏づけされた37。異
なる社会間の遭遇によって紛争が起こること
もあったが、異国での移住者の平和的な共存
も記録されている。例えば、紀元前18世紀の
古代バビロニアの石板には、襲撃された都市
から逃走したウルク人移住者のことが描かれ
ている。ウルク人の文化的慣行がバビロニア
で抵抗に遭うことはなく、現地の神々が奉ら
れた場所にウルク人僧侶の居住が許され
た38。多くの古代の宗教書にも移住者を基本
的に尊重して扱うようにと記述されている。
旧約聖書には、傍に住む異国人を現地出身者
と同様に扱わなければならないと書かれてい
る。またコーランは、信仰者に対し、信仰が
危険な状態ならば移動すること、またイスラ
ム教徒と対立する非イスラム教徒であっても
保護を与えることを求めている39。
　歴史的に見れば、人口移動が、経済の構
造変化において重要な役割を果たしてきた。
また発展にも多大な貢献をなしてきた。遺伝
子学および考古学における新石器時代（紀元

前9500～3500年）の証
拠によれば、農耕技術を
身につけた後、農業の実
践が広がるにつれてコミ
ュニティが分散した40。さらに、英国の産業
革命時代には、地方部からの移動に促されて
都市が急速に発展した41。経済の発展に伴
い、地方の人口比率が必ず低下している。米
国では、1820年に79％だった地方の人口比率
が、1980年に4％を下回った。韓国では1963年
の63％から2008年の7％へと、より急激に変
化した42。
　今回の分析で興味深かったのが、19世紀後
半のヨーロッパから新大陸への大規模な人口
移動である。1900年頃には、自国で飢餓や貧
困に直面して、より恵まれた条件を求めるた
めに、毎年100万人以上がヨーロッパから移
住していた。現在の基準では信じられないほ
ど大きな規模の流出である。19世紀の移住全
盛期においては、10年間の移住者数がアイル
ランドにおける人口の14％を占め、10人中1人
のノルウェー人、あるいはスウェーデンと英
国では人口の7％が移住した。
　一方、現代において途上国から永久的に移
住する者の数は出身地の人口の3％未満だ。
旅費が安くなったことによって移住が加速し
た。例えば1840年代前半と1850年代後半で
は、英国からニューヨークへの旅費が実質77
％も値下りした43。アイルランドにおけるジャ
ガイモ飢饉のようなさらなる決定要因もあ
る。このように大規模な人口移動が出身国と
移住国の両方に多大な影響を与えた。労働者
は職が多い低賃金地域から、職が少ない高賃
金地域へと移動した。このことが重大な経済
収束を引き起こした。1850年から第一次世界
大戦期にかけて、スウェーデンでの実質賃金
が米国における賃金の24％から58％に上昇し
た。同時期、アイルランドにおける賃金が英
国の賃金の61％から92％まで上がった。経済
史学者によれば、19世紀後半に生じた国家間

残念ながら、
移住に関するデータには弱点がある。
政策立案者にとって、
看護師や建設労働者の国際移住数よりも、
靴や携帯電話の輸出数を把握する方が
ずっと簡単なのだ

歴史的に見れば、
人口移動が経済の構造変化において
重要な役割を果たしてきた
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の賃金収束の3分の2が移住による同等化の効
果に起因すると見ている44。
　過去において、送金と帰国も非常に重要だ
った。送金は宅配便、移民銀行経由の振込み
や現金送付、商取引、郵便などで送られ、
1900年以降は電信送金も行われた。1910年に
は米国居住の英国人が平均的に収入の5分の
1を送金していたと推定される。当時の米国
へのヨーロッパ人移住者の約4分の1が、すで
に米国に居住している移住者からの送金によ
って資金を確保した45。移住者の帰国も一般
的で、米国からブルガリア、セルビア・モン
テネグロへの帰国率は推定69％、イタリアの
場合は58％だった46。アルゼンチンではイタ
リア人移住者がよく帰国することから「ツバ
メ」と呼ばれていた。「アルゼンチンのイタリ
ア人は入植者ではない。家ももたず、十分に
食べず、節約だけが望みとなっている」47と当
時の観察者が記録している。
　移住者を受け入れるだけでなく、多くの場
合は移住を積極的に奨励するという政策的な
立場によって人口移動が可能となった。その
ような出身国の中には自国での窮境を軽減す
るために移住に助成金を与える国もあった。
また、入植を強化し、天然資源を利用するた
めに移入を促した移住先の政府もあった。例
えば、1880年代頃にはアルゼンチンへの半数
の移民が旅費補助金を受け取り、1850年には
ブラジルで移住者に土地を無償で提供する法
律が認められた48。概して19世紀後半には大
量流入する海外からの移住者を管理する機能
が存在しなかった。1924年に米国で移民を制
限する法律が承認されるまでは、永住のため
にビザさえ必要なかった。1905年には、大西
洋を渡って移民局施設があるニューヨークの
エリス島に到着した100万人のうち入国拒否
されたのは1％に過ぎなかった49。
　第一次世界大戦前と現在における大きな違
い、それは移住先の政府の姿勢である。移民
に対する反感が高まり、特定の移動に対して

は障壁が設けられることも少なくなかった
が、一般的には移動が出身地と移住先の社会
双方に恩恵を与えると政府は考えていた50。
現在と比べるとマイノリティへの寛容度が低
く、社会的に受け入れられなかったことか
ら、かなり例外的な見解だともいえる51。昨
今、多くの途上国や先進国でみられる移住へ
の障壁が考えているほど不変的な現実ではな
いこともよくわかる。

2.2.2　20世紀における移動

　しかし、移住に対する好意的な姿勢は長く
はつづかなかった。19世紀後半までには、数
多くの国が入国制限を導入した。原因は未入
植地の減少、労働市場の圧力、悲観的な世
論などさまざまだ。アルゼンチンやブラジル
では、助成金の削減によって政策が変化し
た。オーストラリアや米国では、入国障壁へ
の要求から制約が設けられた52。このような
制約が導入されても、20世紀前半に世界人口
に対する国際移住者の割合が現在よりも低く
なることはなかったようだ。当時の高額な移
動費用を考慮すると、驚くべきことだ53。
　第二次世界大戦後の特徴といえる多国間で
の貿易や資本移動の急速な自由化が、移住政
策の分野では起こらなかった54。特定の労働
不足に対処するために二国間または地域間の
協定を締結した国もある。例えば、米国で
1942年に成立したブラセロ･プログラム（メ
キシコ人の農場労働プログラム）は22年間に
渡って米国における460万件の契約労働に資
金を提供した55。その他にも、1947年に英国と
オーストラリアで締結された移住支援に関す
る合意やヨーロッパにおける労働移動の合
意、外国人労働者プログラムなどがある56。
しかし、当初は歓迎された外国人労働者プロ
グラムも1970年代頃には挫折していった。
1964年には米国がブラセロ･プログラムを縮
小し、外国人労働者プログラムに大きく依存

していた西欧諸国も1970年代の石油危機の最
中に求人を停止した57。
　移住が自由化されなかったことで、移住者
の世界的な人口比率に大きな変化がみられな
かった。表2.1に示すように、1960年と2010年
の移住者の人口比率（チェコ・スロバキアと
旧ソ連邦の比較データを除く、理由は後述）
は2.7%から2.8%に微増したのみだ。ただし、
移住先が大きく変化したことがわかる。先進
国への移住の比率は約5％から12％超と2倍以
上も伸長した58。さらに増大したのが約5％か
ら39％となった湾岸協力理事会（GCC）諸国
への移住で、石油分野での成長による急展開
といえる。しかし他の国々では、外国出身者
の人口比率は変わらないか、減少している。
最も目立つのは、半数以上も減ったラテンア
メリカ・カリブ海諸国だが、アフリカやアジ
アでも顕著である。
　時系列の国際移住の比較が困難なことから
除外された旧ソ連邦とチェコおよびスロバキ
アについて重要な留意事項がある。これらの
国々では、独立によって移住者数に人為的な
増加が生まれた。これを国際移住の実質的な
増加と解釈することはできない（Box 2.3）59。
　最近の先進国への移住者の出身地はどこだ
ろうか。両国間の流れに関する全体像は不明
だが、図2.4が比較情報となる先進国8カ国で
の途上国出身者比率の変化を示している。英
国を除くすべての先進国で、途上国からの移
住者の比率が2倍以上となった60。多くのヨー
ロッパ諸国において、この変化はHDI水準で
は途上国とされる東欧からの移住者の増加に
よって生まれた。例えば、1960年代には東欧
からドイツに移住した途上国出身者は18％に
過ぎなかったが、その40年後には53％となっ
た。
　途上国のデータは限られていて、状況もよ
り複雑だ。数カ国における最近と数十年前の
移住者の出身地を比較したところ、いくつか
の興味深い差異がみられた（図2.5）。ラテン

アメリカ経済が停滞したのに対してヨーロッ
パの貧しい国々では戦後に大きな成長が記録
されたため、アルゼンチンとブラジルではヨ
ーロッパからの移住者が減少して外国出身移
住者の比率が低下した。一方、ニカラグアか
らの大量移住によってコスタリカで移住者比
率が上昇した。マリにおける低下の原因は、
ブルキナファソ、ギニア、モーリタニアから
の移住の減少だ。
　図2.6が示すように、多くの国々で国内移住
が増加している。しかし一貫した傾向とはい
えない。時の経過による18カ国の比較では、
11カ国では増加したものの、4カ国では傾向が
不明であり、2カ国の先進国で減少していた。
これらの国々での10年間における平均的な上
昇率はおよそ7％だった。ところが最近の移
住者に関する調査（過去5年間に地域間を移
動した場合と定義）では、サンプルとした大
半の国で増加がみられず、国内移住の傾向が
安定化した可能性が示されている。
　先進国およびHDI高位国においては国内移
住の流れが横ばい、または減少しているよう
だ。過去において急速な都市化によって移住
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が増大したが、現在では都市への流入が沈
静化している。しかし多くの途上国では都市
化が鈍化することなく、今後も持続するだろ
う。事実、国連経済社会局（UNDESA）の
推定によれば、世界人口における都市部の人
口比率が2050年までにほぼ倍増し、アフリカ
では40％から60％以上に伸びるという。都市
部での自然な人口増加および地方や海外から
の移住によって都市化が進んでいる。さまざ
まな出身地からの移住によってどのような恩
恵が得られるかは判断しがたいが、数多くの
国で移住が重大な要素となっていることは明
らかだ61。
　都市化は都市住民、そして計画やサービス
提供の責任をもつ地方自治体にとって深刻な
課題となる。最も顕著な問題が、2030年まで
に都市人口の40％に相当する20億人に達する
と見込まれているスラム居住者だ62。周知の
ごとく、スラムでは生活状況が非常に貧窮し

ていて、安全な飲み水や衛生施設が十分に
利用できなかったり、土地の保有が不安定だ
ったりする。4章および5章で論じるように、
都市部の地方自治体が住民に対して責任をも
ち、問題に対処するために適切な資金を提供
することが大切である。地域の計画やプログ
ラムが、問題の改善に重要な役割を果たすか
らだ。
　1960年代以降において、全体的な移住が安
定しているのに対して、先進国に移住が集中
しつづけている。この傾向はどのように説明
できるだろうか。調査によれば、収入、人
口、旅費という3つの主な要因によって移動
が増加しているようだ。同時に、法的および
管理面での障壁の増加という重大な制約も増
えている。
　地域間の収入格差と世界の大半の国々での
収入増が、移動の傾向をよく説明している。
収入の不平等が生まれることで、多くの途上

国と先進国の間の顕著な格差が明らかにな
る。ただし東アジア・太平洋地域と南アジア
では集中は軽度である（図2.7、パネルA）63。
集中がみられず、漠とした傾向をもつ例外的
な事例が中国だ。中国では、1960年から2007
年にかけて、1人当たりの収入が先進国平均で
3％の上昇であるなかで、14％も上昇した64。
総体的に、貧しい国から豊かな国に移動する
ことで、収入の恩恵が非常に増大することを
データが示している65。
　格差を説明するために膨大な量の文献が作
成されてきた。調査対象には、労働や資本蓄
積の相違、技術の変化、政策や制度が含ま
れる66。最大の要因が何であれ、大きな貢献
要因のひとつが、人口成長率の差異である。
周知の通り、1960年から2010年にかけて、世
界人口の空間的構成が変化し、全世界で28
億人の新たな労働年齢層が加わったが、その
10人中9人が途上国出身者だ。途上国では労
働余剰によって賃金格差が広がっている。つ
まり先進国への移動がより魅力的となり、そ
の結果として入国障壁が増えているにもかか
わらず移動の傾向が変わったのだ。同時に、
図2.7のパネルBが示すように世界全体の平均
収入も上昇している（一時的に収入が減少し
た開発途上地域もある）。貧困が移動の重大
な制約となり、収入増によって長距離移動が
可能になる。つまり収入が上昇すると、貧し
い国々で移住者が増加して、先進国への潜在
的な移住者層が広がる。
　最近の運送費や通信費の値下げによっても
移動が増えている。1970年と2000年では、航
空運賃の実質価格が5分の3となり、通信費も
大幅に下落している67。1926年のオーストラ
リアから英国への3分間の電話料金は350米ド
ルだった。2000年には同料金は0.65米ドルと
なった。さらにインターネット電話の開発に
よってほぼ無料に近づいている68。このよう
な傾向によって、より遠隔な移住先に定着す
ることが以前よりも容易になった。

　これらの要因を考慮すると、ここ数十年間
で国外移住が非常に増えたように思える。し
かし、政策上の障壁、とくに専門技能をもた
ない希望者の入国制限が移住を制約してい
る。そこでこれらの障壁が最近の移動の方向
づけや制約という面でどのような役割を果た
しているかについて詳しく検証する。

2.3　政策と移動

　17世紀に近代国家が誕生して以来、主権と
領土保全という2つの原則を基礎として国際
的な法制度が作られてきた。国際法で課され
た規範や制約を含む法制度の範囲内で、政府
が国境を管理し、入国制限する権利を行使し
ている。本項では入国者数や移住者の出身
地、移住者のステータスを決定する政府の政
策に関するさまざまな方法について論じる。
　先進国を中心とした国レベルの質的な政策

　1991年にソビエト連邦が崩壊したとき、本人たちは一歩も動
いていないのに2800万人の国際移住者が一夜にして生まれ
た。統計上、出生国以外に居住する人が国際移住者と定義され
たからだ。1991年以前にソビエト連邦内を移動した場合、外国
出身者と分類されるようになった。気づかないうちに「統計上
の移住者」となったわけだ。
　この再分類はある意味で正しい。ミンスクに住むロシア人は
1990年の時点では出身国に居住していたことになる。しかし
1991年末には、制度上、外国人となったのだ。しかし、移住者
数が増えたことを国際移動の増加と解釈するのは誤りである。
そのような誤解が実際に起こった。このため、表2.1の計算では
旧ソ連および旧チェコ・スロバキアの移住者数を除外すること
とした。
　それでは実際に1991年以降、旧ソ連内で人間の移動は増え
たのだろうか。プロピスカ（住民登録制度）による管理が緩和
されたことで、確かに人間の移動が増えている。その一方で、
国境が設けられたことで移動範囲が狭まったかもしれない。
1991年以降の多くの移動が出身地への帰国であることも事情を
複雑にしている。例えば、中央アジアに住んでいたロシア人

が、ロシアに帰国するようなことがあった。
　旧ソ連邦での傾向を把握するためには比較可能な土地の統一
を用いるべきである。そのためには、崩壊前後の旧ソ連邦内で
の移動を考慮することだ。こうすることで、後に独立する共和
国内を移動した場合は国際移住者とみなされる。サンクトペテ
ルブルグに住むラトビア人は1991年より前でも後でも国際移住
者として分類されるということだ。
　本報告書のための背景調査で、上記の分類のために旧ソ連邦
の国勢データが用いられた。それによって、旧ソ連邦の共和国
内に住む外国出身者の割合が、1959年の10％から1989年には
10.6 ％と微増していることがわかった。大勢の移住者が集中し
たロシア連邦内では、人口における移住比率が7.8％から9.3％
に上昇した。ウクライナやバルト諸国では、大量の外国出身者
が土地を離れたため、移住者の比率が下がった。その他の旧ソ
連の国々では、2000年まで移住者の絶対数が減り、大半の場合
に人口における移住者の比率も下がった。このことから崩壊当
時、旧ソ連邦の土地には3030万人の外国出身者が居住してい
たことになる。崩壊後に故郷に帰る人が多かったため、2000年
には総数が2740万人2005年には2650万人に減少した。

Box 2.3 旧ソ連における移住の傾向

出典：Heleniak（2009）, UN（2002）, Zlotnik（1998） and Ivakhnyuk（2009）.

54

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発2

55障壁を乗り越えて――人の移動と開発

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発 2



分析は充実しているが、国家間の政策比較で
は深刻なデータ不足が起こっている。国によ
ってさまざまな形態の規則があり、それらは
異なった方法や度合で施行されおり、その結
果を数字として調整できないため、本質的に
測定しにくい。経済政策と違って、国家統計
局が国家間の矛盾がない方法で移住政策の
影響を評価しているわけではない。本報告書
で用いた大半の評価は、公的機関ではなく、
国際研究所やNGOによって行なわれた。
　UNDESAが実施した政策決定の定期調査
が、最も多くの国家をカバーした長期間にわ
たる評価となる。この中で政府が移住に関す
る見解や対応を報告している。195カ国への調
査には、現状および将来的な政策によって移
住者の数が増減するか、または維持されるか
といったものに関する政策立案者の意見が反

映されている。自己評価であり、実践という
よりも公的姿勢を示すものだが、興味深い傾
向も判明した（表2.2）。2007年には、78％の政
府が移住の現状に満足していると回答し、移
住が多すぎるという回答は17％、少なすぎる
が5％だった。また、政策に関する質問で
も、同様の傾向がみられた。両方の質問で、
途上国よりも先進国で制約が多いようだっ
た。
　これらの傾向は、多くの国民が好む移住へ
の規制を増やす政策と、現実的に移住に寛容
な政策との間に大きな差があることを示唆し
ている69。その理由を説明するは困難だが、
いくつかの要因が考えられる。
　まず第一に、移住反対への意見は画一的な
ものではなく、さまざまな見解が混じり合っ
ている。数多くの国において、雇用や財政へ
の悪影響に関する懸念は一様でないが、他者
や他民族への寛容性が好ましい結果を生むこ
とは認識されている。第二に、労働組合、使
用者団体、NGOなどの組織が公共政策の立案
に大きな影響を及ぼす。しかし、多くの場
合、彼らは移住への厳しい制約を求めない。
第三に、多くの政府が非正規移住を黙認して
いる。というのも抑圧によって経済・社会的
に犠牲が生じることを政府が理解しているの
だ。例えば、米国では使用者が移住書類上の
許可を確認しないこともある。ただし、移住
者の給与から所得税が差し引かれる。このよ
うな仕組みによって、不法移住労働者が年間
70億米ドルを財務省に納税している70。
　本報告書では、国家の移住問題専門家や
国際移住機関（IOM）と協力した28カ国での
移住政策評価によって既存の格差について言
及する71。さらに付加価値として、過去にお
ける評価では通常除外される途上国（サンプ
ル中半数）についても評価することとした。
入国体制、処遇、付与される権利、法施行な
ど多様な側面での情報を集めた。
　先進国と途上国の移住政策を比較すると、

顕著な相違点も、類似点もあることがわか
る。先進国で一般的に認識される（同時に批
判されている）制約のいくつかは、多くの途
上国にもある（図2.8）。両者とも専門技能を
もつ労働者を好むという傾向がある。サンプ
ル中の途上国の92％、およびすべての先進国
が期限付き専門技能職に対して門戸を開いて
いた。専門技能職の永住については、途上国
で62％、先進国で93％が可能だった。国別サ
ンプル中、途上国の38％、先進国の半数が専
門技能をもたない労働者の永住に閉鎖的だっ
た72。
　以前から大半の国で、期限付きの移住体制
が認められ、導入されてきた。期限付きプロ
グラムによって、外国人労働者の限定された
期間の入国、滞在、雇用に関する規定が決め
られる。例えば米国におけるH1Bビザは高度
な技術職の6年以内、H2Bは専門技能をもたな
い季節労働者の3年以内の期限付き入国を認
めるものだ。同様にシンガポールの移住政策
では、専門技能職には雇用許可証（Eパス）、
半熟練・未熟練労働者には労働許可証（Rパ
ス）を発行する73。今回政策が評価された国
においては、専門技能をもたない労働者に対
する期限付きの制度をもつ途上国が多かっ
た。
　ビザのステータスの変更や家族との合流に
関する規則は国によって大幅に異なる74。期
限付きプログラムの中には、外国人労働者に
長期居住や永住、扶養者の合流への可能性
を開いているものもある。その一例が、米国
のH2Bビザだが、年間の合流人数には限りが
あって、扶養者は働くことはできない。ステ
ータス変更や家族合流を禁じるか、厳しく制
限する政府もある。
　GCC諸国の「カファーラ」（アラビア語で
保証・世話をするという意味）と呼ばれる期
限付き労働者は特殊な事例だ75。このプログ
ラムでは、移住先の国民が外国人移住者の保
証人にならない限り、入国ビザや居住許可は

得られない。保証人となる使用者は金銭的に
も法的にも労働者に対して責任をもち、その
了解の下に労働省からの文書に署名する76。
労働者が契約に違反したことがわかると、即
座に自費帰国しなければならない。カファー
ラには家族との合流を含むいくつかの制限事
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項がある。賃金未払いや家事労働者の性的
搾取といった人権侵害が頻繁に報告されてい
て、とくにインドからの移住者に対する事例
が増えている77。
　近年、移住制度を緩和する改革を実施する
国も出てきた。最近ではサウジアラビアがこ
れまで（メンテナンスなどの）サービスを提
供してきた会社に雇用された労働者の政府部
門に移ることを容易にするいくつかの規定を
承認した78。移住労働者の生活や労働状態の
モニタリングを開始したところもある。アラ

ブ首長国連邦では、労働省が一般の人々から
の苦情を受け付けるためのホットラインを開
設した。
　2007年には、行政機関が12万2000カ所を検
査して、労働者の権利や労働条件に関する規
則に違反した9000件の事例に対して罰則を科
した。もっと大胆な改革案が提案された事例
もある。2009年初頭にバーレンでカファーラ
制度廃止が提案されたが、ビジネス界からの
激しい反対によって挫折したという79。
　オーストラリア、カナダ、ニュージーラン
ドなどの先進国では、ポイント制度によって
専門技能をもつ労働者の優遇が実現してい
る。この制度では教育、職業、言語習得度、
年齢などの要素が加味される。曖昧になりが
ちな移住者の選別に一定の客観性が生まれる
が、ポイント制度がなくても多くの高学歴層
が移住したがる国もある80。
　ただし、ポイント制度は途上国では一般的
ではない。到着前の就職先からの申し出など
の正式な入国制限があり、就職先にそれぞれ
割当数が設けられることもある。途上国でか
なり制限されていると思われるのが家族の合
流である。サンプル中半数の途上国が期限付
き移住者の家族の訪問や労働を許可していな
かった。一方、先進国では3分の1で認められ
ていた。
　ほぼすべてのOECD加盟国で、家族との合
流や結婚による移住が移入のかなりの部分を
占めていた。フランスや米国のように大半が
家族のつながりによる移住という国もある。
年間ではフランスで60％、米国で70％が家族
呼び寄せで移住していた。通常は家族合流と
労働移住を区別するが、移住者の家族への労
働許可も多いことに留意すべきだ。
　当然、政策と実践が異なることもある。と
くに国家間の移民法の履行には大きな差があ
る（図2.9）。米国では、経済状況によって国
境管理が変化することが研究で判明した。不
況時には強化され、好況時には緩和されたの

だ81。南アフリカでは、警察が移民法の履行
に活発に関与するようになったため、法自体
は変わらないものの2002年から2006年にかけ
て強制送還が倍増した82。政策評価によれ
ば、途上国は国境管理にあまり熱心ではな
く、移民法の違反行為を保留する傾向がある
が、法を執行する機関による踏み込みや任意
検査、罰金徴収などは先進国と頻度が変わら
ないようだ。このように差があるのは、制度
上の能力不足によるのかもしれない。しか
し、違反の発覚後も、途上国では非正規移住
者に対して何もしなかったり、罰金のみを課
したりするという報告もある。家族統合に関
する懸念や強制帰還手続き中の該当国に対す
る絆の強さを、裁判所で重要視される国もあ
る83。政策実施上の役割に関する詳しい議論
は5章で後述する。
　国家間のデータを用いて調査した、入国や
処遇に関する規則から、「移民数と権利」と
の兼ね合いの疑問が生じる。基本的な権利が
制限されているときのみ、大量移民に国境が
開かれるのではないかという疑問だ。移住政
策に費用がかかりすぎて、国民や政策立案者
に支持されない場合に起こりうる84。移住者
への処遇に関するデータによって、この疑問
について経験に基づいた調査が可能となっ
た。英国の週刊誌「エコノミスト」の調査部
門であるエコニミスト・インテリジェンス・
ユニット（EIU）が61カ国（先進国34カ国、
途上国27カ国）の利便性指数を作成した。こ
れは雇用の容易性、許可の要求、家族再統
合、公式な移住統合プログラムといった観点
から国家政策を要約したものだ。また移民統
合政策指標（MIPEX）によって長期滞在、
家族呼び寄せ、国籍取得、政治参加、反差
別対策、労働市場へのアクセスという6つの
政策分野での移住者の統合政策が評価でき
る。
　分析によれば、移住者数と権利の間には体
系的な関連性はない（図2.10）。広範囲な途
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上国、先進国のサンプルを含むEIUの指標比
較（図2.10パネルA）では、移住者数と基本的
な権利へのアクセスには本質的な相関関係は
みられない。MIPEX対象国の分析に限定す
ることで、OECD加盟国のデータを活用する
ことができる。このデータでは正規の学校教

育を受けていない途上国からの移住者の割合
が区別される。この場合も、本質的な相関関
係はなかった（図2.10パネルB）。例えば、ポ
ーランドやアイルランドでは専門技能をもた
ない途上国出身労働者の割合がかなり低い
が、MIPEXの指数も低い。また、移住者の割
合が次第に増加している国々では移住者に与
えられる権利や資格が奪われることはなかっ
た85。例えば、1980年から2005年で、スペイン
における移住者の割合は2％から11％に上昇
した。同時期、スペイン政府は非正規移住者
に対する緊急時および非緊急時の医療提供を
拡大している86。
　移住政策のさまざまな要素が区別される政
策評価でも同様の結果が得られた。実際に相
関関係が示唆された場合は、移住者と権利に
関する仮定とはむしろ逆の結果となった。一
般的に、途上国で外国出身労働者の中央比率
が低く、移住者の権利が保護されていないこ
とが多くの評価を通して明らかになった。一
方、移住が多い先進国は移住者を有利に扱う
規則があることが少なくない。例えばインド
では海外からの移住者への権利やサービス提
供に関して評価点数が低い。しかし移住者の
割合も人口の1％未満に過ぎない。最も点数
が高かったのがポルトガルだが、移住者の割
合は7％だった。
　国家レベルのみで移住者に対する政策が決
定されるわけではない。二国間または地域間
の超国家的な協定が移住者の流れに多大な
影響を与える。西アフリカ諸国経済共同体
（ECOWAS）、ヨーロッパ連合（EU）、メル
コスール（MERCOSUR、南米南部共同市
場）などの国家間連合のもとで、地域協定が
結ばれている。二国間協定の好事例として
は、オーストラリア・ニュージーランド間の
トランスタスマン旅行協定が挙げられる。署
名した国々の間での移住の流れに協定が大き
く影響する。何よりも参加国間の経済状況が
類似していて、社会･経済的な統合に対する

政治を中心とする動機づけがある場合、移動
の自由が可能となる。政策が評価された国の
うち、約半数の先進国が他の先進国と、3分の
2の途上国が他の途上国と移動に関する協定
を結んでいた。しかし、専門技能をもつ一部
の労働者にしか移動が許可されない事例もあ
る。例えば、北米自由貿易協定（NAFTA）
の移住制度は、大卒で海外就職先からの申し
出があるカナダ人、メキシコ人、米国人に限
定されている。Box 2.4では、人間の移動に関
する多国間の取り決めを概略する。
　協定書の内容と実践には大きな違いが生ま
れる場合もある。とくに法の支配が強くない
国で起こりうる。例えば、1975年に批准され
たECOWAS協定には入国、居住、営業の完
全な権利が規定されているのだが（15年間に
わたって3段階で実施される予定だった）、90
日間以内の滞在に対するビザ廃止という第一

段階の議定書しか達成されていない。議定書
と国内法、または規則と実践が矛盾していた
り、外国人の追放を伴うことがある国境紛争
や戦争が勃発したりしていることが、遅延の
原因となる87。
　国内移動と国外への出国で人間の移動が限
られていることもわかった。NGOのフリーダ
ムハウスが移動制約に関するデータを提供し
ている。彼らは世界各地の自由度を測定する
要素として、海外渡航および国内移動に関す
る公式、非公式な制約に関する情報を収集し
ている88。世界人権宣言で国内の移動と自国
からの出国および自国への帰国が保障されて
いるにもかかわらず、調査結果は意外なもの
だった。世界の3分の1以上の国で移動の自由
に重大な制約が課されていたのだ（表2.3）。
　ベラルーシ、中国、モンゴル、ロシア、ベ
トナムなど数多くの国々で、計画経済の名残

　難民に関する確立された国際協定はあるが、国際移動には拘
束力をもつ多国間体制が存在しない。国際労働機関（ILO）は
長年にわたって移住労働者の権利に関する国際協定を採択して
きたが、参加国が非常に少ない（5章）。国際移住機関（IOM）
は戦後における難民の送還というこれまでの役割だけでなく、
移住管理の向上にも関与するようになった。そのことで加盟が
増加したものの、国連の体制には含まれず、主にプロジェクト
を基盤とした加盟国へのサービス提供のための機関となってい
る。世界貿易機関（WTO）のサービスの貿易に関する一般協
定（GATS）では、およそ100の加盟国が仕事を提供する外国
人の一時的な入国を確約している。しかし90日以内のビジネス
滞在ビザ、および専門職技能の一定期間内の社内移転が多い。
　移住に関する多国間での協力が得られない原因にはさまざま
な関連要因がある。輸出の障壁を互いに軽減するために複数国
が話し合う通商交渉と違って、移住の話し合いでは途上国が不
利な立場となる。先進国からの移住者の大半が他の先進国に移
動するため、先進国の政府は途上国への入国経路を広げようと
は考えていない。このようなアンバランスと移住先となる多く
の先進国での移住に関する過敏な政治反応によって、国際的な
交渉の場でリーダーシップをとる国が存在しないのだ。また、

出身国間でも話し合いで協力する姿勢がみられない。こういっ
た問題によって相互協力や拘束力をもつ国際約束を推進する国
際機関や一部の国々の努力が実らない。
　現在、2000年から開始したものの進展しないドーハラウンド
の通商交渉でさらなる自由化が議論されているところだ。しか
しGATSの下での約束は専門技能をもつ労働者に限られてい
る。また、「他国で雇用市場へのアクセスを求める自然人に関す
る対策」や「恒久的な国籍、居住権、雇用に関する対策」は
GATSから除外される。さらにGATSは永住には適用されない。
多くのWTO加盟国がサービス供給者に対して5年未満の滞在に
限定している。
　ドーハラウンドにおいて、途上国が自然人（個人）の移動の
自由化を望み、工業国がサービスの交換を好むことが明らかに
なった。このため、労働移住におけるGATSの意義は少しだけ
移動しやすくすることではなく、将来的な交渉のための制度上
の枠組みを作り上げることだといえる。WTOが関係者の参加を
促して、人権保護のための既存の法秩序に関連付けるような、
より包括的で人間を中心としたアプローチを目指したほうが、
進展の可能性がある。

Box 2.4 移動の世界的な管理

出典：Castles and Miller（1993）, Neumayer（2006）, Leal-Arcas（2007）, Charnovitz（2003）, p.243, Mattoo and Olarreaga（2004）, Matsushita, Schoenbaum, and Mavroidis（2006）, Solomon（2009）, and Opeskin（2009）.
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として国内移動が公式に制限されている89。
これらの制約には経費と時間がかかり、維持
も難しい。程度は大きくないにしても、非公
式な制約にも同じことがいえる。これらの国
では適切な書類がなくても移動できるが、後
になってサービスを受けられなかったり、働
けなかったりすることが起きる。政治腐敗が
国内移動の妨げとなっている国もある。サハ
ラ以南のアフリカ地域では、地方道路の検問
所で賄賂が取り立てられることが多い。
　例えばコートジボワールでは、北部地域の
居住者が南部の政府管理地域に向かう際に、
日常的に反乱軍に脅されて、40～60米ドルを
支払わざるをえない目に遭う90。ミャンマ
ー、ロシア、ベトナムでも住所変更の申請で
の賄賂要求などの政治腐敗が報告されてい
る。アジア南部のいくつかの国々では、都市
部のスラム居住者が役人からの撤去や追放、
家賃取立てといった脅しに絶えず直面してい
る91。移住者が現地住民と同等の公共サービ
スや法的権利を与えられない規定や管理面で
の手順によって、国内移動が妨げられること
もある（3章参照）。

　公式な出国禁止、料金や行政上の要求によ
る実質的な障壁などによって、海外への出国
が限られることもある。パスポート発行に法
外な金額を要求すると、貧しい人々の正規ル
ートでの出国が不可能になる。最近の研究で
は、パスポート発行費用が1人当たりの年収
の10％を超える国が14カ国あった92。数多く
の国々で複雑な手続きや規定によって大幅な
遅れや、出国費用の追加が起こっている。こ
の現象は政治腐敗の存在でさらに悪化する。
例えばインドネシアの移住者は出国に必要な
書類を入手するために何度も行政機関を訪れ
なければならない。当然ながら、出国制約は
移住率と負の相関関係となる93。
　公式な出国制限がある国は数少ない。キュ
ーバと北朝鮮、および中国、エリトリア、イ
ラン、ミャンマー、ウズベキスタンの一部地
域で厳密な制限がある94。例えばエリトリア
では、自国民と外国人居住者に出国ビザが要
求されるが、海外収入の2％に相当する税金
を支払っていない（海外在住の）親の子ども
に対するビザは拒否されるという95。ミャン
マー、サウジアラビア、スワジランドなど20
カ国で女性の出国が制限されている。また徴
兵年齢層の国民の渡航に対して8カ国が渡航
制限を設けている96。

2.4　未来を見据える――危機とその後

　政策立案者にとって世界経済の将来が重
要な懸案となっている。誰も正確に予言する
ことはできないが、今後数十年間のおおよそ
の傾向を判断する基準として、現在の経済危
機の影響と意味合いを調査することはでき
る。過去50年間と同様に、とくに人口動態上
の傾向は、地域間の移動を決める上で重要な
役割を果たすだろう。さらに予想しがたい気
候変動などの要因も関連すると思われる。

2.4.1　経済危機と回復への見通し

　現在、戦後における最悪の経済不況の結
果に多くの人が苦しんでいる。本報告書作成
時点で、2009年における世界全体のGDPが約
1％減少するといわれているが、それは、こ
こ60年間で初めて、世界の生産高が収縮した
ことになる97。途上国では収縮がより大き
く、4% 近い。新興国は経済危機とは無関係と
いう初期の楽観論も、数多くの経済不振の証
拠によって覆されてきた。アジアの国々が輸
出停滞に苦しみ、中欧や東欧は外部信用の費
用増加で不利益を被っている。アフリカの
国々は物価崩壊や資本の流動停止、送金の
急減、将来の開発援助の資金的不確実性と
いった問題に頭を抱えている。ブラジルやロ
シアなど新興の経済大国の発展が後退し、中
国やインドの成長にも翳りがみえる98。
　通常、不況が長期的な経済状況に大きな
影響を及ぼすことはない99。しかし、今回の
不況は通常の不況ではないことが明らかだ。
このため、途上国と先進国で不均等な収入や
雇用機会という面での長期間、もしくは永久
的な影響が考えられる100。例えば、1980年の
連邦準備制度理事会による利上げで起こった
不況は米国内では3年間で終了したが、その
結果として起こった債務危機によってアフリ
カやラテンアメリカが「失われた10年」とし
て知られる停滞期に陥った。これらの地域で
の交易条件はアフリカで25％、ラテンアメリ
カで37％も下落した。2008年のピーク時から
物価が暴落しているため、同様の状況が再発
することもある。
　さらに経済危機は雇用減へと直結するだろ
う（図2.11）。2009年のOECD加盟国の失業率
は8.4％と予測されている101。2009年5月まで
に前年12月からの失業者数が約600万人を記
録した米国では、すでにその予測を超え、現
在の失業者数は1450万人といわれる102。スペ
インでは、2009年4月に失業率が15%まで上昇

し、移住者の失業率は28%だった103。最も深
刻な打撃を受けたのが多数の移住者が住む先
進国である。移住者数と経済成長が負の相関
関係となり、OECD加盟国だけでなく湾岸諸
国、東アジア、南アフリカにも悪影響が及ん
でいる（図2.12）104。
　通常、就職難は移住者にとって好ましくな
い。労働不足のときには海外からの労働者に
依存するが、不況の時にはまず移住者が解雇
されるものだ。一般的に移住労働者は低年
齢、低学歴で、職歴も少なく、期限付き労働
や景気依存型労働であることが多い105。つま
り、不況に最も弱いタイプの労働者なのだ。
ドイツと英国での労働力分析では、学歴や性
別を考慮しても、不景気下で非移住者よりも
失業する可能性が高いことがわかった106。
　1998年から2008年までのヨーロッパ14カ国
での四半期ごとのGDPと失業率を調べたとこ
ろ、不況に見舞われた国では移住者の失業率
が他の集団よりも急増していた。OECD加盟
国では、製造、建設、金融、不動産、ホテ
ル、レストランなど高い失業率に苦しんでい
る景気依存型業種部門に移住者が集中してい
る。高所得が得られるOECD加盟国のほぼ全
部で、この分野での移住者の雇用が40%を上
回る107。4章で詳述するように、これらの国々
からの移住者の送金の減少が出身国に残った
家族に負の影響を与えているようだ。
　経済危機が人々の移動にどのような影響を
与えているか、または今後どのような影響が
生まれるかを判断するいくつかの要因があ
る。その要因には、出身地と移住先での当面
の展望、認識される移住リスク、滞在か帰国
かの判断、増大する障壁などが要因に含まれ
る。移住者が多い複数国で、帰国のためのイ
ンセンティブ（ボーナス、航空券、一括払い
の社会保障）が導入されたり、入国や滞在の
制限が増やされたりしている。海外への求人
を阻止し、さらには未熟練労働者だけでな
く、熟練労働者へのビザ発行数さえ減らして
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いる政府もある。いくつかの事例では、こう
いった手段が現状への短期的な対応であり、
移住の完全禁止ではなく、微調整として考え
られている（例えばオーストラリアでは専門

技術をもつ移住者の年間受入れを14%削減す
る予定だ）108。しかし、多くの発表や対策に
は人気取りの感があることも否めない。米国
の経済刺激策では不良資産救済プログラムか
らの資金を受け取った企業へのH1Bビザ発行
を制限している109｡ 韓国では、外国人労働者
短期受入れシステム（EPS）による新規ビザ
発行を停止した。マレーシアでは、現地住民
の就職口を増やすために5万5000件のバング
ラデシュ人へのビザを無効にした110。
　危機が徐々に高まった2008年には、先進国
への移住が減少したという証拠もある。英国
では、外国出身者の国民健康保険申請数が
25%も減少した111。米国国勢調査局が実施し
た調査データによれば、2008年8月までの1年
間でメキシコから米国への移住者の流れが
25%も減ったという112。さらに経済危機の完
全な影響が国内の失業率増加に及ぶ2009
年、2010年にも同様の傾向がつづくだろう。
しかし、大量の移住者帰国につながるかどう

かには疑問が残る。1970年代の外国人労働者
プログラムの際にヨーロッパで起こったよう
に、移住先への再入国や移住先の福祉制
度、出身地の状況や家族の要求などに、帰国
者数は影響される。これらの要因が重なる
と、移住者は不況が過ぎ去るのをじっと待つ
傾向があるようだ。
　経済危機が移住傾向に構造上の大変化を
引き起こすかは、まだわからない。しかし、
過去の移住の事例では、さまざまな結果がも
たらされた。アルゼンチン、オーストラリ
ア、ブラジル、カナダ、米国、英国での1850
年から1920年にわたる事例では、国内賃金が
下がると移住規制が強化された113。また、ヨ
ーロッパで長期間の経済停滞、構造不況、未
熟練労働者の需要の減少をもたらした1973年
の石油危機中に、新たな移住先の中心として
豊かな中東諸国が登場し、移住傾向が変わっ
たと主張する研究者もいる114。1980年代には
メキシコの輸入代替の暴落で米国への大量移
民が始まり、1986年の移民法改正で不本意に
も移民が加速した115。一方、1990年代後半の
東アジア経済危機では海外への移住の流れに
長期間の影響が及んだ証拠はほぼない116。
　現時点では、目下の経済危機によって生じ
る構造変化の種類や度合いを確実に予測する
ことは不可能だ。危機の原因および先進国の
特定分野への多大な集中がアジアを中心とし
た途上国の地位強化につながり、世界経済の
構成が劇的に変化することになると論ずる評
論家もいる117。一方、成長が再開すれば経済
危機前の経済や構造状況が復活すると思える
理由も存在する。しかし、不況によってどの
ような変化が起ころうとも、人口動態の傾向
などにおいて長期にわたる推移が持続するこ
とは疑いない。

2.4.2　人口動態上の傾向

　現在の予測では、今後40年間で世界人口

が3分の1増加すると見込
まれている。事実上、こ
の人口増加はすべて途上
国で起きる。しかし、ド
イツ、日本、韓国、ロシアを含め5カ国に1カ
国の割合で人口が減少する。その一方、すべ
て途上国で、そのうち3カ国はアフリカに位
置する6カ国中1カ国では今後40年間で倍以上
となるだろう。移住がなければ、途上国の人
口は2020年にピークを迎え、その後30年間は
7%ずつ減少する。ヨーロッパの人口が減り、
アフリカの人口が増えるという過去50年間と
同様の傾向がつづくということだ118。
　人口の高年齢化が一般的な現象となってい
る。2050年までには、アフリカ以外のすべて
の大陸で高齢者（60歳以上）の数が、子ども
（15歳未満）の数を上回ると予測されてい
る。途上国における死亡率低下と出生率の穏
やかな減少という ｢人口動態の転換｣ 現象を
考えれば自然の流れだ。2050年までに、途上
国の平均年齢は38歳、先進国では45歳とな
る。この7歳の違いが、非常に大きな影響を
与える。2050年までに世界の労働年齢人口が
11億人増加すると予測される。一方、現状の
移住者増を考慮しても、先進国における労働
年齢人口はわずかに減少する。今後15年間
で、途上国における新たな労働年齢層が、現
在先進国に居住する労働年齢層の総人口を上
回る（図2.13）。過去と同様に、このような傾
向が賃金への圧力となり、貧しい国の労働者
が移動して、豊かな国の使用者が海外からの
労働者を求める動機づけが増すだろう。
　これによって、労働年齢人口が子どもや高
齢者を支える比率である依存人口比率に影響
がでてくる（表2.4）。現在、先進国では100人
の労働年齢人口が、約半数の49人の働いてい
ない子どもやお年寄りを支えている。一方、
途上国では依存人口比率は53人と高めだが、
その4分の3は子どもである。今後40年間、少
子化の影響が感じられ、現在の子どもたちが

現在の予測では、
今後40年間で世界人口が
3分の1増加すると見込まれている
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労働年齢層となる中で子どもの比率が下がる
だろうが、途上国における依存人口比率はあ
まり変わらず、2050年に55人となる。ところ
が、先進国では高齢者の比率が飛躍的に伸
びて、労働年齢人口100人に対して71人の非
労働年齢人口となり、現在の割合よりもかな
り高い。この計算にある程度の移住が含まれ
ない場合、依存人口比率はさらに高くなる。
先進国が移住の門戸を閉ざしてしまったら、

2050年までに78人まで上昇する。
　周知の通り、このように高い依存人口比率
では先進国で子どもやお年寄りを養うことは
できない。公的教育や医療制度は労働年齢人
口が支払う税金によって賄われている。この
ため納税者の比率が下がると、同水準の支出
を維持することが難しい。
　このような人口動態上の傾向から、移住者
の入国の際の障壁を緩和すべきだと主張でき
る。しかし、移住しか解決方法がないとは思
えない。深刻な労働不足のため、ハイテクや
資本集約型の産業への特化が進む可能性が
ある。技術革新によって、従来は労働集中型
だった老人介護などのサービスへの応用がで
きる。退職年齢人口と社会保障負担の増加に
伴って、全面的とはいかなくても、年金や健
康保険制度が維持されるかどうかも言及した
い119。現状の人口動態上の転換によって、遅
かれ早かれどの国でも依存人口比率が上昇す
る。そして移住者自身も年をとっていく。途

上国における労働余剰という状況が、先進国
への移住増加によって、移住者とその家族だ
けでなく、移住先の人々の恩恵も増大する時
代に入ったことを示唆している。

2.4.3　環境上の要因

　人間の移動には環境が重要な動機づけとな
る。雨が降った後にちょうどいい牧草地を求
めて移動する遊牧民や、インド洋の津波やハ
リケーン・カトリーナのような自然災害で追
い出された人々のように、人類史上において
環境は人々やコミュニティの移動と密接にか
かわってきた。地球温暖化が進むことで、大
量の人口移動が生まれるという説もある。
　気候変動が限りある土地での環境へのスト
レスを高め、自然災害の回数を増やすよう
だ。持続的な温室ガスの排出が降雨パターン
の変化、砂漠化、暴風雨の増加、海面上昇な
どと関連するという。いずれもが、人間の移
動を示唆している120。例えば降雨パターンが
変わることで、水の利用が変わり、その結果
として食糧生産に影響を与えて、食料品の値
上げや飢饉の危機へとつながるかもしれない。
　途上国の中には気候変動で深刻な打撃を受
けていると予測されている。ただし、推定の
幅が広く、かなり不確かな予測だ。2020年ま
でにアフリカ南部の農業生産高が干ばつによ
って半減するという極端な推定もある121。ま
た、中期的には氷河の溶解による水の枯渇に
より、川が流れなくなることで、ヒマラヤの
ような山脈の周辺では灌漑農業に深刻な影響
が及ぶだろう。
　海面上昇で最も直接的な被害に遭うのは海
岸沿いの住民である。海面が1メートル上昇
するごとに、東アジアや南アジアに住む住民
の4分の3に相当する1億4500万人が危険に晒
されるという122。海面上昇によってコミュニ
ティ全体が移住せざるをえないこともある。
島が水没しそうなモルディブ政府は、避難先

として他国の土地を購入することを検討して
いる123。
　気候変動が原因で移動を余儀なくされた
人々の総数は、2億人から10億人と推定され
る124。残念ながら、推定数の裏づけは科学的
に難しい。しかし、大半の場合、大型自然災
害の危機に晒されながら、個人、コミュニテ
ィ、政府による適応対策の対象とならない
人々が推定数に含まれる125。しかし大雑把な
数値だけではきちんと世論を動かせるかどう
かは不明だ。
　移住に対する気候変動の影響は、変化が
連続的か不連続的かといった発生状況に左右
されることがある。不連続的な場合、大型災
害が突発することが多く、急いで安全な場所
に移動しなければならない。連続的な場合
は、海面上昇や農地の塩化・侵食、水不足な
どゆっくりと変化していくことになる。多く
の場合、連続的な変化ではコミュニティ自身
が適応戦略を立てることになる。その中に
は、季節移住や永住といった移住が含まれる
だろう。このような条件下では、通常、世帯
収入によって、土地を離れる家族あるいは残
る家族というように、さまざまな形態が生まれ
る126。深刻な干ばつの多発に見舞われたエチ
オピアでも、世帯による違いが観察された127。
　気候変動が連続的に起こるのか、単発的な
ものなのかは不確かなので、その結果として
の適応対策や移動の程度・種類を予測するこ
とはできない。さらに、環境要因だけが移動
を決定するのではなく、移動は生計を立てる
ための他の機会や政策との兼ね合いで生じて
くる。通常、最も貧しい層は移動する手段を
もたないし、自然災害によってさらに不利に
なるため、災害発生後に移動することは少な
い。メキシコでの経験に基づいた研究では、
降水による気候変動が移住傾向に与えた影響
は、社会経済的な状況および移動費用の捻出
能力に左右されていた128。ハリケーン・ミッ
チに襲われたニカラグアでの移住傾向に関す
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る本報告書のための背景調査では、財産が下
位5分の2の農村部世帯は、他の世帯と比べて
ハリケーン被害後の移住率が低かった129。
　さらに大切なことは、人類がどのように天

然資源を利用するかによ
って、将来の可能性に影
響が及ぶことだ。『人間
開発報告書2007／2008
気候変動との戦い―分

断された世界で試される人類の団結』の主な
メッセージである。国際コミュニティが今す
ぐに行動を起こせば、次世代に起こりうる壊
滅的な危険が回避できる。いまだに多くの人
が電力を利用できない途上国で、増大するエ
ネルギーに対する需要を満たしつつ、全体的
なCO2排出を抑えるということだ。そのため
には先進国ですでに開発されたエネルギー効
率のすぐれた技術を途上国にも普及させ、さ
らに効率を向上させる次世代技術を開発し、
優良な解決策を用いながら途上国を進歩させ
なければならない。同時に、先進国のエネル
ギー消費の合理化も必要となる。低炭素エネ
ルギーへの転換を促進するためには、市場ベ
ースのインセンティブ、排出に関する新基
準、新規技術の研究、国際協力の向上などの
政策上のオプションが含まれる130。

2.5　結論

　本章の人々の移動における世界的な傾向に
関する分析によって主に3つのことが明らか
になった。第一に、移動は生計を改善すると
いう需要に大きく呼応している。第二に、移
動は政策や経済的な障壁によって制限されて
おり、比較的豊かな人よりも貧しい人にとっ
て乗り越えがたいものとなっている。第三
に、経済格差や人口動態上の傾向によって、
今後数十年間は移住が促進されるだろう。
　最終的には、構造要因が将来の人の流れに
どう影響を与えるかは、とくに移住先の政策

立案者の姿勢によるものが大きい。現在、移
住人口が多い国々の政策立案者は相反するプ
レッシャーを感じている。というのは世論が
増大する移住への反感を高める一方で、入国
障壁を緩和することが健全な経済や社会の役
に立つからだ。
　今後数十年間でどのような政策の変化が期
待できるだろうか。移動による潜在的な恩恵
が実現できるだろうか。それとも世論の圧力
に負けるのだろうか。経済危機によって移住
への保護主義的な障壁が増えるのか、それと
も社会や経済の発展に役立つ移動の役割が
見直されるのか。過去および現在の経験は多
種多様だ。19世紀には米国が緊急な労働不足
に陥り、移住者に門戸を開いた。その結果、
不寛容や外国人嫌悪が広がったものの、経済
が急速に発展した。今日、GCC諸国で起こっ
ている事象と類似している。しかし経済下降
時には、外国人を社会の病巣として責め立て
る傾向が目立つものだ。最近ではロシア、南
アフリカ、英国で過激主義の高まりや外国人
排斥が感じられる131。
　とはいえ、こういった結果は前もって予測
できるものではない。リーダーシップと行動
力で世論を変えることが非常に重要となる。
大恐慌下の米国で国内移民への姿勢が変化
したことでも説明できる。1930年代に中西部
の南方地域で起こった干ばつの結果、新たな
農地を求めて推定250万人が移住した。とこ
ろが移住者に仕事を奪われると思った現地住
民の大反発に遭ったのだ。国内移民への不当
な扱いや不寛容さをテーマにしたジョン・ス
タインベックの『怒りの葡萄』という力作で
描かれた世界だ。スタインベックの小説が世
論を駆り立て、議会が移住者の困窮状況を調
査することになった。そして、1941年には最
高裁判所によって米国内の人の自由な移動を
州が妨げる権利はないという画期的な判決が
下された。

移動は生計を改善するという
需要に大きく呼応している。
しかし、移動は政策や経済的な障壁によって
制限されている
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　とはいえ、移動によってすべての人々の生
活状況に好ましい影響がもたらされるとは限
らない。移動は危険を伴い、不確実な結果や
多くの背景因子に左右される影響が伴う。国
内外の移動においては、移動の直接原因、初
期のリソース、潜在能力などの異なる移動に
ともなうプロセスにかかる状況が結果に多大
な影響を与える。また、家や家財道具を捨て
ての逃亡を余儀なくされた人々は、自由が制
限され、援助も非常に少ない状況に陥りやす
い。
　同様に自国の経済危機や干ばつ、あるいは
貧困といった原因に直面して移動した場合に
も、この先どんな将来が待っているのかわか
るはずもなく、ただ、わかっていたのは、も
うこの場所に残れないということだけだ。最
終的に移動によって裕福になった移住者で
も、多くの場合は初期段階では、非常に限ら
れた展望と先行きの不確実性の高さを抱えス
タートしたのだ。
　このため、移動による人間開発の成果に
は、人々が移動する状況が甚大な影響を与え
る。どんな援助や将来への見通しがあるかと
いうことが、移動における生き残りを左右す
る。大使館でビザを取得し、航空券を購入
し、英国などに学生の身分で入国できる者で

あれば、書類も金銭ももたずに人身取引さ
れ、束縛された者と比べると、数段に優位な
状況で目的地に到着することになる。移動距
離（地理的、文化的、社会的距離）も重要であ
る。現地の言語を話せない国への移動は、自身
の知識や専門技能の価値の低下に直結する。
　本章では、移動が移住者にどのような影響
を及ぼすのか、なぜ恩恵が不均等に分配され
るのか、勝ち組と負け組みがなぜ生まれるの
かについて調べていく。高収入を得られる地
域でさえも、市民的権利の喪失のような犠牲
が起こりうるだろう。さらに移動の費用も考
慮しなければならない。膨大な量の文献や研
究から得た主な成果に注目して、これらの影
響に関して各々の証拠を検証する。
　出身地および移住先に残る人々にもたらす
移動の影響にかかわる主要な問題について
は、4章に記述する。両者は当然ながら複雑に
関連している。成功した移住者は、その成果
を故郷の人々と分かち合う傾向があり、移動
した人、しなかった人の暮らしぶりも、移住
先の政策による影響を受けるのである。つま
り、出身国と移住国における影響が相互関連
しているのだ。移住先における社会経済的な
移動可能性と、出身地での出世の可能性が表
裏一体であることが多い。

移動する人々は、より裕福な土地に移動することで手にする機会に

よって多大な恩恵を受けることになる。これらの機会は、専門技

能、お金、ネットワークといった自分たちがもつ人的資源（リソー

ス）によってかたちづくられ、障壁によって制限される。移動の決

定を左右する政策や法律は、移動のプロセスおよび結果にも影響を

与える。通常、とくに専門技能をもたない人々にとっては、障壁が

人々の選択を制限し、移動による利益を減少させることになる。

第３章　移動する人々の暮らしぶり

職業、教育、市民的・政治的権利、安全、保健の改善を実現させようとし
て、人々は移動を考える。移住者の大半が以前よりも良い暮らしを手に入
れることになり、中には生活が非常に改善することもある。潜在的には、
貧しい国から豊かな国へと移動した人々が得る恩恵がもっとも大きい。し
かし、このような移動は全体の流れのごく一部に過ぎない。新興国や途上
国への移動、あるいは国内での移動でも恩恵が得られる傾向があるという
証拠が得られている。
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3.1　所得と生計の手段

　まずBox 1.1が示すように、移住の影響を評
価することが困難なことに留意しなければな
らない。主な問題点は、移住者と非移住者が
基本的な性質という点で異なることで、単純
に比較するだけでは誤解が生まれ、不確実な
関連性を認識するには疑問の余地が残る。
　そこで、もっとも数量化しやすい移動の影
響が、所得と消費である。最初にこれを検証
し、次に総収益から差し引かなければならな
い移動費用について考える。

3.1.1　総所得への影響

　移動者は平均して多大な収入増を実現して
いることが常時示されてきた。ある委託研究
によれば、OECD加盟国への移住者と残留者
との収入格差は大きく、HDI低位国からの移
動の場合最大であった（図3.1）。米国におけ
る移住労働者は出身地である途上国で得る4
倍の収入を手にし1、ニュージーランドに住む
ポリネシア人は正味の実質賃金を3倍に増や
した2。このようにさまざまな国での証拠によ
れば、読み書きの技術を習得後、より有利に
労働市場に組み込まれることから、一定の時
間経過後に収入の恩恵が増えることが示唆さ
れている3。
　恩恵を受けるのはOECD加盟国への移住だ
けではない。例えば、香港（中国）や台湾
（中国の一省）へのタイ人移住者は、自国で
低技能労働者として収入を得るよりも少なく
とも4倍の給与を受け取ることになった4。平
均月収が9米ドルというタジキスタンでは、
ロシア連邦での500～700米ドルの季節収入に
よって、首都ドゥシャンベでの年間の世帯支
出を賄うことができる5。しかし、これらの平
均的恩恵は不均等に分配されている。また、
移動の費用も総収益から減額される。
　恩恵は、専門技能の有無にかかわらず大き

い。例えば、1990年代のインド人ソフトウェア
エンジニアの賃金は、米国人同業者の30%未
満であり、米国に移住することができれば大
幅な収入増へとつながった6。図3.2は、主な
二国間における高度な専門技能をもつ労働者
同士の購買力平価で調整した賃金格差を示し
ている。コートジボワールの医師がフランス
で働いた場合、実質賃金を6倍も増やせる。
給与以外にも、子どもの将来的展望や安全の
向上、より快適な職場環境といった要因も、
数多くの人にとって移動の動機づけとなりう
る7。
　国内移動でも、収入増の機会が得やすくな
り、生計手段を多様化することが可能とな
る。ある委託研究によれば、ボリビアでは地
方から都会へ移動した低教育水準の労働者
が4倍以上の収入増を経験し、飛躍的な恩恵
を受けたという（図3.3）。16カ国中13カ国で国
内移住者の収入が非移住者と比べて上昇し
たことも判明した8。ブラジルとパナマでは、
教育の統制に関する一連の研究で、移動した
先住民の収入増が確認された9。さまざまな
国の研究が、国内移動が多くの家族に貧困か
らの脱出をもたらしたと示唆している。この
件に関しては、次章でさらに論じる。
　途上国における労働市場の分断が、移動
者の暮らしぶりに影響を与える。中国やベト
ナムにおける戸籍（戸口）制度のように、行政
上の制約が起因していることもある（Box 3.1）。
しかし、法律で強制されなくても、社会・文
化的規範が確固たる障壁となることによっ
て、同様の分断が南アジア、アフリカ、ラテ
ンアメリカなどの地域にも広がっている10。
例えばインドにおける地方から都市部への移
住者は、主に肉体労働や過酷な労働・生活環
境を伴う建設、レンガ焼き、製織、鉱業とい
った産業に雇用される。また、モンゴルにお
いては、地方から都市部への移住者は、通
常、一時的かつ過酷で、法的保護のない不法
労働に従事している11。アジアでは、地方か

ら新たに移住した専門技能をもたない労働者
が、都市社会において社会的および職業的地
位の最底辺に位置づけされ、部外者として扱
われる傾向がある。
　2章で検証したように、HDI低位国からの多
くの移動者が、自国以外の低位国または中位
国で生活、労働している。入国の障壁が少な
く、移動費用がかからないこともその理由の
ひとつだ。同時に豊かな国々と比べると条件
が悪く、搾取や追放の怖れもある。
　途上国出身の女性移住者の労働機会は、
介護、家事、不法労働といった市場に集中す
ることが多い12。したがって、彼女たちが孤
立状態に陥る可能性がある。例えばニューヨ
ークでは、ヒスパニック系企業が、ドミニカ
やコロンビア出身の女性に対し、福利厚生が
劣悪で、昇進の可能性も少ない低賃金労働を
提供しており、彼女たちの不利な社会立場を
増長していることがわかった13。同様の状況
が、中国系女性移住労働者にもみられた14。
アルゼンチンに住むペルーやパラグアイ出身
の女性の大半（各69％と58%）が、個人サービ
ス業分野で非正規の低賃金労働に従事して
いる15。湾岸協力理事会（GCC）諸国での家内
労働者のように、女性移住者が通常の保護を
受けられない場所では事態が悪化する16。慣
習が変わりつつある国（サウジアラビアやア
ラブ首長国連邦など）もあるのだが、移住者
は法的に現地の組合に加入することができ
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ず、たとえ加入できたとしても他の労働者か
ら抵抗を受けたり、反感を買ったりする可能
性もある17。移住者に対するサービスや保護
をNGOが提供することもあるが、適用範囲が
限られている場合が多い。
　移住者にとって、労働市場での差別が大き
な障壁となる。このことは、外国人だと思わ
れる名前の応募者が面接に呼ばれる割合が
低いことにも表れている18。しかし、実際に
は多くの場合、状況は複雑であり、民族、性

別、法的地位のすべてが関わることになる。
英国では、低雇用率や低賃金という観点から
移住者雇用への差別が判明した研究がある一
方で、中国系、インド系、アイルランド系移
住者の雇用状況が白人の英国人と大きく変わ
らないという研究結果もある19。2006年度のヨ
ーロッパ社会調査での分析によれば、対象地
域では大多数の移住者（75%以上）が差別を
感じていないことが明らかになった。しか
し、世界価値観調査が提供したより広範囲の

サンプルでは、国家間の差異にもかかわら
ず、「仕事が少ないときには使用者は自国民
を優先するべきだ」という主張を多くの自国
民が支持した（4.2.5参照）。
　多くの移住者が移動直後に直面する問題の
ひとつに、自分たちの専門技能や資格が認め
られないことがある20。これが言語やその他
の社会的な障壁と組み合わさって、移住先で
同様の資格をもつ者よりも低収入となる傾向
がある21。問題の程度は業界によって異なる
ようだ。例えば情報技術の分野では、資格に
関しては比較的融通が効くが、公共部門の組
織では、閉鎖的であることが多い。自らの技
能を完全に活用できないことで、移住者は多
大な不利益を被る。移民政策研究所による最
新評価では、米国への大学卒の移住者の20%
までが失業中、または専門技能を必要としな
い仕事に就いていた。またカナダでは、ポイ
ントシステムがあるにもかかわらず、この問
題によって年間17億米ドルの損失が査定され
た22。このため、カナダ政府は海外で取得し
た資格の認定を早めるためのプログラムを開
始した。
　労働市場での恩恵を左右するのは収入だけ
ではない。福祉制度が確立した国では、失業
手当、社会支援、年金制度を通して社会補助
金が立場の弱い人々の貧困率を下げることに
なる。移住者世帯がプログラムの恩恵を受け
られるかどうかは、制度の設計や規則によっ
て異なる。予算上の制約から途上国では補助
金の規模が限られるので、プログラムの寛容
度は国によって明白に違う。多くの途上国で
は制度が広範囲に機能していないため、利用
の平等性の問題は生じない。このため、ここ
で注目するのは先進国の場合である。　
　政策評価によれば、サンプル中のほぼすべ
ての先進国において、認定された定住者は失
業手当や家族手当を受けることができた。し
かし、期限付き移住者が支援を受けられる可
能性は低い。オーストラリアやニュージーラ

ンドといった国々では、各種手当てを利用で
きるまでの待機期間を設けることにした。フ
ランスやドイツでは、福祉への依存を避ける
ために、家族の呼び寄せを希望する応募者
は、国が提供する福祉に頼らず家族全員を扶
養するのに十分な安定収入を得ることを証明
しなければならない。
　ルクセンブルグの所得調査と所得と生活条
件に関するEU統計（EU-SILC）は、子ども
をもつ世帯の貧困には社会補助金が効果的で
あると証明している23。全サンプルの18カ国
で、移住者世帯は移住先の世帯よりも貧しい
傾向にあった。社会補助金を受ける前の市場
所得に基づいた場合、フランスおよび英国で
の移住者世帯の子ども貧困率は、50%と40%だ
った。社会補助金によって、移住者も非移住
者も子どもの貧困率を少なくとも半減させた
ことから、これらの国々での社会福祉の再分
配による効果は顕著だったといえる（図3.4）24。
対照的に、米国では補助金が比較的少額であ
ることから、貧困を削減する効果はわずかだ
った。同時に、オーストラリア、ドイツ、米
国においては、フランスや英国と比べて、市
場所得での貧困率がかなり低いため、移住者
世帯は労働市場において高収入を得られるこ
とに注目すべきである。

3.1.2　移動の経済的コスト

　通常、文献で報告される移動することによ
って得ることのできる利益のなかには、移動
費用が含まれていない。公式文書作成や、撤
去、仲介者手数料、交通費、ときには賄賂な
ど、支出形態の多様な移動費用が生じること
になる。この費用は逆進的でもあるため、と
くに専門技能をもたない期限付き契約労働者
にとっては、海外で得る賃金よりもかなり高
くなることが多い25。
　基本的な書類を保持しない者には相当な費
用が生じる。世界各地で、主に貧困世帯に生

　ルーツは古代に遡るものの、旧ソビエト連邦の住民登録制度
「プロピスカ」をモデルとした「戸籍（戸口）」によって運用さ
れる中国の住民登録制度は、農村部での農地使用および都心部
での社会福祉や公共サービス利用に必要だった。1980年代中盤
まで、この制度が厳密に管理運営されていて、戸籍なしに移動
することが禁じられていた。その後、中国は移動を自由化した
が、正式には戸籍制度を維持している。
　他分野の改革と同様に、中国は段階的かつ部分的に改革して
いった。1880年代中盤には、戸籍がなくても住居地以外で働く
ことが許可されたが、社会福祉や公共サービスの利用や正規就
職はできなかった。先進国でのポイントシステムに類似する二
層の移住制度が設計された。高等教育を受けた者には本籍変更
を許可したが、地方在住の教育水準の低い人々には期限付きの
居住しか認めなかった。多くの地方自治体では、多額の投資を
提供できる富裕移民に対して、「青印戸籍」が与えられてい
た。
　戸籍制度の維持と同時に、以下の観点から本人および家族の
国内移住による人間開発の恩恵が制限されてきたことが証拠と
して示されている。
【収入の恩恵】 2004年度には、地方から都市部に移動した移
住者は地方での農業収入平均の3倍に相当する人民元780（94
米ドル）の平均収入を得ていた。しかし、戸籍制度によって生
じる分断のため、通常の場合、期限付き移住者は比較的低賃金
の仕事に就き、戸籍をもった都市住民と比べると貧困率は2倍
となった。
【労働条件】 専門技能をもたない移住者は、適切な保護も福祉
も受けられない不法労働に就く傾向がある。3つの地方でのある
調査によれば、移住者の労働時間は地元民よりも50％長く、契
約書なしで雇用されることも多い。さらに平均的に中国全体の

70％以上が年金や健康保険制度を利用できるのに対して、移
住者で利用できるのは10人に1人未満。危険度の高い仕事も多
く、非常に危険な鉱山や建設現場での1万1000人の死亡者
（2005年）のうち、約75％が移住者だった。
【サービス利用】 期限付き居住の立場で移住した子どもは追加
学費を払わされるが、エリート校への入学は許可されない。推
定1400～2000万人の移住者の子どもが学校に通っていない。
小学校、中高等学校での中退率は、地元民のほぼ0％に対して9
％以上である。基本的な医療サービスを受けることもできな
い。移住者にかなり有利な社会サービスを提供している上海で
さえ、2004年にワクチン接種率が上海の地元民では全員なのに
対して、移住者の子どもは3分の2に過ぎない。移住者が病気に
なると、都市部の医療費が高額のため、治療を受けるために帰
郷することがよくある。
【参加】 制度上の障壁から、多くの移住者が移住先で周縁的な
地位に追いやられる。職場では自らの利権を発言したり、権利
を守ったりする機会はない。地元出身者の場合は5分の1が加入
しているのに対し、10人に8人近くが労働組合、労働者代表会
議、労働監督委員会などの組織に加入していない。遠距離が参
加の妨げとなることもある。武漢での移住者に関する調査で
は、最近の村選挙での投票率が20％で、投票所から遠く離れ
た場所に住んでいることが主な理由だった。
　戸籍制度改革の議論は進行中だと報告されている。独自に自
由化を行なっている地方自治体もある。1997年の立法改革によ
って移住者を含む労働者の権利がかなり改善された。2008年に
は移住労働者に能力のポータビリティを提供する取り組みが発
表された。例えば、広東省東莞でも変化の兆しがみられる。移
住者を「新住民」、移住と賃貸住居の管理事務所を「住民サー
ビス案内所」と改名したのだ。

Box 3.1  中国：国内移住に関する政策と結果

出典：Avenarius（2007）, Gaige（2006）, Chan,Liu,and Yang（1999）, Fan（2002）, Meng,and Zhang（2001）, Cai,Du,and Wang（2009）, Huang（2006）, Ha,Yi,and Zhang（2009b）, Fang and Wang（2008）, and Mitchell（2009）
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まれた推定4800万人の子どもが、出生証明書
をもたない。文書取得の費用が払えない、あ
るいは登録所が遠いといった間接的な要因が
その理由である26。
　申請手続きに時間がかかったり、一部の国
では賄賂が日常的だったりすることから、重
要な記録や渡航の基本書類の申請にお金が
かかってしまう27。コンゴ民主共和国では、
パスポート申請に500米ドル（平均年間収入
の70%）の賄賂を払うことになっている28。ま
た、行政能力が低く、渡航書類の作成で不正
行為が報告されているその他の国として、ア
ゼルバイジャン、インド、ウズベキスタンが
挙げられる29。
　世界的な労働市場において、「中間業者」
として知られる仲介者が一定の役割を果たし
ている。彼らは、情報ギャップを埋める手助
けをして、（ビザ申請前に採用を決めるな
ど）行政上の要求事項を満たし、移動に必要
な前金を貸すこともある。数多くの業者が存
在し、フィリピンだけでも1500カ所程度、イ
ンドには2000カ所程度の認定リクルート業者
があるという30。仲介サービスに支払う費用

はさまざまだが、家庭における1人当たりの
収入を超えることが多い（図3.5）。
　インドネシアを例にとると、移住先によっ
て費用に差があることがわかる。マレーシア
やシンガポールへの移動には給与の6カ月
分、台湾への移動には1年分が支払われる
（図3.6）。業者が請求しうる費用の法的上限は
一般に無視されることが多く、移住者はさら
に多くの金額を払わされている31。出身地と
移住先における給与格差が、中間業者によっ
て定められる価格の重要な決め手となる。あ
まり仕事がない場所では、仕事を割り当てる
業者が追加賃貸料を請求することもできる。
高い手数料を払っても、移住先到着後に、契
約が存在しなかったり、一方的な契約変更が
あったり、個人の安全や労働条件に関する深
刻な違反行為があることが判明するなど、権
利の悪用や詐欺行為が起こりうる32。使用者
にパスポートを没収された、不当な扱いを受
けた、医療診察が受けられないといった移住
者の報告もある33。
　広範囲にわたる規則や公的手数料によって
も不正が蔓延する。ロシアの使用者にとって

は、外国人労働者を雇用するライセンス申請
の行政手続に時間がかかり、不正が行なわれ
ているため、多くの場合は、外国人労働者雇
用の回避や非正規雇用の継続につながるとい
う34。シンガポールでは、専門技能をもたな
い移住者の使用者は税金を払わなければなら
ないのだが、その金額が労働者の賃金から差
し引かれる35。タイ、カンボジア、ラオス間
における合意により、仕事の仲介手数料が給
与の4～5カ月分に相当する。手続きには平均
4カ月間かかり、賃金の15％が移住者の母国
に保留される。一方、該当国の密輸業者は給
与の１カ月相当を請求するといわれる。この
ような費用差があることから、2006年度にタ
イにおける移住労働者の登録が26%に過ぎな
かったのも意外ではない36。

3.2　保健

　本項では、移住者の健康に関する移動の影
響を検証する。保健などのサービスが受けや
すくなることが、移動の主な動機づけになり
うる。トンガやパプアニューギニアの一流高
校の卒業者は、移住理由として、「給与」よ
りも「保健」と「子どもの教育」を多く挙げ
ており、また「安全確保」という回答も多か
った37。
　しかし、移住と健康の関連は複雑である。
移住者の健康は移住前の経歴や移住方法、
その後の定住環境などに左右される。多くの
場合、移住先の政府が労働ビザのために申請
者を厳密に審査するため、移住を認められた
申請者は健康なことが少なくない38。また非
正規移住者が口外できない健康問題を抱えて
いる可能性もある。
　出身地よりも豊かな先進国に移動すること
で、医療設備や専門家へのアクセスが改善す
るだけでなく、飲料水、下水設備、冷蔵庫な
どの食料保管設備、豊富な保健情報、そして
何よりも高収入といった健康促進要因にも手
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が届くことになる。移住しなかった場合より
も、世帯の子ども数が少なく、健康であると
いう証拠も提示されている39。同一人物の経
時変化を調査するパネルデータを用いた米国
での最新研究では、移住1年後にもっとも顕
著な保健の向上がみられた40。
　委託研究では、HDI低位国からの移動者に
おける幼児死亡率が16分の1（1000人の生児出
生に対する死産の割合が112人から7人）に減
少したことがわかった（図3.7）。こういった
恩恵は当然ながら一部は自由選択によるもの
だ41。それでも、出身地で同様の大幅な死亡
率減少が起こることは難しいだろう。比較ま
でに、2006年度『人間開発報告書』で報告さ
れたブルキナ・ファソにおけるもっとも裕福
な地域に住む世帯の乳幼児死亡率は、生児出
生1000人に対して150人だった。
　当然ながら、地方における劣悪な医療サー
ビス、水質、下水設備を考慮すると、都市部
への移住者は、地方居住者と比べて生存確
率を大幅に改善することになる42。効果の大
きさは、収入増や知識・実践の向上に準じ
て、滞在期間の長さに比例する。ときには都
市出身者よりも移住者の方が頻繁に医療サー

ビスを受けていることからも、医療の受給が
第一の移動動機となりうることが示唆されて
いる。しかし、都市部流出による健康への効
果は多様だ。より広範囲の研究によれば、社
会経済的に不利な国内移住者の健康状態
は、都市出身者よりも悪いことが判明した。
委託研究では、国内移住者の寿命が非移住
者よりも長かったのは、研究対象となった半
数の国に留まった43。
　複数のOECD加盟国での詳細な研究によれ
ば、移住者の初期における健康面での恩恵は
時が経るにつれて消滅する傾向にあることが
わかった44。これは悪い健康習性やライフス
タイルの実行、ときには工業国の低収入層に
みられがちな有害な労働・住宅・環境などの
諸条件によると考えられる。家族離別やソー
シャルネットワークからの分断、仕事に対す
る不安定な保障や生活条件が健康に影響す
ることがある。複数の研究で、定住者よりも
移住者の方がストレス、不安、憂うつを感じ
ると報告された45。劣悪な経済状態、言語上
の障壁、変則的な地位、新天地での不慣れな
生活と相関する結果だ。逆に、経済機会が改
善したことから精神衛生面で移住が好ましい

影響を与えたという研究もある46。
　劣悪な住居環境や危険な仕事への従事に
よって事故が増え、健康を危うくするかもし
れないが、これに関しては非正規移住者の状
況の方が悪い47。先進国においては、立場が
弱い移住者と自国民では、健康管理や健康状
態が不平等であることが研究で示されてい
る48。子どもの移住者の健康も、虐待されて
いるか、危険な職種かなどで影響を受けるこ
とがある49。例えば、インドでは、多くの国
内移住者が危険な建設現場で働き、皮産業
の労働環境によって移住労働者が呼吸器疾
患や皮膚感染症に冒されることもある50。し
かしこういった職種は、出身地の仕事と比べ
て賃金が高いため、インドのビハールという
農村地域での聞き取り調査では非常に需要が
大きいとされた51。
　すべての移住者が同等の健康管理を受けら
れるわけではない52。多くの場合、期限付き
移住者よりも永住する移住者の方が大きな恩
恵を受け、非正規移住者にはかなりの制約が
ある（図3.8）。中国のように認定された居住
区によって適用が決まる場合、移動によって
移住者が医療サービスを受容できなくなるこ
ともある。一方、とくに高度な技能をもつ永
住者は比較的医療サービスを受けやすくな
る。また、ポルトガルやスペインのように法
的立場にかかわらず移住者全員がサービスを
受けられる国もある。アラブ首長国連邦の場
合、首長国によって適用が異なるのだが、ア
ブダビとドバイでは使用者が労働者のために
支払わなければいけない強制的な保険制度が
ある。カナダでは全居住者が公共の健康保険
に加入する権利をもつが、居住者として適任
かどうかは州政府が決定する。
　とくに非正規移住者の場合、実際には医療
サービスへの障壁は、経済的な制約だけでな
く、身分、文化、言語の差によっても生じる53。
フランス、ドイツ、スウェーデンでは、非正規移
住者の扱いを報告する義務があるため、医療

提供者と患者の間に信頼
が生まれず、移住者の健康
管理を困難にしている54。
GCC諸国では、独身の
女性移住者が妊娠して
いると判明すると、強制送還が行なわれてい
る55。

とくに非正規移住者の場合、
実際には医療サービスへの障壁は、
経済的な制約だけでなく、
身分、文化、言語の差によっても生じる
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　豊かではない移住先では、非正規移住者
への健康管理サービス提供という理念と、人
的資源の限界という現実との間で葛藤があ
る。南アフリカでは外国人だとか、国の身分
証明書がないという理由で医療機関に治療を
拒否されて、エイズに対する抗レトロウィル
ス治療薬が入手できない状況を多くの在住外
国人が報告している56。南アフリカは、世界
の中でもHIV感染率がもっとも高く、抗レト
ロウィルス薬は増産されているものの手に入
りにくいことから、非正規移住者への優先順

位が低いのも意外ではない。しかし、より建
設的な事例もある。例えばタイでは、世界エ
イズ・結核・マラリア対策基金の支援下で、
カンボジアやミャンマーからの移住者に対
し、抗レトロウィルス薬を提供している。ま
た、同国では移住者を健康保険に加入させ、
非正規労働者にも適用する取り組みを行なっ
ている。

3.3　教育

　教育は、収入を得る可能性や社会参画とい
う点で、内在的な価値があり、有益な恩恵を
もたらす。経済、社会的統合や世代間の収入
利益を円滑にするような、言語、技術、社会
上の専門技能を身につけることができる。と
くに低年齢の子どもは、移動によって教育を
受けられる可能性がある。より高度で、恵ま
れた学校へと子どもたちを通わせることを目
的として移動する家族も少なくない。途上国
の地方部においては、小学校教育しかなかっ
たり、都市部よりも教育水準が低かったりす
ることが、地方から都市部へのさらなる移動
の動機づけとなっている57。同様に教育目的
で海外に移住する、いわゆる留学移民も増え
ている58。
　本項では、移住者の子どもが公立学校に入
学できるか、地元民の子どもと学業面での差
があるかといった出身地と移住先での学業水
準に関する証拠を検証する。
　家族が移住すると、さまざまな理由から学
校の生徒数が変化することがある。収入増も
理由のひとつだが、教師や学校の有無、イン
フラの質、交通費などの要因も見逃せない。
教育による恩恵を評価するための最初の指標
は、当然ながら入学率の比較となる。これに
よって、移動が大幅な利点を生むことがわか
る（図3.9）。なかでもHDI低位国からの移動
によって子ども間に最大の差が生まれる。し
かし、注意すべきことが2点ある。第一に、

これらの結果は移動が肯定的な選択であった
ために過剰評価された可能性があること。第
二に、入学したからといって、質の高い教育
が受けられたり、好ましい学業成績が得られ
たりするわけではないことだ59。
　身体的、精神的、感情的な発達のための早
期刺激や乳幼児の発達に関する早期幼児開
発（ECD）プログラムの重要性は十分に認識
されている60。ドイツの研究では、ECDによっ
て移住者の子どもたちが同じような社会経済
背景をもつ現地の子どもと同水準になれるこ
とがわかった61。しかし、欧米で移住者の子
どもに奨励されているにもかかわらず、従来
の規範や、言語・文化的な障壁、ときには不
安定な法的立場などによって、一般的に移住
者の子どもの正式なECDプログラムへの登録
は少ない62。タイは、北部の国境地域で移住
者に対して非公式なECDプログラムを適用さ
せようとしている途上国のひとつだ。同様の
試行がハイチ出身の子どもに対するドミニカ
共和国のプログラムなどにもみられる。
　移住者の子どもが公立学校に入学できな
い、または高い授業料を要求される国もあ
る。政策評価によれば、先進国では、永住、
期限付き滞在、人道的理由、非正規滞在にか
かわらず、移住者全員に即時の入学許可を認
める傾向がある（図3.10）。それでも、シンガ
ポールやスウェーデンの場合のように63、サ
ンプル中の先進国の中にも非正規ステータス
の子どもが入学できないこともあった。ま
た、エジプト、インドなどサンプル中の途上
国では半数以上が入学を許可されなかった。
例を挙げると、アラブ首長国連邦では非正規
ステータスの移住者の子どもは教育サービス
を受けられない。ベルギーの教育は無償で、
誰もが教育を受ける権利を有するが、非正規
ステータスの子どもには義務ではない。ポー
ランドでは、6～18歳の子どもに義務教育を受
ける権利があるが、非正規ステータスの子ど
もは基金の対象になっていないため、入学を

拒否する学校もある64。
　貧困と（公式かつ非公式な）差別が基本サ
ービスの利用を妨げている。非正規ステータ
スの子どもに公立学校への入学の権利があっ
たとしても、入学自体に障壁があるかもしれ
ない。（フランス、イタリア、米国などの）
国々では、非正規ステータスでの滞在が報告
されることを怖れて、入学をためらうことも
ある65。南アフリカでは、就学年齢の非南ア
フリカ人の3分の1近くが学校に通っていな
い。学費、交通費、制服代、教科書代が払
えないことに加えて、学校による入学拒否が
理由だ。一方、学校に通う外国人は、教師や
同級生から差別的な言葉を浴びせられること
が多い66。
　もっとも深刻な問題が、子どもだけで非正

　子どもだけの移動の原因は人身取引や亡命だと考えられることが
多い。しかし、長年にわたる過去の記録によって、仕事や教育の機
会を求めて子どもが移動することが確認された。子どもの権利に関
する条約では、子どもを自己の権利を有する仲介者／代理人、意思
決定者、発起人、社会的関係者としてある程度認めている。しか
し、子どもの移動に関する文献や政策は福祉や危害からの保護に偏
ったものが多く、社会的な一体性、円滑化、非差別といった政策は
見落とされがちだ。
　子どもだけの移動の影響は状況が特殊である。地方に住む子ども
の場合、学校へ通わないことが、仕事を理由に移動しがちなことと
強く結びついていると研究で判明した。また、移住と教育には明確
な関連性があるとした研究もある。アルゼンチン、チリ、南アフリ
カの国勢調査データを用いた最新研究によれば、被扶養者である子
ども移住者が収容されるのは非移住者と類似した場所だが、子ども
だけの移住者は移住先でより劣悪な収容所に入れられる。被扶養者
である子ども非移住者の雇用率が4％未満なのに対して、海外にひ
とりで移住した15～17歳の子どもの5分の1以上が雇用されてい
た。親戚や使用者と共同生活をしている場合が多いのだが、収容場
所や安全確保が大きな懸念となっている。子どもは大人よりも転職
が難しく、資格があったとしても書類を手に入れにくく、使用者か
らの暴力や警察による敵対に遭いやすいかもしれないし、使用者な
どに騙されやすいこともある。

Box 3.2 子どもだけの移住

出典：Bhabha（2008） and Yaqub（2009）.

80

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発3

81障壁を乗り越えて――人の移動と開発

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発 3



規に移住する場合（Box 3.2） 、および両親と
共に一時的に途上国間を移住する場合という
2つである。前者では、社会・文化的孤立、
過酷で危険な労働、極端な貧困、劣悪な健康
状態、言語の障壁から、教育をまったく受け
られない可能性が高い67。後者では、季節的
な移住によって教育が中断されてしまうこと
が、ベトナムやパキスタンの質的研究で判明
した68。例えば、ベトナムのラックライという
少数民族の場合、収穫期には子どもを連れて
隔離された山間に移住するため、この期間は
子どもたちが学校に通うことはない69。
　出身地と比べて優れた学校に通えたとして
も、地元で生まれた子どもたちよりも成績優
秀とは限らない。学習到達度調査（PISA）
の対象となった21のOECD加盟国および12の
非加盟国において70、理科の試験成績で移住
者出身の生徒が地元出身の子どもよりも悪い
成績を残した。しかし、オーストラリア、ア
イルランド、ニュージーランド、イスラエ
ル、マカオ（中国）、ロシア連邦、セルビア
では、外国生まれの生徒は地元出身の生徒と
同水準の成績だった。また、同じ出身国でも
隣接する移住先では成績が異なることがあ
る。例えば、トルコ出身の移住生徒はドイツ
よりもスイスで数学の点数が高かった71。移
住先で生まれた移住者の子ども、いわゆる次
世代では成績が向上したが、デンマーク、ド
イツ、オランダは例外だった。
　移住者世帯の子どもの教育で不利な理由の
ひとつが、両親の教育水準が低く、収入が少
ないことだ。フランス、ドイツ、スイス、米
国で多くみられるように、移住者世帯の親世
代が高校を卒業していない場合、子どもの教
育期間も短い傾向がある。しかし、多くの移
住者世帯が親戚から離れ、ソーシャルネット
ワークからも分断されて暮らしているのだ
が、8カ国の先進国での研究では両親が揃った
地元の子どもよりも移住者の子どもの方が一
般的に優れていると判明した72。これは片親

であることで移住者の子どもが不利であると
いう文献の考察に反するものだ。
　通常、OECD加盟国では、移住者世帯の生
徒は地元生徒と同水準の教師や教育資源を有
する学校に通っている。しかし、デンマー
ク、ギリシャ、オランダ、ポルトガルは例外
的である。というのも、移住者の子どもが通
う学校の水準が国の水準を下回ることがある
のだ。ただし、このことは移住者の社会的立
場というよりも現地の所得水準に関連してい
る。学校分離に関する米国での研究によれ
ば、都心部のマイノリティ向けの学校に通っ
た場合、移住者世帯の子どもの方が試験成
績は劣っていた73。オランダとスウェーデン
の研究では、移住者の子どもを集めて、他の
子どもから分離すると、学業成績に不利なこ
とがわかった74。教材や機材という点で不利
な立場でなくても、移住者の子どもには現地
言語の習得といった特別なサービスが必要な
こともある。
　学校教育に関心をもつのは、次世代の将来
展望を改善する上で有意義だからでもある。
これに関する証拠を、Box 3.3で提示する。

3.4　エンパワーメント、市民の権利と参加

　物質的な豊かさだけでなく、交渉力、自尊
心、尊厳なども移動に影響を与える可能性が
ある。「個人の目標や幸福を追求するために
行動することの自由」と定義されるエンパワ
ーメントが75、移動によって強化される。し
かし、移住先で敵意に直面し、暴動などに発
展するような場合、移住先での受入れ体制が
大きな問題となる。
　人間開発では、政治保障や市民保障なしに
履行できない社会的な自由を含めて、あらゆ
る可能性に着目する。哲学者が「自尊心の社
会的基盤」と呼んだ自由の一部を形成してい
るものだ76。収入の恩恵と同様に重要であ
り、そのような恩恵と関連している可能性も

あるのだが、社会、階層、民族的に根深い障
壁によって抑圧される。移住者に対する姿勢
は多くの国で否定的であり、移住者の尊厳や
自尊心を傷つけることになる。これは新たな
現象というわけではなく、19世紀にはアイル
ランド系の移住者が英国で、中国系移住者が
オーストラリアで同じような偏見に直面した。
　移動によって地方出身の女性が自立するこ
とができる。彼女たちが都市部へ移り、家族
や友人から離れ、家庭外で賃金を得る仕事に
就いたとき、エンパワーメントを手にする77。
エクアドル、メキシコ、タイでの定性的な研
究でこの効果が示されている。研究対象とな
った女性たちがかつての生活に戻るとは考え
られない78。出稼ぎ労働で移住したトルコ人
女性の中でも、労働力が高まるほど、より確
固たる自立を得ていた79。移動によって従来
の役割に抵抗するのは女性だけではない。若
い男性移住者も、家族内の家父長支配の構
造に抵抗するために同様のエンパワーメント
を得ることがある80。
　しかし、必ずしも肯定的な結果が生まれる

とは限らない。移住時に出身国で一般的であ
った文化的・社会的慣習を、自国ではすでに
変化しているのに、堅持し、時間が止まった
ような状況に陥る移住者コミュニティもあ
る81。または移住者コミュニティが自らを移
住先の文化から隔離する手段として、極端に
保守的な考え方や慣習を作り出す可能性もあ
る。これらは孤立や、場合によっては過激主
義に結びつくこともある。文化の伝統とコミ
ュニティの伝統、社会経済状況と公共政策の
間には複雑な力関係が存在する。ラテンアメ
リカ10カ国における最新のミクロ分析では、
地方の出身地よりもサービスを受けやすいに
もかかわらず、先住民出身の国内移住者が都
市部でいまだに差別に直面していることがわ
かった82。そればかりか、アルゼンチンに住
むボリビア人女性が差別を受け、雇用機会が
限定され、従属的な社会的立場を維持してい
るという研究もある83。
　エンパワーメントにとって市民参加および
参画が重要な局面となる。世界価値観調査
（World Values Survey）を用いた分析で

　自分の子どもたちの生活を改善しようと移動を決意すること
がよくある。当然ながら、移住者の子どもは政策決定者の注目
すべき中心グループとなる。例えばブリュッセルでは、就学年
齢の40％以上が移住者の子どもだ。ニューヨークでは半数、ロ
サンゼルスでは3分の2に相当する。
　将来のために優れた教育を受けることは重要だ。移住者の子
どもは親世代よりも成績が良いという証拠があるが、社会経済
的な性質を考慮しても、移住者ではない子どもに完全には追い
つかない。しかし、オーストラリアやカナダといった例外もあ
る。これらの国々では、自国出身の子どもたちと比べて同等ま
たはより優れた成績を残している。早期段階で能力別編成を組
み入れた教育制度を行っているドイツやオランダなどで、成績
差がもっとも大きいようだ。
　移住者の子どもの労働市場における状況も国や集団によって
異なる。最近の調査によれば、同年齢の子ども移住者と比較す

ると移住者の子どもの雇用率が高かったが、子どもの非移住者
と比べると不利だった。移住者の子どもの失業率がもっとも高
いヨーロッパの国もある。仕事上の非公式なつながりが築けな
いことや、（出身地や階層による）差別を受けることによる不平
等が生まれている。
　就職口が少ないことから、人種差別を受ける移住者の子供も
いる。例えば米国での研究では、移住者の子どもにとって縁故
や仕事上のつながり、将来の抱負が同じ民族集団内に限られて
しまう、いわゆる「区分された同化」の危険を示唆している。
しかし、この危険度もグループによって異なる。メキシコから
の移住者の10代の子どもたちは、中退、投獄、妊娠などのリス
クがより高いことがわかった。同様の研究で、家族の経済的社
会的資質やコミュニティの水準によってこれらのリスクを克服
し、不満をもつ最底辺層の若者の増加が回避できることが示さ
れた。

Box 3.3 次世代

出典：Crul （2007）, OECD（2007）, Castles and Miller（1993）, and Portes and Zhou（2009）.
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は、移住者世帯出身者は、幅広い市民団体に
より多く参加する傾向があると示唆された。
両親が移住者ではない人と比べて、スポー
ツ、レクリエーション、芸術、職業などの複
数団体に多く参加し、それらを信頼している
という。また、移住先の言語が話せるように
なり、滞在が長期化し、移住先で教育を受
け、ソーシャルネットワークや労働市場とも
結びついて、登録や投票などの制度上の障壁
が減るにつれて、政治参画の度合いが増大す
るという研究もある84。
　とくに市民権や投票権においては、制度上
の要因が問題となる。政策評価によれば、地
方選挙で外国人が投票できる先進国もある
が、国政選挙は国民に限定されている（図
3.11）。団体加入や投票、地方選挙立候補お
よび支援に関する移住者の機会を評価する移
民統合政策指標（MIPEX）によれば、西ヨ
ーロッパでは参加に有利だが、中央ヨーロッ
パ、東ヨーロッパ、南東ヨーロッパでは不利
となる。スウェーデンでは、3年間以上合法的
に居住する者全員が地方選挙で投票、立候
補できる。一方、スペインに住む外国人の場
合、地方自治体に居住者として登録すれば、
地方選挙での投票が可能だ。
　多くの人が現状よりもより高い個人の身の

安全を獲得するために、優れた法規制や政府
責任が存在する場所へと移動する。亡命中に
法的立場が不利なのは、紛争から逃れる多く
の難民にとっては自明のことである。二国間
の移動の決定要因を分析したところ、移住先
の民主主義の水準が重大かつ肯定的な影響
を与えていた85。
　とはいえ、警察の通常業務に移民法の強制
執行が含まれるような場合は、たとえ法整備
がなされている国でも問題となる。非正規移
住者が腐敗した公務員に狙われやすい国もあ
る。南アフリカでは、賄賂を要求しようとす
る警察官が逮捕を正当化するために文書を破
棄したり、認めなかったりすることがよくあ
る86。チェコに住むモンゴル人移住者も、正
当であるなしにかかわらず、警察に踏み込ま
れて罰金を払わざるをえなかったことがあっ
たと報告した87。また、マレーシアの移住者
は、非公式な強制を執行されることがあり、
権力乱用の訴えにつながっている（Box 
3.4）。
　4章では、移住受け入れ側の人々が、移住
者のもたらす経済、安全、文化面での影響を
懸念する傾向があることを指摘しており、外
国人への偏見が増大する場合もある。とくに
過激派が恐怖心や不安感を煽るような場所で
は、この傾向が顕著である。2008年のマレー
シアと南アフリカ、2009年の北アイルランドの
場合のように、移住者への暴力が発生して、
住民と社会全体に深刻な影響を与えることも
ある88。経験に基づけば、これらの暴動は通
常、政治的空白によってコントロールできな
い地元住民が、内在する社会不安を操ること
ができたときに起こっている89。
　このような問題に耐えられずに移住者が社
会的な接触を避けることもあるのだが、皮肉
にも移住者と非移住者の社会接触が増えるこ
とで寛容度が増して、既存の偏見に対処でき
るようになると証拠が示している90。当然な
がら、統合を円滑にして、増大する不安を取

り除くような政策やサービスを設計・発信す
るためには、穏健派政治家、政府関係者、
NGOの各自が大きな役割を果たさなければな
らない。法律を制定するだけでは十分ではな
い。リーダーシップや責任をもって、情報を
提供し、世論を醸成しなければならないのだ
（5章）。

3.5　好ましくない要因による移動

　グリーンカード抽選に当ったとか、友人や
親戚が都会で新たなチャンスを与えてくれた
とか、運が回って移住する人もいる。しか
し、多くはジンバブエの経済崩壊や政治混
乱、スーダンの紛争、アジアの津波災害な
ど、困難な状況に対処するために移動する。
そのような状況で移動すると、危険に身をさ
らし、より弱い立場となり、将来性を損なう
ことになる。悪い結果をもたらすのは、移住
そのものではなく、内在する要因である。本
項では、紛争、開発による追放、人身取引と
いう3つの広範囲な要因と関連する結果を検
証する。

3.5.1　社会の不安定による移動

　通常、社会不安や暴力から避難する人々
は、自らの人間開発の成果が完全に崩壊した
と考える。しかし、移動することによって、
残留すれば必ず経験する大被害から免れるこ
とにもなる。難民に対する保護は、いくつか
の形態によって行われている。主なものとし
て、条約調印国による庇護の対象となる個人
の範囲（難民の定義）を明確にし、彼らに保
障される諸権利を規定する1951年の難民条約
に基づきなされる保護や、国連難民高等弁務
官事務所（UNHCR）のマンデート（職務権
限）に基づき与えられる保護がある。このよ
うな保護によって、多数の人が安心できる安
全な新天地へと移動できるようになった。

　戦争の武器として民間人を計画的に配置す
るなど、大量の人口移動に近代的な紛争が関
連することが多くなった91。北米、西欧、オ
ーストラリアなどの遠隔地に逃亡できる人も
いるが、大半の避難民は国内または近隣国に
移る。紛争による避難では3分の1程度のみが
収容キャンプに在留できるが92、このことが
紛争の影響を受けた貧しい人々の困窮を象徴
している。最近の事例として、スーダンのダ
ルフールが挙げられる。襲撃によって家畜、
作物、井戸、住居を破壊されて避難した人々
が、長期化する南スーダンの紛争で追われた
世界最大の避難民に加わった。
　貧窮した人々が戦闘地帯を逃走する場合、
深刻な危険を伴う。紛争によってあらゆる資
本が弱体化、または破壊され、収入源やサー
ビス、ソーシャルネットワークを絶たれた
人々に追い討ちをかける。紛争終結後は身体
への直接的な脅威はなくなるかもしれない
が、避難民はさまざまな困難に直面しつづけ
る。なかでも、収容キャンプ周辺では、安全
確保と現地での敵意が大きな懸念のひとつと

　東南アジアで経済活動が活発なマレーシアには多くの移住労働者
が集まる（2005年度の公式調査では人口の約7％に相当）。2008年
末、マレーシアにおける労働人口2700万人中の約44％に当たるお
よそ1200万人が移住労働者で、その中には、バングラデシュ、イ
ンドネシアなどのアジア諸国からの210万人の合法移住者が含まれ
ていた。マレーシア政府は認定されない移住にも寛容だが、今後、
新たな入国の禁止を立法化し、強制執行を行なうこともある。
　1972年以降、マレーシアの自警団（RELA）が移民法を含めた法
の執行の手助けをしている。約50万人のRELA団員には警告なしの
職場や自宅への踏み込み、および武器携帯が認められ、RELA指導
者の許可があれば逮捕もできる。移住者のための活動家によれば、
RELA団員は自らを正義の執行者とみなし、移住者の逮捕を正当化
するために証拠を捏造したり、治安維持のために過度な権力を行使
したりするという。最近、政府が権力乱用の抑制を発表し、団員を
訓練することでRELAの改良手段を探っているところだ。

Box 3.4 マレーシアでの強制執行の仕組み

出典：Crush and Ramachandran（2009）；Vijayani（2008）；Migration DRC（2007）
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なる93。内戦の場合は、国内避難民が、政府
から嫌がらせを受けたり、地元民から敵意を
ぶつけられたりすることもある。
　とはいえ、紛争や政情不安が移動の要因と
なる割合は、国際移動の10分の1、国内移動
の20分の1に過ぎないほど小さいということ
に留意しなければならない。さらに地域差が

存在する。紛争が大きな要因となっているの
がアフリカで、国際移動の13％を占める。地
図3.1に示したのが、紛争地域とアフリカ国内
外での主な避難民の流れである。たしかに、
深刻な状況だが、実際には紛争ではなく、ほ
かの地域の人々と同じ理由で、多くの移動が
起こっている94。
　不安定な状態がつづく中で、とくに身分を
証明する書類をもたない場合に避難民が直面
する大きな問題は収入を得ることだ95。ある
委託研究のケーススタディによれば96、難民
が自由に移動して、仕事や土地を手に入れる
ことを法的に許可しているのは、研究対象と
なった6カ国中、ウガンダだけだった。ウガ
ンダの収容キャンプに滞在する労働年齢人口
の約44％が雇用されている。一方、他の5カ
国では雇用率は15％未満。避難民に労働が許
可されたとしても、就労機会はめったにな
い。
　社会不安を要因とした移動による、人間開
発の成果はさまざまだ。国連の国内避難民に
関する指導原則で意識が高まったものの、女
性と子どもが80%を占める国内避難民には、
難民と同等の法的権利は与えられない97。世
界でおよそ2600万人と推定される国内避難民
のおよそ半数が、UNHCRや国際移住機関
（IOM）などから支援を受けている。しか
し、国際支援の制限を正当化するために主権
が発動されることもよくある。2007年には、ス
ーダン、ミャンマー、ジンバブエでそれぞれ
50万人以上の人々が危機的状況だったが、人
道的支援を受けることができなかった98。そ
こまで極端でなくても、栄養不足、安全な水
や医療機関の利用難、文書や財産所有権の
欠如などが国内避難民には頻繁に起こりう
る。その一方で、国内避難民の権利や生活状
態を改善するために着実に努力している国も
ある99。
　国際的な難民の状況も多様だが、パレスチ
ナのように紛争が長引くと厳しくなる。およ

そ半数の難民がこのような状況に置かれてい
ると思われる。ある委託分析では、全体的に
人間開発の結果が不十分で、グループ間、国
家間で不均等が起こることが確認された。性
的、またはジェンダーに基づく暴力も頻繁に
起こっている。しかし、矛盾しているようだ
がブルンジとスリランカでは、家族を守った
り、養ったりする新たな社会的役割を受け入
れた女性たちが自立心をもつようになったと
報告された100。
　難民キャンプにおける教育と健康の指標が
周辺住民よりも高いことがある。しかし、
UNDPの研究によれば、ネパール、タンザニ
ア、ウガンダで調査されたキャンプでの医療
専門家の出産立会い率は、それらの国全体で
もっとも高かった。同様に、小学校入学率や
生徒数に対する教師数比率といった教育指標
でも、一般住民よりも難民の方が恵まれてい
る（図3.12）。これらの傾向は、キャンプでの
人道的支援の努力、および多くの難民を抱え
る国々における人間開発状況や指標の問題性
を浮き彫りにしている。
　前述の通り、大半の難民や国内避難民が収
容キャンプに入れず、また入れたとしても長
期滞在は難しい。例えば、UNRWAが管理す
るキャンプに暮らしているのは、パレスチナ
難民全体の3分の1未満である101。都市部に移
った難民は平均年齢が低く、教育も受けてい
るので、キャンプでの生活よりも有利な人間
開発の成果が得られるかもしれない。また、
裕福な難民であれば、政府の特別プログラム
を利用するなどして、より豊かな遠い国に逃
亡することもできる。
　難民としての地位や住居を獲得できる庇護
申請者はごく一部で、申請が認められなかっ
た場合には、不安定な状況に陥ることにな
る102。彼らの状況は移住先の国家政策によっ
て異なる。政策評価が行なわれた先進国で
は、人道的理由の移住者は緊急医療サービス
を受けることはできるが、予防サービスは受

けられなかった。一方、対象とした途上国で
は、難民が公共の医療サービスを受けること
は難しかった（図3.8）。
　そこで、持続可能な帰還や現地への統合に
よって、問題を長期的かつ継続的に解決する
方法をみつけることが大きな課題となってい
る。2007年には、推定270万人の国内避難民
と70万人の難民が自らの出身地へと帰還し
た103。これは各々、全体の約10％、5％に相当
する。何よりもパレスチナの例が証明するよ
うに、紛争が長期化し、社会不安が広がり、
現地での経済的な機会が皆無な状態になる
と、難民は困難に直面することになる104。
　とくに労働市場への統合という観点から
は、難民はかなり不利な面をもつが、多くの
先進国、途上国で、難民が自然淘汰といった
かたちで地域コミュニティに徐々に組み入れ
られていく事例もある105。

3.5.2　開発により住居を追われる場合

　開発プロジェクトによって住居を追われる
場合にも、好ましくない結果が起こりうる。
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昔から繰り返されている
のが、都心部への水と電
力の供給、灌漑のための
下流地域の開墾といった

理由で大型ダムが建設される場合である。畜
産農家が川沿いの放牧地を手放し、収益をも
たらす作物栽培のために農地拡大する場合も
ある。道路、鉄道、空港などインフラ建設に
よって住居を追われることもあるし、鉱山、
発電所、石油探査と採取、配管などのエネル
ギー分野の理由もある。地域コミュニティに
相談せずに、組織の上層部が、独断で、公園
や森林保護区建設のために、地元民を立ち退
かせることもあるだろう。
　通常、市場や電気・水の供給などと関連し
て、生産性の高い技術が提供されることか
ら、これらの投資によって人々の機会は増大
する106。
　しかし、投資が、どのように計画され、も
たらされるかが重要だ。1990年代までは、こ
のような介入は、少数の直接関与者に好まし
くない影響を与えるとされて、社会的公正お
よび人権の観点から批判されてきた107。
　開発を批判する世界ダム委員会は、「立ち
退きに反対できずに、世界各地で窮乏化と無
力化が支配している」と述べている108。とく
に最悪な結果の影響を受けるのが、大型プロ
ジェクトで立ち退かされた先住民や部族であ
る。
　先住民コミュニティで観察された影響に
は、資産の損失、失業、債務奴隷、飢餓、文
化崩壊などがある。多くの事例が文書に残さ
れている109。インドでは約2100万人が開発に
よって住居を追われたとインド社会研究所は
推定しているが、その多くが指定カーストや
部族民だった。ブラジルでは、ツクルイ・ダ
ムの建設で推定2万5000～3万人が追われ、
パラカナ、アスリニ、パルカテジェといった
先住民の生活習慣や暮らしを大きく変えてし
まった。再定住計画が不十分だったことから

コミュニティが分裂し、（建設工事のため
に）増大する新移住者と立ち退き住民の両方
が、利用できるインフラがまだ整備されてい
ない地域に、何度も移動しなければならなか
った110。
　この問題は、先述の国内避難民に関する指
導原則でも述べられている。原則によれば、
行政は計画段階で移住を避けるためのあらゆ
る選択肢を検討すべきだという。それが避け
られない場合には、移住が公共利益のために
最善の方法だと行政が強く主張することもで
きる。ただし、その際には出資者全員の支援
と関与を求め、可能ならば補償の条件を明記
し、問題解決方法を含むことが必要となる。
移住が生命、尊厳、自由、安全を脅かすわけ
ではない。適切な収容施設、安全、栄養、健
康など、移住者にとって、必要な長期的対策
を含めなければいけない。先住民、少数民
族、小自作農、畜産農家への保護にはとくに
配慮すべきである。
　これらの原則は、規模にかかわりなく開発
プロジェクトによって生じる、社会、経済、
文化、環境面での問題も、開発計画者に知ら
しめている。非自発的移住政策を掲げる世界
銀行などのように、開発に対する大手資金提
供者は、分析を計画段階で組み入れることが
開発の進展に不可欠である111。このような政
策によって、世界銀行の独立審査パネルなど
の仕組みを通して、権利を侵害された人々に
は、抗議する権利が認められる。解決は容易
ではないが、このアプローチで多くの人に好
ましい人間開発の結果がもたらされ、少数派
の移住者がもたらす危機の軽減に役立つであ
ろう。

3.5.3　人身取引

　人身取引と聞いて思い浮かぶイメージは恐
ろしいもので、性的搾取、集団犯罪、暴力的
虐待、経済搾取などと結びつくことが多い。

人身取引は個人に悪影響を与えるだけでな
く、集団全体の関係を損ねる。このため注目
度が高くなりつつあるが、その規模や国境内
外での移動の相関性について信頼性の高い判
断は下されていない（2章参照）。
　何よりも、人身取引は人間の自由の制限と
基本的人権の侵害に結びつく。取引の組織網
に落ちると、逃亡しにくくするために旅券を
奪われて、孤立化させられる。多くの場合、
言語、社会、身体的な障壁から助けを求めら
れない場所で債務奴隷となる。さらに、法的
制裁や刑事起訴を怖れて、本人が身元を明ら
かにしないこともある。性労働者として取引
された場合は、HIVや性伝染病に感染する可
能性も高い112。
　人身取引の影響を評価する上で基本的な制
約となるのがデータである。IOMによる人身
取引対策モジュールのデータベースには、典
型的なサンプルとはいえない1万4000件未満
のデータしか含まれていない。国連薬物犯罪
事務所（UNODC）のデータベースも同じだ113。
これらのデータ、および既存の研究や報告か
ら描かれる全体像は、人身取引の犠牲者の大
半が少数民族出身の若い女性ということであ
る。このことは他の出典でも確認されてい
る。例えば、南東ヨーロッパにおける研究で
は、紛争が起こった国の地方部に住む少数民
族出身の若者が、労働市場から排除され、無
力化されることから、人身取引の犠牲になり
やすいとされた114。しかし、被害者としての
立場を拒否されることを怖れて報告したがら
ない男性がいるかもしれないので、この全体
像には歪みが含まれている可能性もある。社
会、経済的な排除に加えて、家庭やコミュニ
ティ内部での暴力や搾取によっても人身取引
が起こりうる状況が生まれる。また、海外で
高収入の仕事を約束されて、騙されることも
あるだろう。
　人身取引の中でもっとも多く確認されてい
るのが性的搾取である（UNODCデータベー

スでは約80%）。残りは経済的搾取が占めて
いる。女性、男性、子どものいずれもの場合
も、これ以外に債務労働、家内強制労働、強
制結婚、臓器摘出、物乞い、不法な養子縁
組、徴兵などの搾取目的での人身取引が報告
されている。
　人身取引による人間開
発の好ましくない結果
が、取引された本人の権
利や資産が失われるだけ
でなく、移住国の法体制
に関連することがある。
周縁に追いやられた人々は、制限された移民
管理によって非正規ステータスとなる傾向に
ある。この結果、合法な労働市場に参入した
り、国が国民や認定された移住労働者に提供
する保護を受けたりすることができない115。
当然ながら、人身取引は、より有利な機会を
与え、意識を高めることで、もっとも効果的
に排除できる。人身取引を拒否することが、
最大の抵抗となるのである。
　人身取引はその他の種類の搾取と区別する
ことが難しく、搾取行動の定義にも課題が残
るため、被害者の権利への対応が難しい。こ
のため法律の施行に問題が生じている。性産
業に従事する女性移住者すべてを人身取引の
対象者として広く解釈することがあるよう
だ。これがハラスメントや強制送還を正当化
する理由にされて、彼女たちがより一層搾取
されやすくなる。また発見されると、必ず強
制送還されたり、法令遵守という条件つきで
支援プログラムを紹介されたりする。
　最近では、反人身取引戦略が進められてい
る。意識向上キャンペーンや暮らし改善プロ
ジェクトの展開など、取引の被害にあう可能
性やコミュニティの脆弱さを取り除くための
介入が実行されている。支援プログラムによ
ってカウンセリング、法整備支援、帰還や再
統合への支援なども提供される。エチオピア
とマリで試行された娯楽や体験記を用いたコ

何よりも、人身取引は
人間の自由の制限と
基本的人権の侵害に結びつく

人身取引はより有利な機会を与え、
意識を高めることで
もっとも効果的に排除できる。
人身取引を拒否することが、
最大の抵抗となるのである
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ミュニティ意識の向上、コンゴ民主共和国で
の世帯別大量伝達キャンペーンなど、成功し
たプログラムもある116。その一方、逆効果と
なった戦略や、偏見によって女性の権利が限
定されるなどの悲惨な結果となった事例もあ
る。例えばネパールでは、予防を訴えること
で女性が村を離れられなくなったり、HIVの
意識向上キャンペーンによって帰還者が非難
されたりした117。反人身取引戦略によって複
雑かつ困難な問題が生じうることから、注意
深く扱わなければならない。
　人身取引の売人と就職斡旋業者や密輸業
者との境界線は曖昧だ。例えば、雇用ビジネ
スを拡大すると、数多くの不法な下請け業者
を巻き込むことになる。合法な就職斡旋業者
の傘下で仕事をする下請け業者は責任をもつ
ことなく、費用を吊り上げることができる。
拘留や送還の危険性も高くなる。密輸でも、
腐敗した国境監視の役人に賄賂を渡したり、
偽文書を作成したりする場合がある118。

3.6　全般的な影響

　収入、保健、教育、エンパワーメントおよ
び行政機関に関する移動の影響についてそれ
ぞれ調査し、強制移動の際に生じる好ましく
ない結果を考察した。全体的な変化について
は、HDI差を比べると理解しやすい。
　経歴調査では、国内外への移住者と非移
住者間のHDIに大きな平均差がみられた。
OECD加盟国への移住者のHDIは、出身国に
残留した人のHDIよりも、平均的に24％高
い119。大きな恩恵に浴するのは先進国への移
住者だけではなく、国内移住者と非移住者
の間にもかなりの差があった120。図3.13によ
れば、分析の対象となった16の途上国中14カ
国で国内移住者のHDIが非移住者のものより
高い。
　顕著な差が表れる場合もある。例えばギニ
アの国内移住者では、移住者のHDIは非移住

者よりも23％高く、OECD加盟国への移住者
よりもわずか1％低いだけであった。これら
の移住者集団を単独扱いすれば、世界的な
HDI比較では非移住者の集団よりも25ランク
も上位となる。
　国内移住によって、全体的に福利が改善さ
れなかったのは、グアテマラとザンビアのみ
で、国内移住者のHDIが非移住者よりも低
い。両方の事例で、移住に伴う危険性が示唆
されている。グアテマラでは、大半の移住者
が1980年代と90年代前半の暴力および内戦に
よって国外に逃げている。一方、ザンビアで
は移住者は過去20年間にわたる継続的な経済
危機によって、都市部の深刻な貧困に直面す
ることになる。ボリビアやペルーの事例で
は、大きな収入増があったにもかかわらず、
全体的な人間開発の結果は不十分なままであ
る。サービスを受けにくいなど、福利を阻害
する要因があるようだ。しかし、このような
少数の事例を除いては、大半の移住者が恩恵
を受けていることが明らかになった。
　国際移動者に関する研究結果は、移住者自
身の福利に対する認識に基づいた証拠によっ
て生まれている（図3.14）。2005年に52カ国の
データが分析されたが、自己報告による幸福
と健康のレベルが、移住民と非移住民（地元
民）では非常に類似していることがわかっ
た。移住民の84％が幸福だと感じ（非移住民
の83％）、72％が自己の健康が非常に良好、ま
たは良好だと感じ（非移住民の70％）、生活
に「満足していない」のは9％に過ぎない
（非移住民の11％）。移住民が非常に幸福だと
報告した割合は、先進国においてもっとも高
い。同様に、海外または現地で生まれた回答
者の約70％が自分たちは「人生に対する自由
と選択を有する」と答えた121。

3.7　結論

　移動に関連する複雑な影響について簡単に

要約するのは難しい。本章で提示された幅広
い結果によって、1章で概説された人間の自由
拡大のための移動の役割が確認された。一般
的に移動者はある程度は恩恵を受けて、機会
を増大させている。恩恵が非常に大きいこと
もある。しかし、出身地や移住先の政策、個
人や家族が直面する制約が恩恵を軽減する。
機会や制約は個人によって異なるため、移動
による利益はかなり不平等である。移動途中
あるいは移動後に、紛争、人身取引、自然災
害など自己の幸福を損なう経験をした場合、
自由に住む場所を選べないという制約が関連
していた。
　ここで判明した重要なことは、移動によっ
て自由を獲得することも、損をすることもあ
る、つまり釣り合いが取れるか否かというこ
とである。しかし、最終章で論じるように、
優れた政策によって損失を軽減したり、相殺
したりすることも可能なのだ。
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4

出身地および
移住先に及ぼす影響



　出身地においては、所得、消費、教育、保
健、さまざまな文化・社会発展などに影響が
みられる。これらの大半は好ましい影響だ
が、転出によるコミュニティの損失という懸
念も加味しなければならない。証言を検証す
ると影響は複合的かつ状況によって異なり、
時間経過に従い変化しやすいということが判
明している。影響の性質や程度は、移動者自
身、移住先での暮らしぶり、出身地とのつな
がりによって異なる。金銭、情報、思想の流
出、および将来的な帰国に関する移住者の意
見表示によって把握することができる。イン
ドのケララ州や中国の福建省などの場合、大
量に移住が行われるため、全国的な影響より
も地元コミュニティへの影響の方が目立つ。
とはいえ、思想の流出が、社会規範や階級構
造にまで影響を及ぼすことがあり、長期的に
はより広範囲なコミュニティへと波及する。
かつてはこれらの影響は否定的に捉われがち
だったが、広義に解釈して、少し違う見方を
した方がいいだろう。その観点から、貧困削
減戦略（PRSs）のような国家開発計画が、移
動による恩恵を促進する途上国の取り組みに
どう影響するかに関しても考察する。
　研究者やメディアは、移住先で移住者が与
える影響により注目している。移住者の就業
による就職口の減少、就業ができない場合の
生活保護による納税者への依存、保健や教
育など公共サービスへの迷惑による余計な負

担、地元住民あるいは他の移住者集団との対
立、さらに犯罪増加などが、悪影響だと思わ
れがちである。本件に関する経験に基づいた
膨大な量の文献を照査したところ、このよう
な恐怖心は誇張されており、根拠をもたない
ものと判明した。しかし、このような否定的
な認識によって、入国や待遇に関する政策決
定を左右する風潮が生まれるため、無視でき
ない。恐怖心によって移住者への敵意が広が
り、右翼政治家が政権を握る可能性もある。
過去の事例によれば、不況下に敵意が生まれ
やすい。本章の最後では、最終章で検証する
政策選択を制約する世論の問題に取り組む。

4.1　出身地にもたらされる影響

　通常、出身地の全人口に対して移住者はご
く少数である。例外として海外に住む人口が
多いのが、アンティグア・バーブーダ、グレ
ナダ、セントクリストファー・ネーヴィスな
どのカリブ海諸国を含む小国である。これら
の国々では、移住者の比率が40％を超える。
その比率が高いほど、残留者への影響が深刻
である。以下では途上国を中心に論じるが、2
章で言及したようにHDI低位国における移住
者の割合は他集団と比べてもっとも低いこと
に留意してほしい。
　通常、出身地において最大の影響を受ける
のが移住者のいる世帯だ。しかし、コミュニ

移動は移動者以外の人にさまざまな影響を与え、その影響は移動の

結果を大きく左右する。本章では、出身地と移住先における影響を

調べながら、その相関性に注目する。家族の一員が国内外に移動し

た場合、残った家族は直接的な恩恵を受ける傾向がみられる。しか

し、より幅広い恩恵の可能性もある一方で、移動によって出身地の

コミュニティに損失が生まれるという懸念もある。移住先への影響

に関しては、新参者が職を奪う、公共サービスの負担が増える、社

会緊張が生まれる、犯罪率が上がるなどの理由で好ましくないとさ

れることが多い。このような一般的な懸念は誇張されたものであ

り、ほぼ根拠がないことが証拠によって示唆されている。それでも

どう認識されるかは重要だ。このため、政策に関する議論を生み出

すためにも慎重な調査をすべきである。

第4章　出身地および移住先に及ぼす影響

自らが移動しない場合でも、移動者の家族や出身地および移住先のコミュ
ニティの構成員が影響を受ける。また、出身地および移動先における移動
によるさまざまな影響は、人間開発の総合的な効果形成に決定的に重要な
意味をもつ。本章では、それらについて順次論じる。
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ティや地域、さらに国民
全体が影響を受けること
もある。それぞれについ
て検証していこう。

4.1.1　世帯レベルの影響

　多くの途上国では、移住者本人だけでなく
家族全員の生活向上を目指して移住が行なわ
れる。家族は移住を支援する見返りとして、
移住者の定着後に送金を受けることを期待し
ている。送金額が移住のための初期支出や出
身地に残った場合の予測収入を大幅に上回る
ものとなると、移住によって、多額な投資や
必需品の購入が可能となる。
　金銭的な見返りはあるものの、通常は離れ
離れになることで移住者も残留者も感情面で
の苦しい決断を下すことになる。フィリピン
人詩人のナディーン・サッリールが以下のよ
うに詠っている。
　
　海の向こうで愛する人々が
　朝食の席に着いている頃
　不在のあなたの座席がどこなのか
　考えないようにする
　食事は6人分の代わりに、
　5人分に取り分けられる
　けれども、空虚な気持ちは埋められない1

　
　しかし、数多くの親、配偶者、恋人が犠牲
を払ってでも移住を勧めるという事実からし
ても、見返りがいかに大きいかが想像でき
る。
　途上国では、多くの人々の生活を改善する
ために仕送りが欠かせない。多くの実証的研
究によれば、海外送金が出身地における福利
厚生、飲食、健康、生活状態に対して有益に
働いたという2。このような貢献が移住に関す
る文献で十分に認められている。地図4.1に示
すように、世界銀行などが発表する正確な海

外送金額が、データ上、増えていることから
もわかる。紛争が原因で移住した人も送金者
となる。戦争で荒廃したコミュニティの存続
を救うために送金が役立ったボスニア・ヘル
ツェゴビナ、ギニアビサウ、ニカラグア、タ
ジキスタン、ウガンダなど、過去のあらゆる
地域で例証されてきた3。
　国際的な移住のルートでは、送金にかかる
費用が次第に軽減されており、送金する側に
も、受ける側にも大きな恩恵となる4。国内送
金ではBox 4.1に記述したケニアの事例のよ
うに技術革新によって費用が大幅に抑えられ
た。費用削減によって、従来は親戚や友人、
あるいはバス運転手のような非公式なルート
で金銭を手渡してもらっていた人たちが、銀
行や送金専門会社経由、または携帯電話を使
って送金するようになった。
　収入源を多様化させ、病気、経済的打
撃、政治紛争、天災による痛手から家族を守
ることが送金の重要な機能となる5。ボツワ
ナ、エルサルバドル、ジャマイカ、フィリピ
ンなどの研究によれば、効果的な生活保護に
なるかどうかはともかく、災害が起こると移
住者は送金額を増やしていることがわかっ
た。最近では、2004年のハイチでのハリケー
ン・ジーン、2004年のインドネシアとスリラン
カでの津波、2005年のパキスタンでの地震が
例に挙げられる6。ハリケーンが直撃した貧し
い国々では、増額された送金によって損失の
20％程度が補てんされた7。またフィリピンで
は、豪雨によって減った収入の約60％が送金
で補われた8。天候異常が原因のエルサルバ
ドルでの凶作の際には、米国への移住者を出
した世帯が24％も増えたと考えられている9。
　移住者が、高収入で、送金を受ける世帯
収入と同時期に悪影響を受けることがなけれ
ば、移住者による送金は保護手段となりう
る。これは収入減につながる打撃の程度と移
住先によって左右される。例えば、最近の世
界経済恐慌では送金が保護手段になったとは

思えない。出身地の家族がもっとも支援を必
要としているときに、移住労働者自身も解雇
されて苦しい状況だったからだ（Box 4.2）。
途上国への送金は2008年の3080億米ドルから
2009年は2930億米ドルに減少すると考えられ
ている10。
　送金額が大きい場合でも、貧困削減率への
直接的な影響は、移住者の社会・経済的背
景によって異なる。例えばラテンアメリカ地
域では、メキシコやパラグアイで送金を受け
る世帯は主に最底辺層の収入や教育レベルの
人々だが、ペルーやニカラグアではその逆の
傾向がみられる11。しかし、一般的には専門
技能をもたないと国外に移住しにくいことか
ら、送金がもっとも貧しい世帯12や国13に流れ
ることは滅多にない。中国を例に挙げてみよ

う。ここでは移住者は通常は貧困世帯出身者
でないため、国内移住の貧困への影響は限定
的である（1％減少程度）。とはいえ、これは
1200万人に相当する14。なかには貧困世帯の
移住者もいて、多額の送金が自身の家族以外
に渡り、より幅広い恩恵となることもある。
このような事例が、フィジーやジャマイカで
みられた15。
　国ごとの多様な状況下での研究では、国内
移住が貧困を削減する効果はより顕著だっ
た。インドのアンドラ・プラデシュ州および
マディア・プラデシュ州では、移住者がいる
世帯の貧困率が2001年2月から2006年7月にか
けておよそ半減した16。同様の結果が、バン
グラデシュでもみられる17。1991～2004年の
タンザニアのカゲラ地方における個人の経時

金銭的な見返りはあるものの、
通常は離れ離れになることで
移住者も残留者も感情面での
苦しい決断を下すことになる
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的な状況を追ったパネル・データでも多大な
恩恵が報告されている18。本報告書のために
パネル・データと選択バイアス調整をした調
査では、1994～2000年のインドネシアおよび
2003～2005年のメキシコでの事例を考察し
た。全世帯の約半数が国内移住者をもつイン
ドネシアでは、調査期間中（東アジア経済危
機の時期を含む）における非移住者の貧困率
は40％から39％とほぼ一定だったが、移住者
の貧困率は34％から19％まで減少した。メキ
シコでは全世帯のおよそ9％の移住者がお
り、調査期間中（2001/2002年の経済危機期
を含む）における非移住者の貧困率は25％か
ら31％に急増したが、移住者では29％から30
％と微増だった。いずれの国でも、移住者が
いる世帯が40%の富裕層に入る割合は当初は
半数以下だったが、時が経るにつれて3分の2
まで増加している19。
　送金の流れに影響を与えると思われるのが
ジェンダーという要素である。証拠によれ
ば、女性は収入の大部分を定期的に送金する
傾向があった。しかし、女性は低賃金である
ことから、総額としては少なくなる20。
　送金の流れには時間的な側面もある。時間
経過に従って送金の連鎖反応が起こり、貧困
や不平等に対して実質的な影響を及ぼす可能

性がある21。送金が住居建築やビジネスの設
立・拡張といった現地での雇用創出に利用さ
れた場合、貧しい人々が恩恵を得られる22。
移住者のいない世帯よりも送金されている世
帯の方が、起業精神や高い限界投資性向を
示すことが、いくつかの研究で判明している23。
投資による好影響が完全に実現するには数十
年かかり、状況は複雑で誰もが手に入れられ
るものではない。移住者が新天地での生活に
慣れるため、または出身地での投資環境の整
備不足などの政治、経済状況で、送金ができ
なかったり、遅れたりする場合は、送金効果
による差が生まれることもある24。さらに、
送金によって、初期移住者が故郷を去った数
年後に、さらなる移住者を後押しする資金が
蓄積できるかもしれない。
　送金の一部は消費に使われるため、送金の
重要性を過小評価する専門家もいる。しか
し、以下の2つの理由からこの批判は正しく
ない。第一に、消費自体に価値があり、貧し
いコミュニティにとっては長期的に投資と同
様の効果となることが多い。栄養状態および
基本的な消費物資が改善されると、人的資源
や、将来所得が大きく向上する25。また教育
によって次世代の収入が増大するため、送金
を受ける家族は、学費への活用を優先するこ

とが少なくない。第二に、住居建築などの建
設業といった労働集約型の消費によって、地
元経済が潤ったり、相乗効果が及ぶことにな
る26。これらの効果はいずれも好ましいもの
である。
　移住者をもつ世帯が送金を使って教育費を
払い、子どもを学校に通わせる傾向がある。
これによって児童労働を減らすことができ
る。さらに、移住によって明るい展望をもつ
ことが社会規範や動機づけに好影響となるた
め、移住者の子どもの学業修了率は高い27。
グアテマラでは、国際・国内移住のいずれも
が教育、とくに高等教育への出費増（各45
％、48％）につながっている28。パキスタンの
農村部では、期限付き移住によって就学率が
高まり、40％を超えていた中退率を減少させ
たが、とくに男子よりも女子への影響が大き
かった29。ある委託研究によれば、メキシコ
でも同様の結果が得られ、国内移住者のいる
世帯の子どもが年齢相応の就学ができる割合
は、30～45％も高かった30。
　移住への見込みがあることで、教育投資に
対する動機づけが高まる可能性もある31。こ
のことは理論上でも予測され、数カ国の実践
で証明されている。例えばフィジー人が専門
技能職としてオーストラリアに移住すること
が、フィジーでの教育熱を高めている。その
効果は非常に大きく、過去30年間で移住した
人たちのおよそ3分の1にあたるインド系フィ
ジー人のうち圧倒的に多いのが専門技能職
で、同時にフィジーにおけるインド系フィジ
ー人の専門技能職の数も増加している32。ま
た、フィリピンを初めとする数多くの政府
が、国内での専門技能保有者の育成を促すた
めに海外での労働を意図的に勧めてきた33。
　就学への動機づけとしての移住の影響は、
状況や展望によって異なる。例えばメキシコ
では、専門技能をもたない非正規移住が圧倒
的に多いため、男子は移住のために中退する
ことが多い34。中国の省管轄による国勢調査

に基づいた委託研究では、地方コミュニティ
における学業への投資が、省外での就職口に
必要な技術に対応していた。このため、国内
移住者が高等学校出身者の場合、通常、コミ
ュニティに残る子どもたちに、より高度な教

　途上国の地方地域に住む大多数の人々にとって送金受取費用
が高すぎる。通常、州都や首都までの長距離を旅して現金を受
け取るか、多額の手数料をとる仲介人を通して手渡してもらう。
　ここ10年程の携帯電話技術の急速な普及によって、いくつか
の国で革新的な送金システムが開発された。例えばケニアで
は、大手携帯電話会社のサファリコムが寄付者と協力して、
2007年にM-PESA（「携帯通貨」という意味）を導入した。携
帯電話保有者が口座に入金し、国中に配信するM-PESAエージ
ェントを利用しながら他の携帯電話ユーザに送金することがで
きる。

　ケニアにおける最近のユーザ調査では、導入後わずか2年間
でM-PESAが飛躍的に普及していることがわかった。ケニアの
全人口の26％が携帯電話を保有しているが、その17％に相当
する600万人が利用し、7500以上のエージェントネットワーク
に支えられている。バスで2日間かかる港町モンバサからビク
トリア湖畔のキスム、または南部のナイロビから北部のマルサ
ビットまで、ボタンを数回押すだけで1ドル未満の料金で送金
ができる。2008年中頃には、大量の少額送金が積み重なり送金
総額がGDPの8％程度に到達した。

Box 4.1 携帯電話で送金費用を減らす方法：ケニアの事例

出典：Jack and Suri （2009）.

　まず移住先の大国で始まり、世界中に広まった2009年の経済危
機は、途上国への送金の流れを縮小させた。バングラデシュ、エジ
プト、エルサルバドル、フィリピンなど移住先からの送金にかなり
依存している国々への送金額が顕著に落ち込んだという証拠が示さ
れている。
　送金の減額による危機レベルは、国や地域によって異なる。東欧
および中央アジアの国々への送金が、相対的にも絶対的にももっと
も大きく落ち込み、EUへの加入とロシアの経済発展後の急成長が逆
転する現象も起こった。送金がGDPに占める比率が世界最高のモル
ドバ（45％）とタジキスタン（38％）では、2009年には10％も送
金が減少した。また、エルサルバドルではGDPの18％以上だった送
金が大きく落ち込んだ。
　サハラ以南のアフリカ諸国への送金のおよそ4分の3が深刻な経
済危機（2章参照）に見舞われた欧米から送られている。公式な開
発援助や企業による投資よりも早く回復するかどうかは現時点では
不明である。

Box 4.2 2009年の経済危機と送金

出典：Ratha and Mohapatra （2009a,b）.
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育を受けさせることが推奨されてきた。一
方、中等学校卒の移住者が多い地域では、高
等学校修了の割合が低くなった35。
　栄養状態や生活環境の改善、高収入、知
識や経験の伝達などを通じて、移住によって
非移住者が影響を受ける可能性もある。移住
によって収入が増えて健康改善への知識が手
に入るようになると、乳幼児死亡率が改善さ
れた例がある36。しかし、メキシコの事例で
は、片親または両親が移住していると予防医
療（母乳育児やワクチン接種）受容の割合が
低下するため、長期的には健康に悪影響が及
ぶことがあった37。仕事への負担増、一人親
や核家族が原因の知識不足などが関連してい
ると思われる。さらに、移住先で感染症にか
かったときには、帰郷によって出身地の家族
の健康を害する危険が高まる。とくにHIVお
よび性感染症のリスクが非常に高い38。
　消費、就学、健康などの潜在的な恩恵を相
殺するのが、故郷に残した子どもに対する移
住による情緒的な影響である。パラグアイで
はアルゼンチンで暮らしている母親の5人中1
人が、幼子を故郷に残している39。その影響
については、分かれた時の子どもの年齢が幼
いほど影響は大きく、子どもの世話をする大
人の態度や彼らへの親密度、どんな形で離れ
離れになっているか（一時的または永久）など
によって異なることが、研究で判っている40。
最近では携帯電話やスカイプといった安価で
使いやすい通信手段の発達が、別離の痛みを
和らげ、家族の絆を維持するのに役立ってい
る。
　移動によって出身地での男女間の関係が変
化することもある41。女性が移住した場合、
子どもや老人を世話する伝統的な家族の役割
が変わる42。男性が移住した場合、男性の不
在によって女性の自立心が高まる。エクアド
ル、ガーナ、インド、マダガスカル、モルド
バで実施されたすべての現地調査で、男性の
移住で現地に残った女性がコミュニティの意

思決定により多く参画するようになったこと
がわかった43。また、高齢結婚や少子化、女
子教育熱の高まり、労働活動への参加など、
移住先の規範が出身地に浸透することもあ
る。両者の社会的、文化的差異が大きいほど
浸透しやすいといえる44。出産傾向が移住者
から出身地の家族や友人に伝わることが最近
の調査結果で確認されており、出身地でも移
住先でも出産率の低下が報告されたのだ45。
　しかし、全般的には男女の伝統的な役割に
関する影響の証拠は多様だ。例えば、出身地
に残った女性配偶者が家事や育児、農作業
にしか従事しない場合は、あまり変化が起こ
らない。単に労働の負担が増えただけだ。男
性の移住者が帰国後に世帯主としての役割を
復活させた場合、立場の逆転は一時的なもの
に過ぎない。アルバニアやブルキナファソで
そのような事例が報告されている46。
　社会規範が伝わることで、市民活動への参
加が高まる可能性もある。ラテンアメリカ6カ
国での最新研究によれば、海外移住者と深い
つながりをもつ人の方が地元コミュニティ活
動により頻繁に参加し、民主主義の原則を支
持し、自国の民主主義の現状に批判的だとい
う47。

4.1.2　地域・国家レベルでの経済的影響

　移住による家族への直接的な影響以外に、
より広範囲での効果が現れることもある。移
住による社会・文化的な変化によって、起業
精神やコミュニティの規範、政治変革など、
数世代にわたって実感される大きな影響が生
まれる。例えばケニアを初めとするアフリカ
諸国では、50年前にオバマ大統領の父親が米
国留学を決意したことで、現在および将来に
わたる影響が生まれている。大半の影響は非
常に好ましいものだが、出身コミュニティか
らの専門技能の流出という問題点もある。
　移動による出身地での技能に対する影響に

ついては、長年にわたって意見が交わされて
いるが、最近になってその重要性が増してい
る48。問題が表面化するのは小国や貧困国が
中心だが、多くの大卒者が移住するオースト
ラリアでも同様の問題が起こっている。過去
数十年間、この問題に関するさまざまな提案
がなされているが、詳細は5章で検証する。
ただ、経済的に豊かな国でも移住が一般的に
なり、増えていることを忘れてはならない（2
章）。専門技能を有する者は、自分自身と子
どものために、出身地で機会がない、あるい
は他所により有利な機会がある場合に移住す
る。このような構造上の問題点を顧みずに移
住を制限しても、効果的ではない。Box 4.3で
示すように、専門技能への影響は出身コミュ
ニティにとって予想されたほど有害ではない
という証拠も存在する。
　働き盛りの若者が出国することで、農業を
中心に人手不足や生産性低下が生じるのでは
ないかという従来からの懸念もある49。例え
ばインドネシアでは、合同農作業で共同体が
人手不足に直面した50。しかし、多くの途上
国において、農村から都市部への労働移動が
構造変換の大きな要素となっている。さらに
は労働よりも資本不足で多くの途上国の成長
が妨げられているので、送金が地域における
投資資金の重要な供給源となる。
　出身地と移住先の間で賃金や所得の格差
解消において、移住は強力な役割を果たす。
出身地と移住先との往き来が増し、労働市場
がより統合化されて、賃金格差を維持するこ
とが難しくなる。2章で検証したように、流動
性が増すことで国家間の賃金格差が縮小する
ことは過去の事例でも顕著である。
　局地的な発展によって富が集中すると、不
平等が生まれるが、それによって移住が増え
るため徐々に解決する。つまり、国家間の不
平等が次第に釣鐘型のパターンへと変化する
のだ。ブラジル、インド、インドネシア、メ
キシコで国内の労働移動によって地域間の収

入格差が縮小したとする
研究がある51。
　興味深いことに、大半
の途上国においては男性
より女性の技術労働者の
移住がかなり多い52。アフガニスタン、クロ
アチア、ガーナ、グアテマラ、マラウイ、パ
プアニューギニア、トーゴ、ウガンダ、ザン
ビアなど多くの国々で、大卒の女性がOECD
加盟国に移住する割合が、同様の男性と比べ
て、少なくとも20％も上回る。それにはさま
ざまな要因が関連しているだろうが、出身地
において仕事で成功するための構造的、文化
的障壁が大きな理由だと考えられる53。
　そこで、より有利な機会を求めて、国外だ
けでなく国内での専門技能職の移動も起こり
うる。図4.2は、ブラジル、ケニア、フィリピ
ン、米国での国内移住と国際移住の比較を示
している。国内外で専門技能職の移住に同様
の傾向があるというのは意外だ。また小国か
ら多くの専門技能職が移住する傾向が、国内
の地方でも同様にみられる。つまりインセン
ティブや労働条件の改善など地域発展のため
に採用される政策が、専門技能職の海外移住
に関する政策決定でも有効だといえる。
　より広い視点で考えれば、出身地の国家レ
ベルでの移住による経済影響は複雑であり、
多くの場合は測定しにくい。知識、技術革
新、意見の普及を促すネットワークが生ま
れ、中長期にわたる発展が進むかもしれな
い。技術移転、強化された技能労働者の帰
還、恵まれた職場環境や管理体制の受容を通
して、移住者が出身地での生産活動を支援す
ることを示す実例も多い54。中国政府は国内
の大学における研究の質を向上させるため
に、海外における中国人留学生との連帯を探
っている。同様にインドにおいては、2000年
前半のハイテク・ブームの原動力となった若
い大卒技術者たちが、米国などで獲得したア
イデアや経験、財力をもち帰った55。インド

専門技能への影響は
出身コミュニティにとって
予想されたほど有害ではないという
証拠も存在する
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への製造委託や本拠地移転が増えるようにな
ると、ソフトウェア業界全体の構造が変わっ
た。この場合、専門技能職の移住によって、
顕著で、外的かつ動的な効果が生まれ、出身
地の労働者および産業の両面で恩恵を受け
た。
　専門技能職の海外のネットワークを通した
新産業の普及は迅速かつ予測不可能で、全
体的な開発が進んでいなくても市場の隙間を
みつけることができる。また、出身地でのビ
ジネスや政治環境の開放性が重大な影響を及
ぼす。インドやイスラエルと比べて、制度が
より閉鎖的なイラン、ベトナム、ロシアなど
の国々では、技術者経由のハイテク産業形成
という点では恩恵が少ないようだ56。
　国家レベルの影響に関する量的なマクロ研
究の大半は、送金の規模や貢献度を中心に検
討している。2007年には、途上国への公式に
記録された送金額が公式な開発援助総額の

およそ4倍だった57。各国における他の外貨収
入と比べても、送金の多大な貢献度は明らか
である。例えばセネガルでは、2007年の送金
額が直接海外投資額の12倍だった。小国や
貧困国においては、送金がGDPの大部分を占
めている。最大はタジキスタンの45％、送金
額が多い上位20国で2007年には9％を超えて
いた。さらに20カ国以上の途上国において、
送金額が主な消費財輸出による収入額を超え
ている。
　しかし、2点の重大な条件を加えなければい
けない。第一に、送金の大半が最貧困国には
流れていない。2007年の推定送金額のうち、
HDI低位国への流入は1％未満である。この
ため、低位国での送金額は公式な開発援助
額の15％に過ぎない。一方、ラテンアメリカ
・カリブ海諸国では、2007年の送金額が直接
海外投資や援助による総額の約60％を占め
る。第二に、送金を受ける国の長期的な成長

に関する影響を追った研究では、結果は多岐
にわたったものの、総体的に影響が少なかっ
た58。開発に対する送金の影響は、現地の制
度上の構造に左右されるためだ59。
　送金によって「資源の呪い」が生まれると
いう懸念もある。望ましくない通貨価値の高
騰が競争力の妨げとなるというのだ。しか
し、ここでもさまざまな証拠が提示されてい
る60。天然資源による収益が政府や一部の企
業にしか分配されず、政治腐敗を悪化させて
いるのに対して、送金は個人や家族の手に渡
り、さらに広範囲に分配される。送金による
マクロ経済的な利点として、公式な開発援助
や直接海外投資よりも安定していることが挙
げられる。ただし、2009年のように周期的変
動に左右される（Box 4.2）61。
　総体的に、送金を中心とした開発は堅実な
成長戦略にはならないようだ。海外支援と同
様に、送金だけでは、多くの人間開発低位国
を特徴づける、経済成長、社会変革、優れた
ガバナンスへの構造的な制約を取り除くこと
はできない。ただし、遠隔性という問題を抱
える小国の中には、移動による人間開発に対

する効果的な総合戦略が不可欠な場合もある
（Box 4.4）。

4.1.3　社会的・文化的影響

　低階層の集団が移動によって今までより高
収入を手にするようになると、出身地の社会
的、階級的、民族的な階層制度に甚大な影響
をもたらす。例えば、グアテマラのマヤ人62

やモロッコの黒人小作人であるハラティン
（奴隷）63が挙げられる。土地や資源といった
権利の不均等につながっている、血族関係、
皮膚の色、民族集団、宗教などに基づいたカ
ーストにも似た、昔からの不平等が崩れるの
で、このような変化は好ましい。
　出身地の家族やコミュニティに還元される
アイデアや、慣習、アイデンティティ、社会
資本は社会的な送金（ソシアル・レミッタン
ス）と呼ばれる64。この
ようなソシアル・レミッ
タンスは、移住者の滞在
や急速に進歩する通信
手段を通して生まれる。

　とくに貧困国では専門技能の不足が深刻なため、研究関係者
や一般の人々が大卒者の移住に注目している。出国を制限する
戦略よりも出身地に残りたくなるような労働条件の改善が効果
的だという事実が明らかになっている。
　しかし、専門職の移住のせいで主要サービス部門の質が劣悪
になったと決めつけるべきではないと認識しなければならな
い。アフリカからの医療従事者の移住に関する新たなデータベ
ースを体系的に分析したところ、医療従事者や公共衛生担当者
の不足は大問題だが、医療専門家の国際移住とは関係ない要因
が大きく影響していることが確認された。すなわち、脆弱な仕
事への動機づけ、不適切な人材、限られた管理能力などが原因
なのだ。移住は医療制度の崩壊の原因ではなく、むしろ兆候に
過ぎない。
　専門技能職の移住にかかわる社会的費用を過大評価してはい
けない。貧困国でみられるように大卒の失業率が高い場合、機
会を求めるための出国費用は高額とはいえない。生産性が高い
わりに給料が高くない労働者がコミュニティを離れると、多大
な損失となる。しかし専門技能があっても生産性が低い労働者

が離れた場合、コミュニティへの影響は少ない。例えば、頻繁
に仕事をさぼるような教師であれば、直接的な影響は大きくな
いだろう。とは言うものの、こういった非効率性や無駄には内
在する原因があることに触れたくないわけではないが、技能流
出の議論ではコミュニティできちんと仕事が機能していないと
いう事実を忘れるべきではない。
　他の移住者と同様に、海外に住む専門技能職が送金や仕事の
つながりを通して出身地に恩恵をもたらすことがよくある。図
3.2が示すように、移住によって最終的に収入が激増するた
め、その一部が送金されたとしても出身地での恩恵はかなり大
きい。また、途上国での海外直接投資の割合が投資国に在住す
る大卒者数と比例するという研究もある。海外在住の高度な専
門技能をもつ移住者が多いほど、出身国と移住国の間の取引が
盛んになることも判明した。
　最後になるが、専門技能をもつ移住者の大多数が帰国するこ
とを忘れてはならない。通常は約5年後に半数が帰国すると推
定されている。最近の文献によれば、国家関係が強まるにつれ
て、循環的な移動がより重要になることが強調されている。

Box 4.3 人間開発の専門技能流出による影響

出典：Clemens（2009b）, Baneｒjee and Dufl o（2006）, Javorcik, Ozden, Spatareanu, Neagu（2006）, Rauch（1999）, Felbermayr and Toubal（2008）, Findlay and Lowell （2001）and Skeldon （2005）.

出身地の家族やコミュニティに還元される
アイデアや、慣習、アイデンティティ
社会資本は、社会的な送金
（ソシアル・レミッタンス）と呼ばれる
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ミラフロレスにあるドミニカ人の村落では、
1990年代には家族構成員の3分の2をボストン
に送り出していて、男女間の力関係に影響が
みられた。出稼ぎ先のボストンだけでなくド
ミニカ共和国内でも、家事の負担が均等に配
分されて、より自立できるようになったこと
で、女性の役割が変化したのだ。同様の事例
が、米国ニューイングランドのイスラム・セ
ンターにおけるパキスタン人にもみられた。
ここでは、女性が男性と並んでモスクで祈り

を捧げ、歩き回る。従来のやり方を好む女性
もいるものの、このような変化の様子がパキ
スタンのカラチにも伝えられて、女性たちが
一緒に祈ったり、勉強したりする新たな空間
を設けようとする働きかけも生まれた。ソシ
アル・レミッタンスの影響は健康面にも及ん
でいる。海外経験の結果、一時帰国や永久
帰国を果たした移住者が、安全な飲料水の摂
取、住居外での動物の飼育、年1回の健康診
断といった習慣をもち込むこともある。

　しかし、移住の社会・文化的効果が必ずし
も好ましいとは限らない。その一例として、
米国から中央アメリカへの若者の強制送還
が、ギャングやギャング文化の輸出に結びつ
いている65。詳細なデータや分析はないのだ
が、地域における最新報告によれば地元出身
のギャング（パンディラス）と米国から輸出
されたギャング（マラス）の境界線は曖昧だ
という66。いずれの場合も、若者やギャング
による暴力防止を目的とした、リスクの高い
個人およびコミュニティ対象のプログラム、
さらに政府間協力、再統合プログラムのため
の支援と資金強化が欠かせない67。
　世界中の多くの若者が海外生活を標準的な
人生経験のひとつだと考え、移住によって大
人になれると思っている。ヨルダン、パキス
タン、タイ、ベトナムでの現地調査では、移
住が出身コミュニティにおける家族の社会的
地位向上の手段となっていることがわかっ
た。このため、海外経験を有する者と縁故が
あると、移住の割合が高くなるのも当然だ。
　「移住の文化」が生まれることもある。国
際移住が個人的、社会的、物質的な成功につ
ながり、出身地に残留することは失敗だと感
じるようになるのだ68。移住の文化は、社会
のネットワークが広がるにつれて浸透し、若
者や有能な者には移住が標準となる。このよ
うな事例が、フィリピン、西アフリカ、南ア
フリカなど大規模な移住が起こっている土地
でみられる。ナイジェリアでの研究によれ
ば、大学生の5人中2人が、地元で高収入の
就職口を探すよりも社会地位を得るために自
国を離れたいと考えている69。同様の傾向が
国内移住でも観察されている。エチオピアで
の最新研究では、教育を受けて出世への願望
を抱くようになり、たとえ移住で手にする収
入が少なくても田舎から脱出する傾向がある
という70。「ケルトの虎」経済で繁栄しても移
住をつづけたアイルランド人のように、移住
文化が抑制の効かない力をもつことがある。

　西アフリカでは、移住が単なる経済移動手
段ではなく、男子が成人するために通る過程
だと考えられている71。またマリ、モーリタ
ニア、セネガルに住む集団では、移住が通過
儀式となっている。旅によって身につけた知
識や経験を通して、若者が成人男性へと成長
するのだ72。マリのコウンダにあるスニンケ
村では、男女間で移住の意味が異なる73。男
性は自由に移動できるが、村の女性は大抵の
場合は家内に留まる。移住せず、経済的に親
族に依存する男性は未熟者とみなされて、女
性たちに「テネス（糊みたいに付着するこ
と）」と侮蔑的に呼ばれる。マリでは、移住
のことをフランス語の口語表現で「冒険に行
く」と称される。スニンケ村では、冒険とは
「大人への道を歩むこと」なのだ。
　収入分配と社会不平等への影響は、誰が
移住するかという選択によって左右される
（2章参照）74。一般的には海外移住による送金
は富裕層に流れるが、長期的には国内移住に
よる送金で均等化が進む75。メキシコ、タイ
の事例でこのような傾向がみられた76。中国
での委託研究でも、国内移住によって初期段
階では不平等性がより高まったが、やがて低
下した77。
　富裕層しか移住できないとしても、出身地
でも確実に基本的なサービスを受けられた
り、機会が与えられたり、貧困層も移住しや
すくすることが適切な対応となる。5章で論じ
るように、子どもに適切な教育を受けさせる
ためには、必ずしも貧しい人たちが移住する
必要はない。移住できた方がいいが、出身地
で他の選択肢があってもいい。
　近年、出身地の団体やコミュニティ経由の
共同送金が増えている78。通常は道路や橋の
建設といったインフラ整備、水道水や下水設
備の建設、井戸の採掘、電気や電話線の架
設、教会やサッカー場の修理などの公共工事
に使われている。地元での開発プロジェクト
のために中央政府、州政府、地方政府が投資

　2章で記述したように、移住の割合がもっとも高いのが小国
だというのは意外だ。移住の割合が開発の遅れと一致すること
が少なくない。貧しい小国にとって、規模の面での短所として
単一商品・分野への過度な依存、外からの打撃に対する弱さも
挙げられる。小国は経済活動の大きさや公共財の供給による経
済性を簡単に利用することはできない。小さな島国の場合、遠
隔な位置づけも短所であり、輸送費や時間がかかり、海外市場
との競合を難しくしている。これらすべての要因によって海外
への移住が促進される。
　財政面での移住による小国への恩恵はかなり大きい。2007年
には、1人当たりの平均送金額が途上国全体の52米ドルに比べ
て、233米ドルを記録した。GDPに対する比率がもっとも高かっ
たのがカリブ海諸国で、GDPの8％を占めた。しかし大多数の国
で送金のGDP割合が非常に高いわけではないため、影響はそれ
ほど大きくない。それでも、送金額にまさる移住者への恩恵が
ある。移動することで仕事上のつながりをもつ機会が生まれ
て、経済拠点との統合が進む。期限付き労働のための移住が、
出身地と移住地がお互いの経済需要を調整する手段となる。こ
れによって専門技能をもたない労働者にも機会が与えられて、
技能や仕事上のアイデアを本国にもち帰ることで、さらに恩恵
が広がる可能性もある。小国として弱さや不安定さを抱えてい
ることもあるので、移住が混乱するリスクを減らす安全弁の役
割を果たし、長期的には多角戦略にもつながる。
　雇用創出のため移住を開発戦略に組み込んでいる小国もあ
る。貧困削減戦略（PRSs）に関する委託研究によれば、（ブータ
ン、カーボヴェルデ、ドミニカ国、ギニアビサウ、サントメ・
プリンシペ、東ティモールといった）数多くの小国が開発への
影響と貧困削減の両面またはいずれかの観点で、海外移住が好
ましいと回答した。2003年の東ティモールの貧困削減戦略文

書（PRSP）は、年間1000人の労働者が海外に赴くという計画
だ。その一方で、（ジブチ、ガンビア、ガイアナ、モルディブな
ど）国によっては移住による問題点のみが指摘された。送金減
の可能性（カーボヴェルデ）、不平等の促進（ブータン）といっ
た不都合な点も挙げられた。ドミニカ国のPRSPでは移住は貧
困の原因であると同時に貧困削減に貢献すると記述している。
　小国が移住を開発計画の戦略要素とする方法はひとつではな
い。地域間協定を結ぶ方法もあるし、海外での期限付き雇用の
みを求める場合も考えられる。隣国と協力しながら、専門技能
創出に力を入れる国もある。モーリシャスでは、専門技能や資
本を獲得して、帰国後の起業に役立てるように海外での期限付
き雇用を積極的に奨励してきた。寄付の支援を受けながら、政
府が帰国移住者に技術・財政面でのサポートを提供するプログ
ラムを確立させた。レソトの2020年に向けた開発ビジョンで
は、海外直接投資の誘致による国内の雇用創出を重視しなが
ら、隣国である南アフリカを中心とした海外労働の役割も認め
ている。このため、移住サービスの自動化や分散化、能率的な
移住や労働許可の手続きのためのワンストップサービス、移住
局での腐敗防止対策といった改革案が制定された。南太平洋地
域では、地方大学や職業訓練によって移住が促進され、隣国と
移住の協定を結んだ国もある。
　他国からの移住者とほぼ同じく、小国からの移住者は出身地
に残留する人たちよりも専門技能や資質をもつ傾向がある。例
えばモーリシャスの総移住者比率は12.5％だが、そのうち約49
％が大卒である。人口1万人当たりの博士号取得者数を比較す
ると、小国と大国での専門技能の正味供給については大きな違
いはない。平均のみを比較すると、博士号取得者数が全体で1
万人当たり平均20％なのに対し、小国では23％と高くなってい
る。

Box 4.4 小国における移動可能性と開発の見込み

出典：Luthria（2009）, Winters and Martin（2004）, Black and Sward（2009）, Seewooruthun（2008）, Government of Lesotho （2004）, Winters, Walmsley, Wang, Grynberg（2003）, Amin and Mattoo（2005）, Koettl（2006） and Pritchett
（2006）.
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資金を3等分することを保証しながら、移住
者から共同送金を多く集めているメキシコの
「トレス・ポル・ウノ」といった有名な共同出
資の事例もある。共同送金の総額は個人的な
家族への送金額と比べてわずかなので、この
ようなプログラムの開発に対する潜在的な影
響を過剰評価することはできない79。例え
ば、1990年以来、米国在住のフィリピン人が
本国の慈善団体への財政支援や物資支援の
ために推定4400万米ドルの寄付をしたといわ
れる。これは2007年のGDPに対して0.04%に

過ぎない80。
　移動が広い意味で出
身国の社会や政治に影
響を与えることがある。

というのも移住者やその子孫たちが帰国する
と、市民活動や政治活動に直接関与する。あ
るいは、ビジネス投資、頻繁な帰郷、集団イ
ニシアチブによって、出身地に住む人々の社
会参画の形が変化することもある。例えばレ
バノンでは、1989年のターイフ合意以降、帰
国した移住者が海外で獲得した富を利用して
政治に関わったため、新たな政治勢力が生ま
れた81。

　移住者が出身地の政治改革の先頭に立っ
たという証拠が徐々に増えている。民主主義
国家の大学に多くの留学生を送った途上国で
は、民主主義改革が急速に進んでいることが
わかっている82。フランスから戻ったモロッ
コ人の知識や期待を後ろ盾に、モロッコ政府
が基本的なインフラ投資を決定したという例
もある83。しかし、移住が政治圧力を解き放
つ安全弁としての役割を果たすものだとした
ら、確立された政治エリートによる改革への
動機づけがなくなることになる84。
　移住者が移住先の社会構造を質的に向上
させるのと同様に、海外経験を通した新しい
価値観、期待、アイデアを出身地にもち帰る
ことで、政治・社会変化の仲介者となりう
る。スリランカの海外移住者の事例のように
内戦支援へとつながることもあるが、多くの
事例でより建設的な関与がみられる85。アフ
リカ初の女性国家元首となったリベリア共和
国大統領エレン・ジョンソン=サーリーフ
や、元モザンビーク大統領で現在は長老政治
家として尊敬を集めるジョアキン・シサノな
どが最近の成功例として挙げられる。海外移
住者の関与による恩恵を認識した政府の中に

は、移住者と積極的に接触しようとする国も
ある86。例えばモロッコとトルコでは、政治
的および経済的な権利を移住者に与えて、二
重市民権を認めている87。
　しかし、このような政策によって非移住者
に恩恵があるのか、あるいは国外のエリート
集団への援助に限定されるのかは不明であ
る。モーリシャス（世界銀行のビジネス環境
に関する調査ではアフリカで第1位）では、
投資環境を改善することで移住者の帰国を促
した。インド、トルコなどでも同様の傾向が
みられる。

4.1.4　移動と国家の開発戦略

　現在まで、途上国の国家開発および貧困削
減戦略において移住の影響が認められること
はなく、またそれが計画や観察対象として組
み込まれることもなかった。各国がサービス
分配の改善、基本的なインフラ建設、幅広い
成長促進などさまざまな優先順位の高い圧力
に直面していることがその理由の一部となっ
ている。
　移動と開発の関連性に基づいた国家レベル
の展望については最新の国別人間開発報告書
で部分的に述べられている。主な内容をBox 
4.5に要約した。
　数多くの国における国家開発戦略と移住の
関連性を精査するために、貧困削減戦略
（PRSs）での移住の役割について委託研究で
検討した。PRSsは、移住に関する議論では無
視されがちな貧困国が作成した開発目的や開
発政策に関する報告書である。市民社会への
参画者の貢献や協調体制が記述され、貧困
の量的かつ参加型評価を行ないつつ、政府の
優先順位を示していることから、興味深い報
告書だ88。また、海外のパートナーが、開発
における国家財政の意義を考慮しながら国家
戦略に提携支援しているので、非常に重要だ
ともいえる。

　現在、移住と開発の関連性をもっとも包括
的に扱っているのがバングラデシュのPRSs
である。アルバニア、キルギス、スリランカ
での最新のPRSsでも、この問題に焦点が当
てられている。アフリカでは多くの国が送金
の役割、帰国による恩恵、専門技能をもつ国
外在住者の帰還および彼らからの知識伝達の
意義を認識している。裕福な海外移住者から
開発投資資金を引き出そうとする戦略もある。
　過去のPRSsにおける国際移住の扱いを分
析するため、報告書中の「移住」という言葉
の使用頻度が調べられた89。当然のことなが
らこの指標には意味がない。とはいえ、言葉
の使用頻度と海外在住者数、送金額、都市
化レベルなど国家開発への重要性の評価の間
には何の関連性もなかったというのは意外だ
った90。
　明確に過去の分析に基づいているとは限ら
ないが、PRSsでは移住に関連する幅広い政策
的主導権が取られている。大半の場合、イニ
シアチブ案と期待される開発への影響の関連
性が知られておらず、より多くのデータや分
析が重要であることを示唆している。
　海外移住の複雑さに関しては、PRSsで一般
的に認識されているようだ。開発機会や貧困
削減といった長所だけなく、否定的な影響の
可能性も認めている。なかには好ましい影響
を重視するPRSsもある。エチオピア、ネパー
ル、セネガル、ウズベキスタンの最新のPRSs
では、短所は記述されずに移住を機会として
位置づけている。バングラデシュ、コンゴ民
主共和国、ガーナ、ラオス人民民主共和国、
リベリア、パキスタン、東ティモール、ウズ
ベキスタンなどでは、最新の戦略で送金の役
割が強調された。
　移住政策について明確に記述した戦略がい
くつかある。概して先を見越し、容易にする
ことで促進を重視した戦略と、規定や管理に
焦点を当てた戦略に分類できる（表4.1）。人
身取引対策、非正規移住防止、移住・税関の

　アルバニア、エルサルバドル、メキシコなどの最新の国別人
間開発報告書（NHDR）では、移動による開発への影響が注目
されている。市民社会の役割（エジプト）、地方開発（ウガン
ダ）、経済発展（モルドバ）、社会の結束（コートジボワール）、
不平等（中国）といった選択された側面での移動の開発への影
響について考察した国もあった。
　メキシコのNHDRでは移住の決定的な要素となるのが不平等
であり、移動は残留者や非移住者の可能性も変える要素である
と認められた。国家雇用調査の結果によれば、メキシコ人の典
型的な移住者は平均よりも学歴が多少高く、中程度の収入だ
が、首都から離れた地方自治体に住んでいる。つまり、能力が
あるが機会がないことが大きな動機となっているのだ。報告書
では、メキシコにおける総合的な移住の人間開発への影響はさ

まざまな集団の経歴や資質次第で、複合的だと判断された。例
えば移住によってとくに女子に対する教育不平等が軽減される
が、従来から海外で専門技能がいらない仕事に就く移住者が多
いコミュニティでは教育への投資の妨げとなるかもしれない。
　移住者の比率が人口の14％を占め、マクロレベルで移住の影
響が明らかなエルサルバドルでは違った観点から論じられてい
る。近年における移住の加速がサービス経済への移行に貢献し
ているというのだ。サービス化した経済の中で、送金を主な資
金源としつつ、移住家族へ自国製品や通信サービスを提供する
寄せ集めの小規模ビジネスが増えている。報告書では、移住に
よってある程度、比較的貧しい人が世界経済とのつながりを通
して上昇できると示唆された。

Box 4.5 移動可能性と人間開発：いくつかの途上国での展望

出典：UNDP（2000；2004a；2005a,b；2006a；2007c,e；2008c）.

移住者が出身地の
政治改革の先頭に立ったという
証拠が徐々に増えている
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近代化と強化を包括していることが多い。驚
くことに、いくつかの政策は先進国のものと
対応している。
　要約すると、PRSsの枠組には本質的には移
住政策が組み込まれていないが、移住と開発
問題を統合する有益な手段となりうる。移住
を全体的な国家開発戦略に加えるためには、
データや分析への投資および出資者への十分
な説明が欠かせない。この件に関しては5章
で再び取り上げる。

4.2　移住先への影響

　移住に関する議論が、豊かな移住国への経
済・社会的影響に終始することが少なくな
い。本報告書ではこのアンバランスを修正す
るために、移住者と家族、さらに出身地への
影響を先に論じた。しかし、これは移住コミ
ュニティへの影響が重要ではないということ
ではない。
　過去50年間にわたり、多くの先進国で総人
口に対する移住者の割合が急伸している。半
数以上のOECD加盟国で倍増したと推定され
る91。2章で述べて、統計表Aで示されたよう
に、移住者の比率がもっとも高いのはオース
トラリアとニュージーランドを含むオセアニ
ア（16%）であり、北米（13%）、ヨーロッパ
（8%）がつづく。一方、アフリカ、アジア、

ラテンアメリカおよびカリブ海諸国の3大途
上地域では、移住者の比率は1～2％に過ぎな
い。湾岸協力理事会（GCC）諸国および東
南アジアで記録された移住率が高い国は、カ
タールの63％、アラブ首長国連邦の56％、ク
ウェートの47％、香港（中国）の40％であ
る。本質的かつ認識された移住の影響が、政
策改革の議論と決定にかかわる政治風潮を方
向づけるため、非常に重大だといえる。
　本項ではまず移住の経済的な影響全般を
検証してから、労働市場と財政面での影響に
絞り込む。いずれの影響においても分配とい
う問題が重要だ。全体的な恩恵があったとし
ても、均等に分配されているとは限らないか
らだ。

4.2.1　経済的影響全般

　移住国の総成長率に対する移住の影響は
かなり多く論じられてきたが、かっちりとし
た測定は難しい。間接・直接的影響の整理、
タイミングの見計らいなど、要求されるデー
タや方法論の複雑さのすべてが課題となって
いる（Box 1.1を参照）。
　経済理論による予測では、移住による顕著
な恩恵が移住者と移住国の双方にもたらされ
るはずだ。国際貿易と同様に移住によって各
自の得意分野が専門的に扱われて、活用され
ることがその理由となる。移住者は多くの恩
恵を受けるが、移住先や出身地に住む人々に
も金銭などの流出によって部分的な恩恵とな
る。本報告書のために委託した背景調査で
は、先進国で移住者数が5％増えることで、
恩恵のおよそ5分の1に相当する合計1900億米
ドルが移住先に渡ることが、世界経済の一般
均衡モデルから推定された92。
　国家レベルでの研究による検証の補足とす
るため、移住者の流れと資産に関する新たな
データセットを構築する委託調査を実施し
た。これには1980～2005年の年度別に、移住

先である14のOECD加盟国と74の出身国での
職種、労働時間、資本蓄積、移民法改正に関
する一貫した年間データが含まれる93。調査
によれば、移住（移入）によって現地出身者
が締め出されたという証拠はなく、むしろ雇
用が増えて、投資も活発になることがわかっ
た。移住による人口増で1人当たりの正味
GDPが短期的に1対1対応で上昇することが示
されている（1対1対応とは、移住による1％
人口増でGDPが1％増加するという意味）。年
間移住率は受け入れ側の労働力のごく一部に
過ぎないため、この結果は適切だと思われ
る。さらに、移住は予測可能なため、1人当り
の投資レベルを短期間で完全調整することも
できる。
　各々の国家レベルでは、少なくともOECD
加盟国で同様の結果が判明した。すなわち、
移住者の増加によって国民1人当たりの収入
に対して中立的か、またはわずかに好ましい
効果が得られた。例えば、2004年のEU加入を
受けての予測調査では、英国およびアイルラ
ンドの生産性が東欧の新規EU加盟国からの
移住によっておよそ10年間で0.5～1.5％増加
することが示唆された94。GCC諸国のように
総人口や労働者数に対して移住者の割合が
高い国々では、経済への全般的および部門ご
との貢献はずっと大きいと思われる。しかし、
残念ながら経験に基づいた詳細な分析は存
在しない。
　移住によって高度な技術革新を含む幅広い
経済恩恵がもたらされる。数多くの移住先
で、留学生や外国人研究者による知識面での
貢献を通して生産性が向上した。
　1950～2000年の期間中、米国でのデータで
は、専門技能をもつ移住者が技術革新を促進
したことが示された。大学生の移住者の割合
が1.3％増加するごとに、1人当たりの特許数が
15％増えた。この効果は、とくに理系および
エンジニア分野の大学生に顕著で、在住者の
技術革新に関する活動への悪影響はみられな

かった95。
　世界中の国々は明らか
に才能のある人材の囲い
込みに競い合っていて、
移住者の中に占める大卒者の割合はそれぞれ
に応じて変化している96。とくに米国は、質
の高い大学教育や研究インフラ、有利な特許
規定などによって才能溢れる移住者を惹きつ
けてきた97。アイルランドと英国では大学教
育に移住者が占める割合が30％を超えている
が、オーストリア、イタリア、ポーランドで
は15％未満だ98。
　つまり、より融通性のある入国制度を整
え、長期にわたる機会が提供されている国に
は、多くの専門技能をもった人たちが集ま
り、ドイツのように滞在期間、ビザ、キャリ
ア向上に制限がある国には集まらない。これ
が暫定的に欧州議会の支援と欧州理事会の
承認を得たEU全体の雇用許可証、通称「ブ
ルーカード」に関する議論にも発展した99。
シンガポールと香港（中国）は、専門技能を
もつ外国人労働者を歓迎する明らかな方針を
打ち立てている。家族を呼び寄せることが許
可され、一定の待機期間（シンガポールは2
年、香港は7年）を過ぎたら永住権が入手し
やすくなり、また帰化が選択できるといった
政策が含まれる100。
　専門技能をもった人たちを誘致するプログ
ラムは、労働市場の検証や使用者への要求事
項（2章）と関連して、一般的にポイント制
度のアプローチで対応できる。構造変化や経
済危機に直面した場合を考慮すると、人的資
源を1点に集中するようなやり方は導入しにく
い。オーストラリアの技術移住プログラム
（GSM）のような簡潔なポイント政策は、移
住先政府が高度な専門技能を有する移住者を
支援したり、短期的に供給が必要な職種の労
働者を誘致したりするために活用できる。
　移住によって現地の雇用やビジネスを刺激
することもあるが、効果は状況次第である。

移住によって
高度な技術革新を含む
幅広い経済恩恵がもたらされる
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移住が消費需要のレベルや構成に影響を与え
ることもある。例えば、出身地の郷愁を誘う
商品や、住居や職場の近くで手に入る商品･
サービスなどが考えられる。カリフォルニア
での委託研究では、2000年までの10年間で特
定の地域（異企業の潜在的な消費要因を把
握するために選別した地域）に移住者が大量
に流入したことで、教育部門を中心とした特
定の分野での雇用率上昇という好ましい相関
性がみられた。需要構成に対する影響はさま
ざまで、移住者の割合が高いと、小規模な会
社や独立店舗が減り、大規模なディスカウン
トストアが増えていた。同時に、移住者が増
えることで多様な国の料理を提供するレスト
ラン進出への期待が高まり、店舗数も増えて
いることが判明した101。

　4.2.2　労働市場への影響

　移住先における雇用や賃金への影響につい
ては、とくに学校教育の低いレベルの人たち

を中心に論争となってい
る。世論調査によれば、
移住による賃金下落に対
して強い懸念がある102。

とくに米国では研究者の間でも活発な議論が
生まれている。意外にも、OECD加盟国での
観察調査で、現地労働者の賃金への総体的
な影響はよくも悪くもあるが、短・長期間的
にそれほど大きくないという同様の結論が導
かれた103。ヨーロッパにおける一国または複
数国での研究でも、現地の平均賃金にはほぼ
影響がないとされた104。
　同時に、移住の賃金への影響について、す
べての労働者が同意見を述べているわけでは
ない。もっとも頻繁に批判しているのが移住
者と競合する現地出身の労働者である。問題
なのは移住者の数だけでなく、移住者の専門
技能であることも明らかだ。現地住民が雇用
されている多様な分野で移住者がもち込んだ

技能が賃金や雇用機会に多少なりとも影響を
与える。移住者の技能が現地住民の技能を
補うものであれば、お互いが恩恵を受けるだ
ろう105。しかしお互いの技能が拮抗する場
合、競争が激化して現地住民が職を失う可能
性も出てくる。とはいえ、常にそうなるわけ
ではない。移住者と現地住民の両集団に属す
る者が得をすることも、損をすることもあ
る。とくに国家間移住の場合、特定の集団の
技能が他をどの程度まで補ったり、上回った
りするか測定することは難しいので、効果評
価には問題が残る106。
　技能を補うという点で注目に値する一例と
して、移住者の存在によって現地女性が労働
に参加しやすくなることが挙げられる107。安
く育児サービスを利用することができるた
め、若い母親が外に出て、仕事をすることが
容易になる。また文献では、専門技能をもた
ない移住者がヨーロッパにおいて労働を補充
したという意見で一致している108。
　例えばイタリアでは、現地生まれの労働者
よりも移住者の方が移動しやすいことがその
背景にある109。さらに重要なのは、移住者が
育児、高齢者介護（高齢化社会で需要が多
い）、家事、レストランやホテルなどの接客
業といった現地住民が引き受けなくなった労
働に喜んで従事するという点だ。
　前述の通り、現地労働者の類型によって賃
金に対する平均的な影響にはかなり差がある
かもしれない。先進国における賃金分配に対
する移住の影響に関する経験に基づいた文献
数は膨大だ。米国では、専門技能をもたない
労働者の賃金への影響が－9％～+0.6%と推
定された110。言語や現地の制度、ネットワー
ク、恵まれた賃金がもらえる職に従事できる
技術などによって、低学歴の現地住民が移住
者よりも優先される可能性は高い111。
　移住者と現地労働者が完全に置き換えられ
ないことが、最近の検証結果で確認されてい
る。新たな移住者の参入によってもっとも影

響を受けるのが初期の移住者である。新参者
は、まずは既存の移住者と競合するため、労
働市場の調整弁となる。例えば英国では、
2000年前半に移住者間の競争が激化したこと
で、現地住民と移住者の賃金格差が6％も広
がった112。
　雇用への影響に関する根拠は十分ではない
が、傾向は似ている。移住と失業の体系的な
関係に関する詳細な調査は確立されていな
い。専門技能をもたない移住者は現地住民が
好まない仕事を引き受けて、現地住民が別分
野の職種に移り、労働市場の分離が起こって
いることも原因のひとつだ。EUへの大量移住
が起こっても、アイルランドや英国では現地
労働者が解雇されたり、失業率が増加したり
することはなかった。使用者総数に対する移
住者の比率が10％増えることによる現地住民
の雇用率低下は0.2～0.7％だというヨーロッ
パでの研究もある113。
　これらの計量経済的な結果は、3章で論じた
移住者が労働市場で不利益を被るという証拠
を踏まえることから解明できる。設計と実施
の両面で、法的および制度的要因は問題とな
る。移住労働者が賃金や労働条件を保護す
る正式な契約を結べなくなると、現地労働者
との不公平な競合が生まれる。労働組合に加
入できない、規則が強制されにくいといった
状況でも同様の結果となる。管理された労働
市場をもつ国でさえも、非正規労働者の保護
は難しい。英国のモーカム湾で貝を集めてい
た中国人の溺死事故は、保健と安全の基準が
守られなかった悪名高い事例だ。英国での最
新研究では、期限付き契約労働の増加といっ
た構造的な傾向が、移住者の賃金や労働条
件にとって決定的な要因となっていることが
わかった。とくに若い移住者の間で、法的最
低賃金を下回る労働への従事に関する証拠が
増えている114。
　新興の途上国では、移住者の労働市場へ
の影響に関する経験に基づいた証拠はほぼ見

当たらない。移住者が集
中した地域が低賃金であ
るかを調べたタイでの最
新研究では、移住者が
10％増加するとタイ人の賃金が0.2%下落する
ことが判明したが、雇用率が低下したり、国
内移住が減少したりすることはなかった115。
香港（中国）で実施したシミュレーションに
よれば、新規移住者が大幅（40％）に増加し
ても、賃金が1％を超えて下落することはな
かった116。しかしながら、移住者が非正規労
働にしか就けなかった場合には、やはり非正
規で働いている現地労働者に大きな影響をも
たらした。多くの途上国では非正規労働が至
るところに存在しているので、移住者が非正
規労働市場に参入する可能性も高い。

4.2.3　急速な都市化

　国内移住によって部分的に引き起こされる
急速な都市化は大きな課題となりうる。都会
で得られる有利な機会に引き寄せられるのだ
ろうが、都市部でのサービスや施設に過度な
負担がかかることにもなる。典型的なのが、
カルカッタやラゴスのような大都市、および
コロンボ、グアヤキル、ナイロビなどの多数
の中規模都市における例である。途上国では
多くの新住民が通常は大都市の周縁部に形成
された貧民街やスラムに定住する。このよう
な居住区では電気代や水道代が高いことが多
い。また洪水や地すべり、行政による圧迫、
暴力、盗難、恐喝といった被害に遭いやす
い。
　移動の原因が出身地での生活水準の低下
や支援サービスの欠如である場合、都市部へ
の移住率が、労働需要や公共サービスの支給
を上回るかもしれない117。このような状況で
は、構造的に、完全失業率や不完全失業率
が高くなる。さらに行政が人口増加対策を怠
って、制度・財政上の深刻な制約が生じる場

設計と実施の両面で、
法的および制度的要因は
問題となる
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合、収入や福祉の格差が急速に広がる。比
較的物資に恵まれた安全な富裕地帯と、生活
水準が劣悪な無法地帯との分離が起こるの
だ。一方、雇用の機会拡大によって都市部に
移住が集中した場合は、知識、才能、資本の
集中が好ましい流れとなり、純粋な恩恵が増
える可能性が高い。韓国でこのような事例が
みられた118。
　両者の対照的な筋書きから、都会における
優れたガバナンスが欠かせないことは明白
だ。これは、民営および公営による都会生活
を計画・管理するための多種多様な手段とい
う意味である。移住者のために最重要視され
るべき都市管理として、地方税を基にした適
切な資本、基本的な社会サービスや水道・電
気などの公平な価格設定、移住者居住区へ
のサービス拡大、非正規労働に対する平等な
規制、移住者が受けることができる支援サー
ビス（言語教室など）、行政による体系づく
りや主要サービスの実施基準公表、定期的な

独立監査および地方自治
会計の公表などを通した
説明責任が挙げられる。
　都市の行政官庁が移

住者対策や貧困対策をどのように行っている
かを精査するには、実地調査が役に立つ。そ
の調査結果によると、地方分権や民主化によ
って、貧困者に少なくともインフラ提供とい
う観点から、徐々に恩恵を得られる機会が増
えることがうかがえる119。また、行過ぎたガ
バナンス、とくに非正規な労働仲介者の排除
や嫌がらせから貧困者を守るためにも、声を
あげ、聞いてもらうことが効果的のようだ120。
民主主義の発展と報道の自由といったものの
前向きな効果についてのアマルティア・セン
の言葉がこだまのように響き渡る121。しかし、
明らかに地方自治体の中には、移住者に悪影
響となるような手段を行使するものもあった。
本報告書のための委託研究でアジアにおける
都市化を検討したところ、移住抑圧政策を実

行する政府が多かった。強制的なスラムの撤
去、サービスを受けられないような周辺部へ
と貧困者を追放する国もあることが判った122。
バングラデシュのダッカでは、6万人が住む29
カ所のスラムが2007年前半に撤去された。イ
ンドネシアのジャカルタでは、「閉鎖都市」政
策によって移住者は雇用先と居住先を証明せ
ねばならず、合法滞在が困難になった。2007
年9月に可決された法律では、川岸と高速道
路の不法占有が違法となった。このような介
入によって社会混乱が起こることがある。バ
ングラデシュでは、アガルガオンなどの居住
区からの立ち退き後、暴動が生じた123。2005
年にジンバブエのハラレ付近で貧民街が撤去
されたときのように、民主主義や説明責任が
徹底していないまま、大規模な立ち退きが命
じられる可能性も高い。
　最後に、ヨーロッパ、米国、南アフリカの
現地住民の間では、家賃などの特定マーケッ
トで移住に関連して値上げが起こることが広
く認められている。知られている限り、この
ような影響に関する研究は存在しない。

4.2.4　財政への影響

　実際の経済・社会的な影響に反映している
とは限らないものの、移住の影響に対する一
般的な評価に用いられるのが、政府の財政状
況の変化に関する認識である124。政治の領域
では、福祉国家における移住の影響が懸念さ
れることが多い。2002年のヨーロッパ社会調
査によれば、半数程度の対象国住民が、移住
によって財政負担が生じ、教育低下、老齢
化、失業といった問題が起こることを心配し
ていた。不安が多かったのがチェコ共和国、
ギリシャ、ハンガリー、アイルランドで、一
方、イタリア、ルクセンブルク、ポルトガ
ル、スウェーデンではそれほど顕著ではなか
った。費用増大や社会的一体性の低下に直面
することによる、持続可能性への懸念もあ

る。たとえば、オーストラリア、ニュージー
ランド、英国では、年金や保険などの給付金
受給までの待機期間を導入することで、不安
を軽減しようとした。
　果たして移住者は「与えるよりも奪う存
在」なのだろうか。あるいはその逆も同様で
あり、論争が多い問題だが、UNDPの意見は
一般的には認識されていないようだ。移住者
の公共サービス利用に関する評価は困難で、
それを補う納税に関しても複雑である。子ど
もが公立学校に通う移住者が、専門技能職の
女性が働きやすいように育児サービスを提供
することもあるだろう。この場合、両者が税
金を払っている。
　実際、福祉の寛容度や移住者への適用
は、国によって大きく異なる。豊かな国だが
福祉レベルが低い米国での研究によれば、さ
まざまな評価があるものの、一般的には第一
世代の移住者が財政費用に負担をかけても、
それ以降の世代が黒字を生み出す傾向がある
という125。同時に、移住者の納税額が、移住
者に提供される公共サービスのレベルに見合
わないかもしれない。とくに移住者が総数よ
りも少なく計上されて、1人当たりまたは需要
ベースの地方自治体への財政移転がなされて
いる場合、移住者への基本サービスの拡充や
適切な人材が足りず、行政が最大の負担を抱
えていることもある。
　通常、国家支出の多くを地方自治体が分担
し、移住者へのサービスを含む基本サービス
も負担している。国際通貨基金（IMF）のデ
ータによれば126、先進国における2007年の地
方自治体による支出割合は、デンマークの63
％からギリシャの6％まで幅広い。とくにロシ
ア（51％）、南アフリカ（47％）などの移住
大国では、その割合が高い。しかしタイのよ
うに15％以下という例外的な国もある。つま
り、公共財政の仕組みによって、移住者が財
政費用を負担することも、納税者として公共
歳入を負担することもあるのだ。例えば、言

語教室などの特別プログ
ラムを含む教育・保健サ
ービスの提供費用は地方
自治体が負担することに
なるが、所得税は中央政
府に支払われる。
　米国では財政面での懸念によって異なる集
団間で移住政策の優先順位が変わる。すでに
大量の移住者を抱えていて、寛大な福祉の恩
恵が移住者に行き渡っている場合、現地住民
が移住の制限を好む傾向がある127。この傾向
は高額納税者である高所得者に顕著だ。ヨー
ロッパにおける20カ国以上の研究でも同様の
結果が得られた128。
　累進課税や福祉制度が整った国では、専門
技能のない移住者や難民、家族再会プログラ
ムでの入国者が財政費用の大きな負担となっ
ている。ヨーロッパの中には、人口統計によ
る報告で移住者が現地住民より福祉プログラ
ムに依存している国があるが、すべての国に
当てはまるわけではない129。福祉制度の寛容
度によって部分的に事情が異なるようだ。
　2008～2009年の経済危機下、移住者の失
業率増加や生活困難によって、公共財政にさ
らに負担がかかると考えられている。どの程
度の負担になるのかはまだわからない。各国
での要因を決定づけるのが、移住者の失業率
や失業手当の適用である。福祉先進国でさえ
も、移住者が手当を受けるには制限がある。
最新の研究によれば、2009年の経済危機で移
住者に対する生活手当の公的負担が増えるの
がエストニア、フランス、ラトビアだ。一
方、オーストリア、フィンランド、ドイツ、
アイルランド、スペインではそれほど増えな
いという130。誰もが生活手当を受給できるわ
けではない多くの途上国では、不況下で財政
費用の増加という問題は起こらないのだ。
　多くの先進国で急速に高齢化が進んだこと
から脅威となっている財政危機の解決策とし
て、移住が奨励されることもある（2章）。こ

子どもが公立学校に通う移住者が、
専門技能職の女性が働きやすいように
育児サービスを提供することもあるだろう。
この場合、両者が税金を払っている
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の場合、移住者が中・短期的に財政を分担し
なければならない。移住者の退職時という長
期的な費用も考慮すべきだ。つまり、移住を
常に拡大させながら、増加する移住労働者に
社会保障費を分担させ、同時に社会保障や退

職制度の設計も構造的に
変化させるということ
だ。
　良し悪しは別として、

移住による純粋な財政への影響は決して大き
くない。GDPに対するさまざまな影響を総合
すると、米国やヨーロッパにおいて大半の移
住者が財政へ及ぼす影響はGDPに対する推
定±1％程度である131。英国ではGDPに対し
て±0.65％に過ぎない132。つまり通常では移
住による財政への影響が政策設計の重要な要
因とはならないはずだ。
　現地の納税者が、受容する以上のサービス
を受ける者の負担は増やすべきだという考え
から、移住者に追加料金を課す国もある。
1995年にはカナダでビザ発行前に支払う、838
米ドル相当の永住権取得費が導入された（た
だし、却下または申請中止の際には返金可
能）。その後、ローンオプションや支払期限
の融通、難民や保護対象者・扶養児童への
免除などの変更が行なわれ、2006年には半額
となった。永住権取得費に加えて、成人は
430米ドルの管理費用を支払わなければなら
ない（被扶養者の場合は86米ドル）。ただし
カナダなどの事例では、取得費による歳入と
統合プログラムへの歳出に関連性がみられな
い。最近になって英国が50英ポンド（93米ド
ル）もの空港手数料の徴収を始めた。いずれ
の事例でも、財政費用を増やすというより、
国民の不安を軽減するために採用しているよ
うに思える。

4.2.5　移住に関する認識と懸案

　数多くの国で移住に関する議論が生まれて

いる。とくに昔から均質性の高い社会におい
ては、異なる背景をもつ新参者が存在するこ
とが問題となる。大雑把に、安全保障と犯
罪、社会経済的要因、文化的要因という3種
類の相関する懸案事項に分類できる133。本章
の最後として、それぞれの懸案事項について
論じていく。
　2001年の米国同時多発テロ以来、政治議論
の最重要項目が安全保障となった。真偽のほ
どはともかくとして、国家への忠誠心をもた
ない外国人とテロリズムの脅威が大きな問題
となっている。しかし、過去にも移民に対す
る強い抵抗があったように、何も新たに生ま
れた脅威というわけではない。例えば1960年
代にインドネシアの中国系住民は共産主義に
よる政治陰謀を疑われた。またバルト諸国に
居住するロシア系住民の場合、1990年代前半
のソ連崩壊後に独立運動を妨げようとしてい
るといわれた。通常はこのような懸念も時が
過ぎれば和らぐのだが、政治不安定や混乱に
よって再燃する。
　移住者と犯罪に関連性があるという認識か
らも、安全保障の懸念が生まれる。移住に関
する議論でよくもち上がる問題だ。2002年の
ヨーロッパ社会調査では回答者の70％以上が
移住者によって犯罪が悪化すると考えてい
て、ドイツ、チェコ、ノルウェーでは同様の
回答者で85％を超えた。映画「ゴッドファー
ザー」で描かれた移民と犯罪に関するステレ
オタイプ的なイメージが、長年にわたって大
衆メディアを通じて広められてきた。イタリ
ア人マフィア、中国人の秘密結社、中央アメ
リカのギャング、エルサルバドルのマラ・サ
ルバトルチャなど、数々の移民集団を通して
暴力が露出されてきた。
　実際のデータは、このようなステレオタイ
プと一致しない。ただし国によって移住者の
犯罪率が大幅に異なるようだ。2000年の米国
国勢調査のデータによれば、どの民族集団で
も若者の投獄率は移住者がもっとも低かっ

た。低学歴層でさえ同じ結果だった。18～39
歳の男性（被拘束者が最多の年齢層）で
は、2000年における現地出身者の投獄率が平
均3.5%で、海外出身者の0.7％の5倍を記録し
た134。米国での同様の研究でも結果は類似し
ていた135。しかし、ヨーロッパでは状況がよ
り多様化する。25カ国についての欧州審議会
からのデータでは、平均的に現地出身者の2
倍以上の海外出身者が投獄されていた。オー
ストリア、ドイツ、ルクセンブルグ、ノルウ
ェー、スペインの6カ国調査では、外国人犯
罪率の方が高かったが、ギリシャでは同様の
結果にはならなかった136。
　移住者が現地住民の社会・経済的地位に
損失を与えるという恐怖心に関しては、経験
に基づいて検証されてきた。前述の通り、個
人や集団にとって好影響にも悪影響にもなる
こともあるが、影響はあまり大きくない。し
かし、2008～2009年の経済危機は移住先の多
くの労働者に深刻な打撃を与え、1930年代の
大恐慌以来最悪だと思われている。移住者が
打撃の原因だという有力な証拠はないが、現
地労働者が仕事を守ろうとして、移住者への
反発心の火種を溜め込んでおり、政府は強大
な圧力を感じて、彼らに逆らえないことが多
い。これまでは移住者が広く受け入れられて
いた場所でも、意見が変わってきている。例
えば大量移住が実際行なわれている英国でさ
えも、経済危機下で東欧系移住者に対して変
化がみられた137。
　移住に関する意見は就職口の有無に左右さ
れる。最新の世界価値観調査の対象となった
52カ国で大半の回答者が移住の制限を支持し
ているが、就職件数と連動した制限であるこ
とが強調されていた（図4.3）138。2章で提示し
た人口統計および経済推定では、目下の経済
危機が過ぎ去れば、構造的な特徴によって新
たな就職口が生まれ、移住者にも新たな機会
が訪れることが示されている。
　不況でなくても現地住民を優先すべきだと

考える人は多い（図4.4）。回帰分析によれ
ば、このように考えるのは、小都市に住み、
移住経験がない低収入の高齢者に多いことが
わかった。しかし興味深いのは、移住者が比
較的多い国では移住者に対する平等な待遇を
好む傾向があることだ。
　経済への懸念と安全保障への懸念がお互良し悪しは別として、

移住による純粋な財政への影響は
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いに補強しあって、悪循環に陥ることがあ
る。非正規労働や高失業率によって周縁に追
いやられた移住者が反社会的な犯罪に走り、
現地住民の安全への不安を実際のものとする
かもしれない。さらに労働市場や政策立案に
おける差別が生じると、移住者が出身地に帰
国して、出身地の住民の脅威となるギャング
や反社会集団を形成する可能性が高い。フラ
ンスにおけるマグレブ人や米国における中央
アメリカ系移住者で、このような傾向が観察
された。
　労働市場での不利な立場が社会からの排

除につながり、たちまち社会の一体性への悪
影響が広がる。移住家庭の子どもたちが直面
する社会参画への障壁が7カ国の先進国での
最新調査で明らかになった139。これらの家庭
は、都市部の低所得者居住区のような特定の
場所に集中していることが多い。このため、
教育および社会・経済的な分離が促進され
る。隔離された地区の住民は、現地住民との
接触が限られていて、事実上学校も別々のた
め、分離はさらに強化される。米国における
ラテンアメリカ系移住者のアイデンティティ
に関する委託研究では、制限的な移住政策、
長年にわたる敵意に満ちた世論増大、雑多な
人間開発の影響によってアイデンティティが
揺らいでいると示唆された。ラテンアメリカ
出身の移住者とその子弟への聞き取り調査に
基づく本研究によると、移住者は出身集団と
の連帯意識を形成するが、労働市場で不平
等な扱いが多いという現実に直面して、アメ
リカ人としてのアイデンティティは拒絶しが
ちだ140。
　移住者の政治に与えうる影響に関する懸念
も表明されている141。たいていの場合、移住
者の経歴や政治見解は多様なので、人口にお
ける移住者の比率からみると全国的な選挙に
直接影響を及ぼすには小規模すぎる。いずれ
にしても、通常移住者は全国選挙で投票する
権利をもたない。しかし、多くの第一世代の
移住者に選挙権が認められている地方選挙で
は意見が反映されるかもしれない142。時が経
つにつれて経済的、社会的、文化的な融合が
進むと、移住者の投票傾向への影響もわかり
にくくなるだろう143。
　最後になるが、移住者数が十分ならば、社
会の民族・文化的な多様性に貢献して、国家
の様相を変化させることができる。現在繁栄
している国の中には、かつて移住者が建設し
た国がある。オーストラリア、カナダ、ニュ
ージーランド、米国では大量の移住者を受け
入れつづけ、さまざまな出身国から移住の波

が絶えなかった。これらの国は、文化の違い
にもかかわらず、概して移住者の受入れや新
国家への帰属意識の植付けに見事に成功して
きた144。長い歴史の中で独立を誇ってきた、
国家アイデンティティが強い国の場合、移住
者を受入れるのはより難しいかもしれない。
　当然ながら、文化の特質の中には、現地住
民が受け入れやすいものもある。今まで食べ
たことがなかった料理を歓迎する社会が多い
のもその一例だ（ただし自国の食生活に自信
をもつフランス人とイタリア人はかなり強く
抵抗するだろう）。さまざまな経済規模と多
様性の経験が、国際貿易の傾向を何よりも説
明しているというポール・クルーグマンの理
論の裏づけともなる。一方で、スカーフ着用
や持参金の支払いなど受け入れにくい宗教的
・社会的慣習も存在する。
　事情は異なるものの、一般的にはマイノリ
ティに寛容的で、民族の多様性に好意的な人
が多いことを証拠が示唆している（図4.5）。
民族の多様性を高く評価しないのは、低学歴
者、高齢者、失業者、移住経験をもたない人
たちのようだ145。その一方で、2005～2006年
の世界価値観調査の回答者のうち75％以上
は、移住者が近隣に居住することに反対しな
かった。このような傾向は、移住者へのより
有利な待遇を広く認めるための絶好のチャン
スの表れだ。政策の選択肢については、次章
で検証する。
　移住コミュニティが既存コミュニティに取
って代わると、競合する社会規範や構造だと
思われ、現地の文化を脅かすと感じられ、危
機感や反対意見が増大する。これは民族アイ
デンティティがお互いに競合し、国家へのか
かわりが大きく変化するという考えから派生
している。多様性を認めることと、国家を統
一することのいずれかを選ぶ、ゼロサムゲー
ムのようなものだ。しかし、民族、言語、宗
教、人種、市民権（1章）といった側面で個
人が複数の補い合うアイデンティティをもつ

こともできる。だから移住者がもっとしっか
り融和して、新天地に浸透すれば、移住国も
より多様化して、社会の質を高めながら、相
補的な文化の特色を導入していると評価され
る可能性が高い。

4.3　結論

　本章では、移動による非移住者への影響を
検証した。最初に出身地、とくに途上国に焦
点を当てた（ただし移住の受入率が最も高い
ものがヨーロッパ、最低なのがアフリカとな
った）。出身地でもっとも影響を受けるのは
移住した家族をもつ世帯で、収入、消費、健
康、保健の観点で非常に好ましい影響がみら
れた。しかし家族に移住者のいる世帯の多く
が最貧層ではないため、貧困への影響は限ら
れていた。より広範囲のコミュニティや国家
への影響も観察された。ただし影響の傾向が
より複雑で、状況によって異なり、時が経る
につれて変化することもある。
　2008～2009年の世界経済危機を考慮する
と、移住先のコミュニティや国家での影響を
評価することが大切だ。経済、労働市場、財
政面での顕著な悪影響の証拠はなく、社会の
多様性や技術革新の可能性といった恩恵の証
拠がみられた。移住者に対する恐怖心は通常
は誇張されたものである。
　これまでの章での考察によれば、移動の恩
恵を強化し、拡大する政策によってよい循環
が生まれる可能性が見てとれる。そうするこ
とで、移住先と出身コミュニティおよび出身
国で、移住者による経済的・社会的貢献が増
えるだろう。
　移動時に受ける公的な政策が、移住者の将
来を決めるうえで大きな役割を果たす。これ
らの政策を上手く立案することは、移住者自
身だけでなく、出身地コミュニティや移住先
の住民にとっての利益ともなる。本報告書の
最終章ではこのテーマについて論じる。
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5

人間開発を
促進するための政策



　入国拒否や遅延といったものが、ここ数十
年間に多くの移住先で広まっている入国政策
として目立っているが、その一方で国境警備
や不法滞在にも目が向けられていることがわ
かった。これによって、合法的な立場ではな
い移住者の状況が悪化し、とくに不況下にお
いて多くの非正規移住者が不安といらだちを
抱えている。
　出身国にはない機会や急速な人口動態の変
化などの移住を後押しする要因が、今後十年
以上つづくと思われる。不均衡な人口傾向に
よって、1950年以降、世界の労働力増加の10
分の9が途上国に偏り、先進国では高齢化が
進んでいる。こういった傾向が移動者に圧力
を加えているが、専門技能をもたない人間を
移動させる定期的なルートは非常に限られて
いる。2050年に向けた人口推計によれば、最
近の経済危機によって労働需要は一時的に停
滞したものの、先述のような状況は続くと予
測されている。だからこそ、内在的には需要
が高い、専門技能をもたない労働者の入国制
限政策を再考しなければならない。本章で
は、基本的な構造傾向と共に、成長を続ける
ために政府がどのような政策を立案できるか
という、大きな問題に取り組む。
　本提言は、6本の柱を含む中・長期的な利益
をもたらす中核となる改革案からなってい
る。それぞれの案を単独で実行しても恩恵を

もたらすが、併せて実施することで移住の影
響によって、人間開発を最大限に促進する最
善のチャンスが生まれる。
1．既存の移住手続きを自由化・簡素化する
2．移住者の基本的な権利を確保する
3．移動にかかるコストを削減する
4． 移住先の社会と移住者の両方に寄与する
ように状況を改善する

5．国内移動における利益を保障する
6．移住を国家の開発戦略の中心に据える
　本提言には、移住を管理するための新たな
手段や基準が含まれるが、国家レベルでの決
断が必要な管理能力の向上については触れて
いない。
　短期的に重大な問題があることも認識して
いるが、われわれが提案する基本方針は、長
期的には移動による恩恵を増大させるような
改革のための計画だといえる。今日、1920年
代の大恐慌以降、最悪の経済危機となりそう
な状況の中で、多くの国では失業率が記録的
に上昇している。その結果、多くの移住者が
明らかに危機的状況にある。彼らは失業、不
安、社会的疎外感に苦しみながら、自らが問
題の原因だといわれることもある。目下の不
況の罪を移住者にきせるのではなく、貿易保
護主義者からの反発から守りつつ、国内外
で、労働者が恩恵を受けるような新たな移住
者政策を導入する機会だと捉えるべきだ。政

最終章、では移動がより完全な形で人間の自由の向上に貢献するた

めの改革を提案する。現段階では、多くの移住者は不安定な権利し

か手にしておらず、将来も保証されていない。また、専門技能をも

たない労働者に対する入国制限と高い労働需要という政策上の不釣

り合いについても論じなければならない。移住者、移住者の家族、

出身コミュニティ、移住先にもたらされる状況を改善するうえで中

核的な役割を果たす改革の骨子を提言する。現実的な経済・社会状

況の評価、および世論の認知や政治的制約によって改革の計画、実

施のタイミング、ならびに許容の度合いは異なる。

第5章 　人間開発を促進するための政策

移住者に対する政策を改善することで、人間開発上の大きな恩恵が得られ
ることが、これまでの分析で明らかとなった。これによって、移住に関連
するすべての集団が恩恵を受ける。恩恵を実現するためには、内在する問
題や制約を認識しながらも、潜在的な利益を得るための改革を採用する思
い切ったビジョンが必要となる。
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策を推し進めながら、世間の人々に納得して
もらうには政治的なビジョンと強いリーダー
シップが要求されるだろう1。
　移住に関し、社会全体での議論を進めるた
めには、オープンな対話が欠かせない。さら
に議論においては、恩恵を過剰に強調せず
に、とくに専門技能をもたない労働者への分
配効果に関する懸念も認識し、考慮しなけれ
ばならない。改革の政治経済については、以
下に記述する。

　本報告書は、さまざま
な利害関係者にかかわる
グローバルな視点の報告
書である。出身地の政
府、移住先および通過地

となる国家、資金提供者および国際機関、民
間企業、移住者や海外移住者を受け入れる
市民社会、研究者、メディアなどが利害関係
者となる。このため、本提言で述べる政策の
方向性を全般的なレベルで調整せざるをえな
い。これらの勧告を吟味し、適応させ、実施
するにあたって、討論を促し、その議論をフ
ォローアップすることを意図している。国家
レベルでは、現地の状況と確実に関係づけ
て、政治の現実や実践上の制約を見込めるよ
うに、より詳細な分析が必要となるだろう。

5.1　提言の骨子

　上で述べた政策の各項目について検証して
みよう。まず世界各地で議論され、導入され
ているより広範囲な選択肢の中から、厳選さ
れた捉え方に重点を置くことにする2。何を優
先課題とするかを決めるには、弱い立場の
人々に焦点を置き、現実的には政治的な制約
や妥協も避けられないという認識の上、可能
な限り、すぐれた実践例を示していくことに
しよう。

5.1.1　 既存の移住手続きを　　　　　　　
自由化・簡素化する

　過度な入国制限という障壁によって多くの
人々が移動を阻まれ、移住者の推定4分の1程
度が非正規ステータスで移動している。これ
によって、とくに現状の不況下では、移住者
コミュニティや国民全体に不安定といらだち
が生まれている。
　移住労働者の需要を生み出している人口や
経済の状況は、不況下でも存在する。このた
め経済成長が回復すれば、移住労働者への
需要も回復するだろう。先進国における労働
年齢層の需要は、主に構造的なもので、一時
的というよりも長期的である。介護、建設、
観光、食品加工のような回転率の高い分野の
仕事にも当てはまる。労働需要が長期的な
ら、移住者および移住先のコミュニティや社
会の観点からすれば、合法的に移住者を受け
入れたほうがいい。移住者が就職口をみつけ
て、仕事を続けられるなら、期限付き労働に
限定するのではなく、滞在を延長できるよう
にするべきだ。海外に長く滞在すればするほ
ど、移住者とその家族は、社会的･経済的な
移動を、より享受できる。移住先の政府が移
住者の存在を拒否あるいは無視した場合、労
働市場や経済だけでなく、社会全般で分裂が
起こる可能性が高い。ドイツにおける短期間
滞在の外国人労働者たちによって生じた過去
の教訓から学ぶことができる。今日では、湾
岸協力理事会（GCC）諸国、ロシア連邦、シ
ンガポール、南アフリカ、タイなどの移住先
で同様の問題が起こっている。
　では、移住手続きの自由化・簡素化とはど
のようなものだろうか。望ましく、実行可能
だと思われる2つの改革手段がある。ひとつ
は季節的または周期的なプログラム、もうひ
とつは延長の可能性を含めた専門技能をもた
ない者の入国だ。非正規移住者の取り扱いは
難しく、可能な限りさまざまな代替案を考え

なければいけない。いずれの場合も、多様な
利害を調整できる政治上のプロセスを経て、
新たな手段の具体的な設計について国全体で
話し合うべきだ（5.2、参照）。高度な専門技
能をもつ移住者は大半の国で歓迎されるた
め、改革では大卒資格をもたない移住者に焦
点を当てる必要がある。
　農業や観光といった分野で季節労働計画を
拡張するという第一の改革手段については、
すでに多くの国で試行されている。改革を計
画・実施する際の重要な要素として、移住先
の政府との協議、組合や使用者の関与、基本
賃金の保証、健康と安全の保障、再滞在の
規定が挙げられる。カナダで長年にわたって
成功しているプログラムや、最近ニュージー
ランドで導入されたプログラムでもこれらの
要素が計画の土台となっている（Box 5.1）。

通常はこのような正式プログラムで労働する
場合、非正規労働者よりも有利な保護を受け
られ、それが人間開発の観点から、大きな利
点のひとつだといえる。
　第二のより基本的な改革手段は、雇用者の
需要に応じた専門技能をもたない人たちへの
ビザ発行数の拡大だ。現行では最初は期限
付きビザしか発行されない。したがって、就
職口、あるいは労働不足が起こっている分野
での経験や労働意欲による判断で発行され
る。
　定期的な入国経路を拡大するためには、以
下の主要な論点に関する決定が必要となる。
　【年間入国数の設定】　現地の条件に対応
するもので、確認方法はいくつかある。入国
者数の基準となるのが、到着前の就職申し出
などの雇用側の需要、および需要計画や組

　最近、2カ国が本報告書での提言と同じ方向性の改革を導入し
た。ただし、共に導入したばかりなので、影響を評価すること
はできない。
　2008年末、スウェーデンが大規模な労働移住改革を導入し
た。スウェーデン議会の発案で、変革案の権限を与えられる委
員任命から始まった。当時は急速な経済成長期で、人手不足が
蔓延していた。このため現地労働者が解雇されるリスクや申請
が認められなかった庇護申請者への適用などに議会とメディア
の議論が集中した。この結果、賃金削減や労働基準の低下とい
った組合の懸案事項に見合った計画が設計された。
　主に使用者が需要を判断する（自己評価の）項目が重要な要
素となっている。スウェーデン移住省が共通合意を確実にし
て、労働組合の意見を考慮する役割を担っている。2年経過後の
使用者間のポータビリティが認められ、2年以内に転職する場合
は新たな労働許可を申請しなければならない。当初の期間は2
年間だが、4年まで延長が可能で、その後永住権が認められる。
施行から四半期でスウェーデンでの申請総数の約15％に相当す
る2万4000人の申請があった。
　ニュージーランドのRSE（域内季節雇用計画）は2007年4月
に開始した。季節労働の繁忙期に労働者を求めている園芸やブ
ドウ栽培といった分野での深刻な問題に対処するための成長と

革新指針の一環である。年ごとに調整される多くの季節労働が
提供される。
　RSEは低賃金となる期限付き労働の周期という短所を解決す
るために設計された。使用者と多くの非正規移民を含む労働者
の両方にとって周期を維持するのが難しいようだ。RSEへの移行
によって既存の非正規労働者が制度から振り落とされ、新たな
使用者が政府に接触した。移行期間内には使用者が一定期間、
条件付でニュージーランド在住の労働者を確保することができ
る。
　ニュージーランド政府と労働組合の両者が目指し、国民から
の容認に不可欠なのが、使用者が海外からの労働者を受け入れ
る前に、まずニュージーランド人労働者を雇用・訓練すること
だ。この計画では太平洋圏の島国が適切な選択や簡易化のプロ
セスを作り、自国民が帰国できるようにしているという条件つ
きで、専門技能をもたない外国人労働者が労働市場に引きつづ
き参入することができる。彼らは適切に訓練を受け、報酬をも
らい、経験や人脈を広げられる。現在までのところ、深刻な問
題は報告されていない。
　RSEは費用がかかる計画である。果樹園やブドウ畑で毎年働
こうとする労働者たちと提携しながら、関連産業が生産性や品
質を向上させない限り、経済的に持続させることができない。

Box 5.1 正規の経路を開く：スウェーデンとニュージーランド

出典：Government of Sweden（2008） and  World Bank（2006a）.

移住に関し、社会全体での
議論を進めるためには
オープンな対話
が欠かせない
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合、使用者、コミュニティからの文書を考慮
した技術委員などの推奨である。「人手不足
の職業」指定に関する助言を行なうために
2007年後半に設立された英国の移民に関する
諮問機関（MAC）が成功例として挙げられ
る。求職することでの不利な点は、採否は事
実上、使用者の手に握られており、個々の移
住者にかかる費用は徐々に高くなってきてお
り、「ポータビリティ（流動性）」も問題になっ
ているということだ。移住者へのニーズに関
する使用者の意見には注意しなければならな
い。移住者が長時間労働をしたがる、あるい
は多くの技能をもつ、またはその両方の理由
で需要数が増えるかもしれない。使用者は出

身地に関係なくすべての労働者に対する基本
的な保健や安全を保護し、最低基準の労働
条件を保証するという法的義務を回避する戦
略として移住労働を利用してはいけない。
　【使用者のポータビリティ】　特定の使用者
に拘束されることで、より有利な機会の発掘
が妨げられる。そのため経済的に非効率的
で、社会的に望ましくない状況となる。通
常、政府は永住滞在する高度な専門技能をも
つ移住者には雇用のポータビリティを認める
が、専門技能をもたない期限付き労働者には
認めないことが政策評価でわかった。しか
し、変化の兆しもある。アラブ首長国連邦で
は移住者虐待の苦情に対応して、移転可能な
雇用の資金援助を提供し始めた3。
　Box 5.1で記述されたスウェーデンにおけ
る最近の労働移住改革は、現在のところ雇用
と恩恵のポータビリティという面でもっとも
包括的な例だといえる。労働許可証も携帯で
きて、失業した移住者全員にビザ更新前3カ
月間の休職期間が与えられる4。通常、リクル
ートのために海外に赴いたことがある使用者
は、ポータビリティを認めないよう求める
が、そのような場合でもある程度の融通性を
設けることができる。例えば、移住者自身ま
たはその移住者を雇いたい別の使用者が、以
前の使用者にリクルート費用を補填するとい
ったことだ。
　【延長および永住申請の権利】　延長の決定
権は移住先の政府がもつものの、現在では通
常一定の条件が設けられている。ただし多く
の先進国（カナダ、ポルトガル、スウェーデ
ン、英国、米国など）およびいくつかの途上
国（エクアドル、マレーシアなど）で期限付
き許可の延長が可能だ。許可の無期限な更新
は、二国間協定に基づく。移住者が数年間合
法的に滞在した後に期限付き許可から永住に
移行できる国もある（イタリアでは6年後、
ポルトガルと英国では5年後）。移住者の労働
市場における雇用歴や無犯罪歴といった条件

に左右される5。
　【循環性を促進する条項】　出身地と移住先
を自由に行き来できることで、移住先と出身
地への恩恵が増大する。さらに、この場合、
政府の裁量や一定の条件が前提となる。蓄積
された社会保障のポータビリティが、循環性
を促すさらなる利点となる。
　移住に関する議論では、非正規ステータス
での滞在問題が必ず表出する。この問題に関
して政府が種々の対策を講じてきた。ヨーロ
ッパ諸国やラテンアメリカでは、アムネステ
ィ計画を公表して、限定期間内の受入れを可
能にしている。自由裁量で合法滞在ステータ
スが許可できる行政機能もある。例えば、米
国では家族とのつながりによって許可が下り
る。出身地への強制帰還も続けられている。
いずれも議論にならないことはない。最近の
正規化の傾向についてはBox 5.2に要約した6。
　「得点制度による正規化」を試行する国は
多く、成功する可能性が高い方法だと思われ
る7。まず、非正規移住者が限定された期間
内だけ移住先で暫定的に生活・労働できるよ
うにする。語学の習得、安定した就職口、納
税などの複数基準を満たしていれば、滞在の
延長または永住権取得が可能となる。当初の
アムネスティはないが、永住ステータスに移
行するための条件付き許可が与えられる。こ
のようなアプローチには将来的に幅広く受け
入れられる魅力がある。
　ヨーロッパ諸国での多種多様な経験によれ
ば、計画・実行の段階で市民団体と使用者を
関与させることが正規化を成功させる重大な
要因となる。これによって途中で排除されな
いことを保証し、適格者選抜のための明確な
基準が設定できる（例えば、居住期間、雇用
歴、家族とのつながりなど）8。決定が遅延す
ることが現実的に大きな課題となる。フラン
スのように地域ごとに運営されていると、場
所によって扱いが異なることも問題だ。
　とくに議論の余地があるのが強制帰還であ

る。2008年だけで米国の35万人以上、南アフ
リカの30万人など、強制帰還数が急増してい
る国がある。経済的に豊かな国が推し進めた
ことから、EU移住のためのパートナーシップ
でも強制帰還が組み入れられている9。南ア
フリカのように署名を拒否する国もあるが、
多くの移住者の出身国が再入国協定に署名す
ることで移住国と協力している。
　人道的な強制政策とはどのようなものであ
るべきだろうか。国境検査や労働規定に違反
した場合に何らかの制裁を下すべきだという
意見が多い。任意の正規化と同様に、強制送
還も方針に含むべきだとも考えられている。
しかし、長年移住先で働きながら生活し、合
法滞在する家族がいるような場合、制裁を行
なうことは難しい。例えばエルサルバドル人
の国外追放者に関する最近の調査では、4分の
1が米国に20年間以上滞在し、5分の4が追放当
時に仕事をもち、それらの多くの人たちに米
国生まれの子どもがいることがわかった10。
英国など多くの国では、非人道的だとも思え
る威嚇的な追放事例がメディアでときに扱わ
れることがある。
　非正規滞在者と確認
された場合、強制手続き
が法に則って開始される
とともに、基本的な権利
もまた尊重されなければならないということ
が重要なのは明白だ。非正規労働者を扱って
いる使用者の説明責任も確立しなければなら
ない。米国では、これまでもこういった問題
が議論されてきた。その国に滞在する合法的
な権利を有するかどうかを決める正式なプロ
セスを作ることは、過去の事例（2005年前半
のマレーシアでのインドネシア人非正規労働
者の追放など）で観察された安直な大量追放
よりも明らかに効果的である11。ただし途上
国では、弁護士を依頼する権利といったいく
つかの手続きが公的財政上好ましくない負担
となることもある。英国の刑務所視察団は、

　大半のヨーロッパ諸国で正規化プログラムが実施されている。た
だし動機はさまざまで、（オーストリアやドイツなど）正規化を拒否
する国もある。最近の研究によれば、2007年までの10年間、ヨーロ
ッパで非正規から合法への変更申請数が600万人を上回り、うち80
％が認められている。最多のイタリアで150万人、スペイン、ギリ
シャがそれにつづくが、人数は国によって大幅に異なる。
　正規化プログラムを採用しているのはOECD諸国だけではない。
ラテンアメリカの地域間協定（MERCOSUR）では、アルゼンチン
が犯罪歴のないMERCOSUR加盟国の市民に合法居住を認める法律
を定めた。南アフリカでも、医療と教育を利用できる期限付きの居
住許可と最低6カ月間の滞在・就労権から始めて、非正規のジンバ
ブエ人を正規化する取り組みが進められている。タイでは、過去に
おいて正規化後に強制帰還が加速したのだが、2008年前半には13
万5000人の移住者が正規化された。
　正規化の賛否に関しては激しい論争が繰り広げられてきた。移住
先の国への恩恵は安全保障や法規制といった側面だ。一方、正規化
される個人や家族の場合、社会的・経済的に排除されにくくなるこ
と挙げられる。正規化による不利益のひとつが、将来的な移住の増
大、正式な認証プログラムの衰退、不正申請への懸念である。同時
に正規化による恩恵は状況によってさまざまだ。例えば米国では、
多くの非正規移住者がすでに納税者なので、大半は税金を納めない
不法労働が多い国よりも歳入面での恩恵はかなり少ない。こういっ
た各国での事例を調査すると、正規化の社会･経済的影響は複雑だ
という結論が引き出される。賃金、移動、統合面での好ましい影響
が必ずしも実現するわけではない。

Box 5.2 正規化の事例

出典：ICMPD（2009）, Cerrutti（2009）and Martin（2009b）.

非正規滞在者と確認された場合、
強制手続きが法に則って開始され
るとともに、基本的な権利もまた
尊重されなければならない
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国際的な人権基準に基づき、移住者の拘留に
対して、期待しうる方針を公表している。し
かし公表だけでは確実に基準を満たすわけに
はいかない。ウクライナの赤十字のように拘
留所での生活状況の改善のために活動してい
るNGOもある。帰還手続きに関する最近の
EU指令では、法規の透明性や調和性が前進
したように思える。非正規移住者として追放
するか、期限付きで合法滞在を認めるかの手
続き基準を重視しているのだ。しかし、人権
尊重への保証が不十分であることから、この
指令は批判を受けている12。

5.1.2　移住者の基本的な権利を確保する

　本報告書では自由を拡大する観点から移動
に注目してきた。しかしすべての移住者が、
移住で期待できる自由のすべてを手に入れる
わけではない。出身地や移住先によって、自
由を交換取引せざるをえないことも起こりう
る。高収入を得るために基本的人権が尊重さ
れない国で働くというのもその一例だ。人的
資源やネットワーク、情報、能力の入手経路
をもたない移住者がいくつかの側面で損をす
る可能性は高く、人種差別などにも直面する
だろう。不法滞在者や管理・責任体制が不十
分な国への移住者は深刻な問題を抱えるかも
しれない。
　難民は国際保護が必要なことから、明らか
に合法的な移住者として分類される。難民
は、1951年の難民条約や、144カ国が批准して
いる1967年同議定書に規定された権利を持っ
ている（図5.1）13。これらの国際条約によっ
て、迫害から逃れるために国境を越えて逃亡
した者に重要な保護が提供されるのである。
　さらに、6つの主要国際人権条約のいずれに
も、移住者に確実に適用できる多くの非差別
条項が含まれている。そして世界の131カ国
が、この6つの主要国際人権条約すべてを批
准している14。

　これらの協定書は普遍的で、正規、非正規
にかかわらず、移動中または滞在中の者を含
んだ国民、外国人に適用される。とくに重要
なのが、法の下での平等な権利と、人種、出
身国、その他の状況による差別からの解放で
ある。これらが国家行為における重大な法的
制約となる15。
　近年において、人身取引や密入国に対処す
る議定書が急速に支援の幅を広げ、129カ国が
批准した文書となっている16。人身取引を犯
罪行為とするこの議定書では、被害者（主に
女性）の人権よりも、組織犯罪を抑制して、
法に則った移住の促進を重視している17。こ
れらの原則を法律化した国もたくさんある。
2008年に調査した155カ国のうち、80％程度が
人身取引に対する法律の制定を導入し、半数
以上が人身取引を取り締まる特別警察隊を設
置した18。移住に対する方針が厳格化するこ
とで人身取引や密入国が増えていると指摘す
る者もいる。しかしこのような厳格化の進展
は明らかに喜ばしい19。
　一方、20世紀に採択されたILO条約は移住
労働者の最低基準を奨励するもので、あまり
支持されなかった。それは条約の適用範囲や
包括性と、国家の自由裁量への要望が一致し
なかったことが原因のひとつだ。1990年に
は、すべての移住労働者およびその家族の権
利保護に関する国際条約（CMW）で人権規
約の重要な原則が繰り返された。差別をより
広く定義する、独断的な集団追放に強固な予
防措置を講じる、合法移住者に選挙権･被選
挙権を確保するなど、さらに踏み込んだもの
だった。しかし、現在までの批准国は41カ国
で、そのうち移住者が多い国は5カ国に留ま
ってり、その中にHDI高位国は含まれていな
い（図5.1）。
　図5.1に記載した批准国における移住の状
況を調べると、大半の国で入国や出国といっ
た移住率が10％を下回っている。25％を超え
ている国の関連条約の批准率は低く、64カ国

中6つの主要な国際人権規約には22カ国が批
准しているが、CMWには3カ国しか批准して
いない。移住する人口が10％を上回る出身国
では、海外で働く自国民を保護するという動
機があるにもかかわらず、CMWへの批准が少
ない。条約施行から20年以上経つが、移住す
る人口が多い国のうち批准しているのは20％
に過ぎない。その一方で半数が6つの主要な
国際人権条約を、また59％が最近の人身取引
議定書を批准している。
　CMWを批准していない国にも、他の主要
人権条約によって、移住労働者を保護する義
務がある。現行の協定では条約監視機関
（TMB）が国連難民高等弁務官事務所（UNH
CR）の定期的な審査を補足している。10年間
にわたるTMBによる審議の最新分析では、
重要な人権規約の関連条項によって問題が明
らかになり、移住者の権利が保護されるだけ
でなく、徐々にその重要性が高まっているこ
とがわかった20。たとえ各国が人権侵害に関
する記録を見栄えのいいように描いても、T
MBは、強制する仕組みはないものの、名前
を公表して恥ずかしい思いをさせたり、悲惨
な事例を明らかにしたり、良心に訴える勧告
や政治的な勧告を求めることで、影響を及ぼ
すことはできる。
　移住に関するグローバルフォーラムでは移
住者の権利確保が繰り返し主張されてきた。
2008年のマニラでの「移住と開発に関するグ
ローバルフォーラム」でも市民団体が声明を
発表した。しかしすでに条約や協定、慣習法
が存在していることからも、権利保護のため
の法の枠組み欠如が問題とはいえない。むし
ろこういった法規制が効果的に実施されてい
ないことが問題といえる。このため、2005年
にILOが移住労働者に関する多国間枠組みを
作った。これは、自国で移住方針を決定でき
るように国家の主権を認めつつ、拘束力のな
い枠組みの中でのガイドラインや優れた実践
例を提供するものだ。厳密には法的拘束力は

ないが、現実の経済社会において国や企業が
何らかの拘束感を持ちながら従っている規範
である「ソフトロー」的なアプローチによっ
て、国家間の本質的な相違を適応させなが
ら、段階的に実施できるようにした21。
　正式な協定に署名する意思がないとして
も、いかなる政府も以下のような移住者の基
本的権利を否定することはできない。
・　 同等の仕事に対する平等な報酬、適切な
労働条件、健康や安全の保護

・　 集団としての組織や交渉
・　 恣意的な拘留の対象とせず、国外退去
時には法の適正手続きに基づかなければ
ならない

・　 残忍な、または非人道的な、品位を傷つ
ける取扱いを受けない

・　 出身国への帰還
　基本的人権としての自由、安全、信仰の自
由、強制労働や人身取引からの保護に加え
て、上記が守られなければならない。
　基本的権利を確保することで入国が許可さ
れる移住者数が減るという反対意見もある。
しかし、2章で述べたように実際にはそのよう
なことは起こらず、道義的見地から正当化で
きる意見とはいえない。
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　海外での基本的権利
を確保する上での主な責
任は移住先の政府にあ
る。インドやフィリピン
といった出身国の政府

が、最低賃金の支払を要求しようとしたが、
司法権がないことから失敗している。しか
し、出身国の政府が移住者人材センターや出
国前の心構えを教える説明会を通して移住者
の権利や責任範囲について助言するというか
たちで支援することはできる。
　苦情や償還請求などの経路を提供するため
の相談サービスが重要な役割を果たすことも
ある。また、二国間協定によって重要な原則
を確立することができる。ただし各国が独自
に行動を起こすよりも、出身国である国が共
同して基準改善の働きかけをした方が効果的
だろう。
　使用者、労働組合、NGO、移住者団体にも
役割がある。基本的権利の主な違反者は使
用者である。従って使用者の行動が重要とな
る。行動規範を作ったり、移住労働者の権利
のための社会的責任を果たし変革を志向する
アメリカの企業や経営者の団体（BSR）のプ
ログラムと提携したりして、優れた実践例を
示す使用者もいる。BSRプログラムでは、現
行労働法の実施では効果的な機能がない状
況に焦点を当てている22。労働組合やNGOが
実行できる対策としては、移住者に権利に関
する情報を与える、権利尊重のために使用者
や政府と密接に協力する、移住者の労働組合
を組織する、正規化を支援するといったこと
が挙げられる。活発に活動しているNGOの
ひとつにCODESTRASがある。意識の向
上、情報提供、普及活動、法的支援を通して
南フランスで季節労働者の状況改善を図って
いる団体だ23。
　とくに労働組合の役割は重要だ。組合は長
年にわたって移住者の権利に目を向けてき
た。52カ国で実施された2005・2006年の世界

価値観調査では、移住のバックグラウンドを
もつ労働者の高い組合加入率が示唆された。
移住と関係がない人が17％なのに対して、両
親が移住者である場合は22％が加入してい
た。このような違いはHDI低位国で顕著であ
る24。
　最後に、移住者自身も、移住先のコミュニ
ティや社会が移住を理解するうえで、影響を
与えられることも忘れてはいけない。移住者
がかかわった過去の違反行為によって、一部
で否定的な世論が生まれることもある。移住
者を含めた誰もが法律を理解・遵守し、平和
的な社会参画や、必要ならば抗議できるよう
な包括的な社会やコミュニティを支援するこ
とで、移住者が反発を受ける危険も減ること
だろう。市民社会と地方行政は、移住者のネ
ットワークやコミュニティへの支援を通して
手助けできる25。

5.1.3　移動にかかるコストを削減する

　国境を超えて移動すると、必ずコストがか
かる。距離によって国内外での職業探しが困
難になる。とくに情報のギャップ、言語とい
う障壁、多様な規制の枠組みといった理由か
ら、国外の場合は顕著だ。このため移住の仲
介や簡素化につながるサービスが必要とな
る。HDI低位国と高位国の収入格差を考えれ
ば、海外で仕事をみつけて、国際移動にかか
わる手続き上の制約から逃れられるように指
導するエージェント市場の必要性も否めな
い。
　現行の移住体制では、出国前に海外使用
者が支払う求人手続き費用が非常に高い。と
くにアジアでは、求人を整理して、実際に手
配してくれる民間エージェントに多くの移住
労働者が依存している。大半は合法的に活動
する実直な企業だが、使用者や労働者に関す
る情報が十分に入手できなかったり、不法に
密入国させようとしたりするエージェントも

いる。
　この仲介サービスの市場には問題がある。
最悪の場合、人身取引で何年も束縛された
り、暴力的な扱いを受けたりして死ぬことす
らある。日常的に起こる問題が、とくに専門
技能をもたない移住者に対して高額料金を請
求することだ。仲介によってリクルーターに
追加利益がもたらされる。入国制限下で十分
な情報が手に入らず、交渉できない立場の専
門技能をもたない労働者に対して高い労働需
要が存在するためだ。また技能がないほど費
用が上がるという逆累進費用でもある。例え
ば移住者が看護師ならば費用は生じないが、
家事労働者は払わなければならない。GCC諸
国へのアジア移住者の場合、リクルート代と
して2、3年間分の予想給与の25～35％を請求
される26。また政治腐敗でさらにお金がかか
ることもある。ただし手続きを広範囲にわた
って規制すると、政治腐敗に手を出さざるを
えなくなって、ことを運んでいる中間業者や
役人などへの支払いが増える一方なので逆効
果だろう。
　政府が移住労働者のコストを削減する方法
がいくつかある。まず優先すべき6つの分野
を記述する。
　【全方向で自由に移動できる体制を導入す
る】　例えばMERCOSURによって、ボリビア
人労働者は比較的自由にアルゼンチンに渡
り、人的つながりを築きながら仕事を学んだ
り、友人や親戚に機会を与えられたりするこ
とができる。2004年のEU拡大後にも同様の現
象が加速している。またグアテマラとメキシ
コの国境付近でも季節労働者の出入国が容易
になった。
　【出生届やバスポートなどの公式文書の手
続き費用を減らし、入手しやすくする】　出
身国での膨大な量の書類‘紙の壁’の合理化
が合法移住者への障壁を軽減する上で重要
な役割を果たす27。出身国と移住ルートの分
析によれば、前払い金の種類と金額を明らか

にするべきだ。例えばパスポート申請のため
に居住村から首都に何度か足を運ぶ際の旅
費、出発前に必要な健康診断、無犯罪証明、
保険、銀行保証のための費用が挙げられる。
メキシコ・カナダ間のプログラムに参加予定
の移住者の場合、平均で6回首都に赴かなけ
ればならず、政府が旅費支払のための給付金
を提供している（手続きを合理化する方が効
率的だと思える）28。移住先の要求事項によっ
て費用がかかることもある。例えば韓国で
は、移住者が到着前に言語を習得することが
要求されている。言語を習うことで収入増に
つながり、統合も促進されるのだが、到着前
の余分な金銭負担となる29。数多くの国が移
住者の事務処理のスピードアップを試行中
で、さまざまな成功例もある（Box 5.3）。
　【情報入手、償還請求の権利、ソーシャル
ネットワークの強化などによって移住者の能
力を強化する】　ソーシャルネットワークが
強化されると、移住者と使用者の情報ギャッ
プが埋められる。また、高額なリクルート・
エージェンシーが不要となり、移住者が幅広
い雇用機会の中から職を選択できるようにな
る30。マレーシアでは、インドネシア人は移
住者のネットワークによって現地住民よりも
早く募集中の仕事に関する情報を耳に入れる
ことができる31。また、ジャマイカでは移住
予定者が情報を手に入れるのに高度な通信技
術が役立っている32。2008年にマリのバマコで
EUが試験的に開始した情報センターでは、
移住予定者が仕事や勉強の機会に関する正
確な情報（期待はずれの情報かもしれない）
を提供している。
　【リクルート・エージェンシーによる権利濫
用や不正行為を規制する】　移住先で禁止さ
れていても出身地のリク
ルート・エージェンシー
には適用されないため、
禁止令はあまり役に立た
ない33。それでも、効果

出身国での膨大な量の書類
‘紙の壁’の合理化が
合法移住者への障壁を軽減する上で
重要な役割を果たす

海外での基本的権利を確保する上での
主な責任は移住先の政府にある。…
使用者、労働組合、NGO、移住者団体
にも役割がある
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を発揮する規制もある。例えば使用者とリク
ルーターの間に共同責任を設ければ、不正や
詐欺を回避しやすくなる。フィリピンではリ
クルート･エージェンシーは「共同使用者」
として扱われて、契約の不履行に際して共同
または個別に責任を負う。過失を犯したエー
ジェンシーにはライセンス失効の危険も生ま
れる。ただし罰金を支払えば営業停止は免れ
られることが多い。業界団体や行動規範を通
した自己規制によっても倫理基準を増進でき
る。業界団体は、危険性の高いエージェンシ
ーやベストプラクティス（成功事例）に関す
る情報を収集・普及できる。このような業界
団体は東南アジアにも数多く存在する。しか
しバングラデシュ、フィリピン、スリランカ
などではリクルート業者に有利な移住政策を
打ち出すことを政府が重視しているので、先
進国と同様の自己規制団体とならない34。し
かし長期的にはサービスの質を保証し、基準

を守らない同業者を非難するなど、重要な役
割を果たす団体になれるかもしれない。
　【公的機関がリクルート活動を直接管理す
る】　グアテマラでは労働者に費用を請求せ
ずに国際移住機関（IOM）が季節農業労働
従事者をカナダに派遣するプログラムを管理
している。しかし政府系機関にとってこれが
適切な役割かどうかは議論の余地が残る。最
貧国においては、海外どころか自国でさえ労
働者にふさわしい仕事をみつける能力が国家
の雇用機関にはない35。しかし、韓国などで
署名された二国間協定によって、移住者は政
府系機関を利用しなければならないが、企業
と労働者の両方から高額な費用と透明性の欠
如について苦情が持ち込まれている。公的な
リクルート団体が請求する費用の方が安いこ
ともあるが、処理時間に対する費用で計算す
るとかなりかかるため、正規ルートで移住す
る気が削がれることもある36。
　【政府間の協力】　政府間の協力は非常に重
要な意義をもつ。処理費用などについて共同
で取り組むことを意図した最近の政府間での
構想が、コロンボ･プロセスとアブダビ対話
だ。2008年1月に初開催されたコロンボ･プロ
セスには、アラブ首長国連邦とIOMを共同主
催者として、GCC諸国および東南アジアから
多くの出身国・移住国が参加している。期限
付き契約労働者に関して出身国と移住国が重
要なパートナーシップを構築することに焦点
を当てている。その主な目的は、労働市場の
傾向に関する情報を作成・共有し、不法募集
を防止し、契約労働者への福利厚生や保護
対策を促進することだ。行政上の協議が2年
ごとに開催される予定だ。その後、インド、
フィリピン、アラブ首長国連邦の各政府主導
で、建設、医療、観光業界で働くフィリピン
人とインド人の集団を手始めに、期限付き移
住者および循環移住者の多岐面での成功事
例を試行・認定する試験プロジェクトが実施
される37。

5.1.4　 移住先の社会と移住者の双方に寄与
するように状況を改善する

　長期的に移住者が与える経済への影響全
体は好ましいと多くの証拠が示している。し
かし、特定の技能をもつか、特定の地域に住
む現地住民が悪影響を受ける可能性もある。
移住者の統合を進めて、受け入れ側のコミュ
ニティに過度な負担がかからないようしなが
ら、移住者を認め、移住者計画を立案する方
針やプログラムがあれば、このような危険は
最小限に抑えられ、相殺できるはずだ。移住
にかかわる実質的なコストを確認し、どのよ
うに負担できるかを考えることが大切である。
　人間開発の観点から、移住者を包含し、統
合することが欠かせない。個々の移住者や家
族だけでなく、受け入れ側のコミュニティに
も好ましい影響がもたらされるはずだ。移住
者の立場や権利を容認・保護するに従い、統
合が進んでいく。途上国の中には、統合への
支援が開発援助として適切な手段となる国も
ある。
　ただし移住者に対象を絞った統合政策より
も、制度・政策上の合意の方が重要なことも
ある。例えば、貧しい地域で公立学校の質を
高めることが必要なのは、移住者のためだけ
ではない。幅広い文脈の中で、移住者や移住
先コミュニティの状況を改善するために優先
すべき政策を以下に記述する。
　【教育と医療を中心に基本サービスを利用
できるようにする】　教育や医療といったサ
ービスを受けるのは移住者とその家族だけで
はなく、またサービスによって外部に広く波
及する好影響が生まれる。したがって、公正
な利用や待遇といったものが重要な鍵とな
る。とくに期限付き労働者と非正規労働者の
利用は限られていると私たちは見ている。現
地出身者と同様の基準および条件で教育を受
けられるようにすべきだ。事故にあった時の
緊急処置、重症治療、ワクチン接種などの予

防医療も同じだ。通常、予防医療はコミュニ
ティ全体の利益となり、長期的な効果が高
い。コスタリカなどの途上国では、認定され
た移住者は状況にかかわらず公的医療機関を
利用することができる38。
　【新規移住者が読み書きできるようにする
手助けをする】　言語分野でのサービスがよ
り広い労働市場獲得や受け入れに大きく貢献
する。しかし、それらのサービスは移住者が
直面する生活上、仕事上の制約を考えながら
設計しなければならない。成人の言語需要は
家庭や職場の環境などによって異なるが、子
どもの場合は学校を基盤としたプログラムを
与えることができる。成功例として、移住者
や先住民に先進的な言語トレーニングを提供
しているオーストラリア
の事例が挙げられる39。
子ども対象の言語習得法
には、就学前と小学校レ
ベル向けの集団授業と個人レッスンを組み合
わせたアメリカのサクセス・フォー・オール･
プログラムがある40。またヨーロッパ諸国に
も、政府、公立学校、地方自治体が提供する
新規移住者向けの言語コースがある。スウェ
ーデンは1965年から移民プログラムを開始
し、ポルトガルでは2001年からAcolheプログ
ラムを提供している。デンマークでは2007年
に労働市場プログラムが導入された。
　【就労を認める】　とくに貧しく、弱い立場
にある移住者にとって、人間開発の成果を改
善するために、もっとも重要な改革が労働で
ある。雇用によって経済的恩恵を受けるだけ
でなく、移住者は社会に組み入れられる。こ
のため、労働市場への受入れが不可欠だ。こ
れまでに途上国で多くの庇護申請者や難民が
経験してきた求職制限は、依存性を高めて自
尊心を傷つけるため、短・中期的に悪影響と
なる。したがって、このような政策は廃止す
べきである。移住者だけでなく使用者の利益
を考えると、転職を可能にすることも優れた

　行政管理上の膨大な要求事項があるにもかかわらず、能率化を実
践した成功例がフィリピン海外雇用庁である。海外での労働者を保
護する他機関と密接に協力して、雇用に関するあらゆる側面で合理
化を進めた。これに倣おうとしたインドネシアでは、2006年に
BNP2TKI（インドネシア人移住労働者の配置・保護国家機関）を設
立した。しかし、行政能力や政府間調整の不備のために十分に機能
していないと報告されている。遅延や費用面での問題を解決しよう
とする取り組みが各国で行なわれているが、あまり成功していな
い。ガボンでは、政府がパスポート発行までの待ち時間を最長3日
間に定めたが、いまだに手続きが複雑で、余分な時間がかかる。最
近ではミャンマー政府が1週間以内にパスポートを発行する方針を
打ち立てたが、遅延や賄賂の要求が横行していることが、尽きない
苦情の様子から理解できる。
　開発支援プログラムでは、重要な文書登録をより短い処理時間
で、お金をかけずに行なうための行政改善を支援し、資金提供する
こともできる。政府が国民による支払が可能な金額で適切な出国書
類を作成できるようになる。出生届の申請率が10％未満のバングラ
デシュでは、この領域で国連児童基金（UNICEF）と提携している。

Box 5.3 事務処理を減らす：政府とパートナーの
チャレンジ

出典：Agunias（2008）, Tirtosudarmo（2009）, United States Department of State（2009e）, Koslowski（2009）, and 
UNICEF（2007）.

人間開発の観点から、
移住者を包含し、統合することが
欠かせない

130

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発5

131障壁を乗り越えて――人の移動と開発

人間開発報告書2009
障壁を乗り越えて――人の移動と開発 5



プログラム設計の基本原則となる。専門技能
をもつ新規移住者の出身国での資格を認定す
ることが多くの国で問題となっている（Box 
5.4）。
　【地方自治体の役割を支援する】　医療や教
育といったサービスを提供するためには、住
民に対して責任をもつ強い地方自治体が欠か
せない。しかし、移住者を開発計画から排除
して、差別の増大に対処せず、公務員が移住
者の存在をそれとなく否定している国もあ
る。移住者による個人およびコミュニティへ
の影響を改善するために、地方自治体は以下
を意図しなければならない41。
・　 参加と責任を可能にするため、移住者の
受け入れを前提にした自治体の構造づく
りをする

・　 差別につながる制度の慣行を避ける
・　 効率よく対応する警察など、法と秩序が
移住者にとって確実な手助けとなるよう
にする。

・　 移住者団体を含め、公的団体や市民団
体に関連情報を提供する42

・　 貧困者のニーズに合った、公平な土地使
用計画を確定する、例えば不安定な土
地占有権やそれに関する制約を軽減する
オプションなど

　【地域のさらなるニーズに即した財政移転
など、地方予算の問題に取り組む】　教育や
医療といった基本サービスの提供責任が地方
自治体にあることが多い。地方自治体の予算
が人口増によって逼迫したり、責任あるサー
ビス提供に取り組むための課税基盤がなかっ
たりするかもしれない。地方政府は基本サー
ビスの資金調達という重要な役割をもち、財
政体系の再分配によって歳出・歳入間の不均
等な配分を補うことができる。通常、国家間
および地方自治体間の財政移転は、（人口、
貧困率などの）必要性と（地方税の取り組み
を損なわない）歳入確保能力の2つの基準で
行なわれる。状況や目的は国ごとに異なるの
で、すべてに当てはまる移転方法はない。人
数に応じた資金援助には非正規移住者やその
家族を含む全居住者が含まれるべきだ。平等
な受容に賛成する意見が強い社会サービスで

は、移転が特別費用を補填するときに使える
こともある。よく設計された移転制度とは、
指定用途に依存しすぎることなく、できるだ
け簡潔かつ信頼のおける、透明度の高い方法
で交付されるべきだ43。
　【差別や外国人排斥に取り組む】　政府や市
民社会が適切に介入すれば、コミュニティに
寛容が生まれる。とくに暴力の危険が高い場
所では重要だ。しかし実際には、何かが起こ
った後に、政策で事後対応することが多い。
例えばコートジボワールでの暴動に対処する
ため、暴力を誘発する行為に制裁を科す、反
外国人排斥法が2008年8月に可決された44。
市民社会が寛容性を作り上げ、多様性の保
護のために努力することもできる。2008年5月
の南アフリカでの暴動後、「外国人排斥にノ
ー」という携帯電話による緊急SMSネットワ
ークが導入された45。欧州委員会やヨーロッ
パ青少年フォーラムと連携して、欧州審議会
が組織した「多様性、人権および社会参画の
ためのキャンペーン」もその一例だ。キャン
ペーンではイスラム教徒やロマの人への偏見
と立ち向かうためのメディアの役割が強調さ
れ、保護や受け入れを促進した自治体に賞を
与えることにした46。当然ながら差別や不安
は根強く、暴力につながることもある。とく
に法の支配が不十分な地域では成功に至るま
での努力や善意に加えて、長い時間が必要
だ。
　【不況下での公平な待遇の確保】　世界各
地で反発や国外追放が報告される2009年には
緊急を要する問題である。移住労働者を厳し
い困窮から保護するためには以下のことが不
可欠だ47。
・　 少なくとも現在の労働許可や居住許可の
期限が終了するまで、解雇された移住者
の新たな職探しを容認する。

・　 契約完了前に解雇された場合、資格が
あるならば解雇手当や失業手当を確実に
申請できるようにする。

・　 労働者が解雇を怖れ
ている場合、（賃金
遅延など）権利濫用
を最小限に抑えるための労働法の適用・
執行を加速する。

・　 （医療や教育などの）基本サービスや求
職サービスを継続利用できるようにす
る。

・　 解雇労働者が帰国して、職業訓練補助
金やサポートを受けられるように出身国
の制度を支援する。

・　 職種や性別による解雇や賃金に関するデ
ータなど、構成要素ごとのデータを改善
する。これによって出身地の政府やコミ
ュニティが将来的な雇用の変化を認識で
きる。

　政府がこのような対策を採用すれば、経済
危機が待遇改善や対立防止の機会ともなる。
　功績は正当に評価しなければならない。国
家および地方自治体が移住、およびその社会
・文化的な影響を受け容れている事例があ
る。国家レベルで差別を撲滅し、個人や集団
の結束や受け入れを促進するのに貢献した興
味深い例が、近年の西オーストラリア多文化
主義宣言である48。OECD諸国では前述の勧告
の多くがすでに標準的な政策となっている。
しかし実際にはさまざまな差異がある。南ア
フリカやアラブ首長国連邦といった多くの出
身国では、個人とコミュニティにとって好ま
しい人間開発の成果を得るための現行の取り
組みが不十分だ。このため、思い切った改革
が望まれている。

5.1.5　国内移動における利益を保障する

　国際移住者よりも国内移住者の人数が大幅
に多い。中国だけでも1億3600万人、インド
では4200万人が国内移住している。両国の合
計だけで国境を超える国際移住者の総数に近
い。移動が人類の歴史にとって自然なことで

　とくに貧困国出身の移住者の多くが、資格をもっているにも
かかわらず海外で専門技能を活用することができない。認定を
促進する制度上の合意があるヨーロッパでさえも、専門技能の
認定が十分に実行されていない。
　早期に認定ができないのには理由がある。例えば、海外の資
格レベルが判断できない、現地の知識が過大評価されているか
もしれない（弁護士の場合、適用される法律に関する知識等）
などの理由が挙げられる。
　外国人がもつ専門技能や資格の活用を促進するための戦略を
以下に記述する。
・　 【相互承認協定】　EUのように教育制度や経済レベルが似
通った国々の間でよく締結される協定。

・　 【事前審査】　出身地や移住先の政府が移住者の出国前に資
格を審査すること。このアプローチはオーストラリアで創
始された。しかし移住者の目的が、移住を通して人間開発

を向上させることならば、故郷と同じ職業に就けずに低賃
金で働く場合、資格認定のために待たされることで、外国
で運を試すよりもお金がかかるかもしれない。

・　 【ファストトラック評価】　資格のファストトラック（一括
承認手続き）評価を容易にして、認可をはかどらせるため
の国家機関を設けることができる。海外での助言者や短期
コースによって移住者がギャップを埋めることができる。
国内移住者を含む新規移住者に複雑な処理の手引きをする
「新しいアメリカ人」のための事務所を設立した米国の州も
ある。

・　 【OTJスキルの認識】　多くの専門技能がOTJ（実地）で習得
される。このように非公式で習得した専門技能の認定制度
が存在しないようだ。OTJスキルを認定・証明するための能
力を開発すれば、労働者の専門技能を海外でも認定しやす
くなる。

Box 5.4 資格の認定

出典：Iredale（2001）.

不況下での
公平な待遇の確保
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あるだけでなく、現状打破のための新たな機
会を求めるという、開発と近代社会の特性を
示していることがわかる。
　このような現実を考慮すると、政府の政策
では国内移住の進展を妨げるのではなく、促
進すべきだ。政策やプログラムが移動者に悪
影響を与えてはならない。同様に、基本サー
ビスを受けたり、生計を立てたりするために
移動しなくてもいいようにする。この2つの原
則に基づいて、あらゆる国家政府が実行可能
な勧告をいくつか記述する。
　【国内移動の障壁を取り除く】　完全に対等
な市民としての経済的・社会的権利を全員に
確保するためには、法律および行政上の移動
に対する規制を解除し、移住者への差別に立
ち向かわなければならない。2章で検証したよ
うに、世界の大半で中央統制型経済が成立し
なくなったため、行政上の障壁はそれほど存
在しない。大幅な移動抑制は難しいが、障壁
が残っているところもある。このような障壁
は国際法に反するものだ。政府が制度を維持
し、移動者が交渉するにはお金と時間がかか
る。多くの人が適切な文書をもたずに移動
し、後になって基本サービスを受けられない
ことに気づく。教育や医療はいうまでもな
く、年金や社会支援を含めた公的サービスや
恩恵を、国内移住者が平等に全面利用できる
ようにすべきだ。
　とくに、通常、もっとも貧しく、放置され
たり差別を受けたりすることが多い季節労働
者や期限付き労働者には、移動の自由が欠か
せない。流動的な人口にも対応するサービス
を提供しなければならない地方自治体には緊
急の課題となりうる。移住者が働けても、平

等なサービスを受けられ
ないような部分的な改革
では十分とはいえない
（中国がその一例）。例え
ばインドの一部の州で
は、季節労働者に一時的

な配給カードを与える改革が導入された。し
かし、実行までには時間がかかる49。
　【移住先の移動者に適切な支援を提供す
る】　政府は国内移住者に海外からの移住者
と同様の適切な支援を提供しなければならな
い。地域コミュニティやNGOと協力すること
もできるだろう。移住者の中には、十分な教
育を受けておらず、少数民族として偏見を受
けたり、さらには母語（第一言語）が違うな
どという不利な立場の者もいる。このため、
対象を絞った支援プログラムが必要となる。
求職や言語訓練といった幅広い分野での支援
が提供できるはずだ。社会支援などの権利を
確実にもてるようにする。何よりも基本とな
る医療と教育を利用できるようにすべきだ。
インドではNGO主催の子どもホステルがあっ
て、移住者の子どもたちが宿泊施設や学校、
学習の遅れを取り戻すための補習クラスを利
用できる手助けをしている。
　【税収の再配分】　国内移住者の多くが暮ら
す貧困地域で、適切な公的サービスを提供す
る上で、不均衡な負担が生まれないように、
自治体間の財政調整によって歳入を確実に再
配分すべきだ。国際移住者の場合と同様の財
政再配分の原則が適用される。
　【対応能力の強化】　当たり前かもしれない
が、地方自治体やそのプログラムは人々のニ
ーズに対応する能力を増強しなければならな
い。移住者を包含し、応答する責任のある地
方自治体は、中心的な役割を果たすだけでな
く、社会不安を防止、軽減することができ
る。移住者の社会・経済的な立場が不利にな
らないように彼らを拒否するのではなく、先
を見越したに都市計画を作成する必要があ
る。
　ミレニアム開発目標（MDGs）は「スラム
街のない都市」の形成、とりわけ衛生面での
改善と確実な土地保有のための実行計画を要
求している。しかし、なかなか進展しない。
最新のMDG報告書によれば、世界の都市人

口の3分の1以上がスラムのような居住状況
で、サハラ以南のアフリカ諸国では60%を超
える50。
　4章の貧困削減戦略（PRSs）検証で判明し
たように、移住者の都市部への流入を抑える
ことで政府がスラム問題に対応しようとする
こともある。しかし、より建設的な政策によ
って人口増に対するニーズに応えられるはず
だ。スラム街に広がる下水道や衛生面での深
刻な問題に焦点を当てることもできる。先を
見越した計画と十分な人的資源があれば、人
口が増加する都市がきちんとした生活環境を
提供できるようになる。持続可能な都市開発
の重要性を認めた都市の中には、住民の生活
改善のための画期的な解決策を見出したとこ
ろもある。シンガポールの都市蘇生が最善事
例だといわれることが多い。ほぼすべての不
法占有居住区に高層の公営住宅が建てられ、
さらに公共交通手段を拡大し、環境管理も改
善された。最近ではエジプトのアレキサンド
リアで、経済開発、都市のスラム改良、環境
再生のための中･長期的計画を作成するため
に参加型アプローチが用いられた51。
　最後に、移住者の多くが地方から都市部に
引き寄せられたというより、出身地の不適切
な公共施設のために都市に押し出されたこと
を忘れてはならない。サービスやインフラを
全体的に配置するためには、移住者の出身地
にも拡大させるべきだ。そうすることで、出
身地で高収入が得られ、職探しで有利な専門
技能を身につけることができ、働く場所の選
択が可能になる。

5.1.6　 移住を国家の開発戦略の　　　　　
中心に据える

　ギリシャが2009年に主催した「移住と開発
に関するグローバルフォーラム」の中心テー
マが国家開発戦略への移住の統合だった。こ
こでは人間開発を改善する戦略における移動

の役割に関して幅広い問題が明らかになり、
2000年以降のPRSs分析によって、現行の政
策傾向と制約が確認できた。さらに、歴史上
のさまざまな瞬間に、開発という国家展望の
中で移住が大きな役割を果たしたことも認め
られた。
　移動可能性と開発の結びつきは複雑だ。移
動可能性が人間開発の結果や影響ではなく、
要素のひとつだと考えられているからであ
る。開発に対する最大の恩恵を受ける者は通
常は海外移住者なので、政策立案の主流とな
っている場所を限定したアプローチでは不十
分なことが、移動可能性と開発の関係をさら
に複雑化している。
　移住は、とくに途上国
において、生計手段を多
様化したり、改善したり
するために家族が求める
重要な戦略となる。金銭が動くことで直接・
間接に暮らしが改善し、経済成長が促され、
貧困が削減される可能性が出てくる。しか
し、移住、とくに送金が経済・社会開発の大
きな妨げとなり、制度化された環境を補うわ
けではない。移動による広範囲にわたる恩恵
を実現するためには、国家の経済状況や強い
公共制度が重要であることが、経験に基づい
て、繰り返し指摘されてきた。
　貧困者には移動する選択があまりないこと
がわかった。専門技能の不均衡だけでなく、
政策や制度による障壁も原因となる。質的・
量的データや分析を用いて、各国で国民の選
択を制限する原因を確認することが必要だ。
このような取り組みにはデータの改善と（欧
州委員会などが支援する）移住プロファイル
の作成といった最近の構想が欠かせない。障
壁を明らかにして、国家戦略を改善するため
の手段がわかるからだ。
　2000～2008年に作成された84件のPRSsの
うち8つの開発戦略で52、大卒者の出国に関す
る懸念が挙げられた。出国を制限する強制的

移住者を包含し、
応答する責任のある地方自治体は
中心的な役割を果たすだけでなく、
社会不安を防止、
軽減することができる

移住は、生計手段を多様化したり、
改善したりするために
家族が求める重要な戦略となる
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な政策や、国際法に反する行為は、倫理的、
経済的理由から適切な方法ではないという広
範な合意がある53。しかし代替となる政策に
ついての合意はみられない。Box 5.5に多様な
選択肢の長所を記述する。
　最後に、本報告書の範疇ではないものの、
自国で人間開発の促進に取り組みつづけるこ
との重要性を強調しておく54。人間開発の成

功と失敗の原因、および国家開発戦略との関
連性を十分に調査することが第20回目を記念
する世界報告書となる次回の人間開発報告の
大きなテーマとなるだろう。

5.2　改革案の政治的実現可能性

　移住に対する懐疑的な姿勢が偏在する状

況下で、本提言の政治的実現性が鍵となる。
本項では改革が実行可能であると主張する。
ただし、移住先の現地住民が移住を個人や社
会への脅威ではないと考えるための施策が実
行された場合に限る。
　移住に関する証拠では、移住者が大きな恩
恵を受けるだけでなく、多くの場合は移住先
や出身地の国々にも恩恵があることが指摘さ
れた。しかし政策に関して論じる場合、先進
国・途上国を含む多くの移住先で、現地住民
の移住に対する姿勢はせいぜい少し許容する
程度で、ほとんどが非常に否定的であること
を認識すべきだ。世論調査などによれば、住
民は移住への制限を必要不可欠と考え、現行
の規則を緩和するよりも強化してほしいと思
っている。しかし興味深いことに、1995年時
点で移住者の人口比率が高く、その後も増え
つづけている国では、移住者への姿勢がより
肯定的だ55。移住者の待遇に関しては、国内
在住の移住者への平等な待遇を支援する傾
向があり、おおむね肯定的といえる。
　最初に、論議が多い入国の自由化について
論じよう。自由化への異論は多いが、反対意
見に偏っているわけではなさそうだという証
拠がある。その理由が4つ挙げられる。
　第一に、4章で述べたように仕事があるなら
ば多くが移住を受け入れる気持ちをもってい
ること。このため移住者の移入を就職状況と
対応させるなど、自由化と労働需要の関連づ
けを提言している。そうすることで現地労働
者の仕事を奪ったりする危険が減るだろう。
当然、専門技能をもつ移住者のとくに先進国
への入国の場合、すでにこのような状況を考
慮している政府もある。本提言では専門技能
をもたない移住者にも同様のアプローチを採
用し、国内の労働市場の状況や業界の需要と
明確に結びつけようとしている。
　第二に、本提言では移住者の永住権取得
の透明性、効率性を向上させることを強調し
ているが、多くの現地住民が懸念している、

大きな比率を占める非正規または不法な国外
移住に対処するためでもある。確かに米国で
は非正規移住労働者が大きな政治問題となっ
ていて、この件で政策的な合意には達してい
ない。他の先進国や途上国でも非正規移住が
顕著である。興味深いことに、最近のデータ
では先進国で移住者の永住がかなり支援され
ている。回答者の60％以上が合法移住者には
永住の機会を与えるべきだと感じている（図
5.2）。
　このような支援を実行に移すためには、就
業が明らかに可能な合法移住に対する政策設
計が必要だ。さらに現在の支援状況を拡大で
きるように国民への基本理念の啓蒙も要求さ
れる。同時に非正規移住の問題についても対
策を設計・実行しなければならない。そうす
ることで、政策がないことで一般的に懸念さ
れる原因が消滅する。大量な非正規移住者は
使用者にとって好都合ではあるものの、政策
立案者はこの問題を回避しがちだ。しかし、
移住者自身に悪影響を与えるだけでなく（3
章に記述）、入国規制の自由化が受け入れに
くくなる。持続可能な解決には使用者が正規
移住者を受け入れるためのインセンティブ

　海外在住者への課税をバグワチ税と呼ぶことがある。長年の
提案であり、米国の税制度として確立されている。国民、とく
に富裕層は納税を含む義務をもつという考え方によって正当化
できる。入国障壁によって移住先での専門技能職の不足が生
じ、移住者が高収入を得た場合、移住者への課税は歪んだもの
ではなく、世界全体の労働分配に影響するほどでもない。
　しかし、すでに移住先で納税しているかもしれない海外在住
者に追加課税することにはさまざまな意見がある。第一に、自
主的な納税あるいは税金に関する二国間協定がなければ実行で
きない。喜んで税金を払いたい人はいないはずだ。また、管理
費がかかるので移住者への課税を望ましいとする政府間の合意
はない。第二に、出身地で大学に通ったことで恩恵を受けた移
住者もいれば、海外で教育を受けた、または独学だったという
移住者もいる。第三に、送金や投資などを通して、移住者が出
身地にかなりの恩恵をもたらすことが多い。課税によってこの
ような恩恵を与えることに躊躇し、国籍を捨てて移住先に帰化
しようと考える移住者が増えるかもしれない。
　このような理由から、海外在住者への課税には限界がある。
フィリピン政府は導入したものの、複雑な状況によって10年程
前に無期延期となった。現在ではフィリピンを含む大半の政府
が移住者に対する税金控除期間を設けている。
　専門技能の損失を補う別の手段として、政府間の直接移転が
挙げられる。独立型でも、政府開発援助の一部だとしても、簡
単で、処理費用が比較的安いという点が魅力的だ。しかし専門
技能の損失を測定することは難しい。さらに移転では、出身地
での低レベルの医療や教育、専門技能職への市場不足といった
出国の初期原因となる基本的な問題が指摘できない。
　数多くの研究が示すように、大半の支援が代替できる。優れ
た教育制度を支援することを目的としても、たいていの場合は
政府の都合で資金として使うことになる。
　医療や教育といった分野では専門技能をもつ移住者に対する
政策が必要な場合もあるだろう。これらの分野では、民間部門

と公共部門では恩恵や費用の面で大きな相違がある。どのよう
な政策アプローチが有利かは、現地の状況次第だ。以下に例を
挙げる。
・　  公共部門の労働者の賃金を補填するなど、対象を絞った

インセンティブを与える。このようなアプローチでは、労
働供給への影響を考慮して慎重な対応をしなければいけ
ない。貧しい政府の財政力の範囲内で処理するには賃金
格差が大きすぎることが制約となる。

・　  出身国では役に立つが、国外では扱いにくい専門技能に
特化した訓練を行なう。例えば、世界的に医師の需要が
あるものの、医療補助的な技能訓練によって、現地の医
療ニーズに適した専門職を国内に残留させることができ
るかもしれない。

・　  教育への資金提供の改革。職業訓練を海外移住の手段と
考える人が公的資金に頼らなくてもいいように、民間資
金を容認する。フィリピンは看護師の訓練に同様の方法
を採用してきた。

・　  新しいテクノロジーへの投資。携帯電話、インターネット
電話、ウェブサイトを利用した遠距離サービスによって不
足気味の専門技能をより多くの人が活用できるという恩
恵が生まれる。

・　  対象を絞った開発援助を行なう。農業分野などでは技能
の損失は技術革新や投資不足と関連している。開発援助
において地域や国家の研究機関を優先することができ
る。

　専門技能をもつ移住者に帰国のためのインセンティブを提供
しようとする事例もあるが、状況は複雑で、少ない公的資金を
投入する最適な方法かどうかはわからない。効果は移住者が帰
国する出身地での制度の堅実さにもよるが、その国の経済状況
や将来展望がより大きく左右する。魅力的な機会さえあれば、
いずれにしても帰国することを証拠が示唆している。最近の事
例としては、中国、インド、モーリシャスが挙げられる。

Box 5.5 専門技能をもつ人が移住する場合：政策のオプション

出典：Clemens（2009b）, Bhagwati（1979）, Clemens（2009a）, Pomp（1989）, World Bank（1998）.
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や、移住者が正規雇用を優先するインセンテ
ィブが含まれなければならない。
　第三に、移住への反発の理由として、これ
まで広く信じられてきた移住がもたらす悪影
響に関する誤解がある。例えば移住によって
現地住民の収入が減るとか、犯罪率が高くな
ると信じられている。こういった懸念は、法
規制に反する非正規移住に対してよく聞かれ
る。この件を解決できそうないくつかのアプ
ローチが考えられる。公的な情報キャンペー
ンや意識向上活動は大切だ。移住に関しては
多種多様な問題が持ち上がっているため、特
定の利害集団の意見を支持する情報が故意に
選ばれる傾向がある。これは民主的な議論で
は無理もなく、好ましいかもしれないが、客
観性が欠如して、事実が理解できないことも
ある。例えば、最近のヨーロッパ20カ国での
検証によれば、さまざまな理由によって認知
されている移住者数が実際の移住者数を大き
く上回っていた56。
　認識数と実数の格差を是正するには、移住
の規模、範囲、結果に関する公平な情報源や
分析が提供されなければならない。移住問題
でよく起こるのが、公式な統計や説明への信
頼性への欠如だ。移住は非常に悩ましい政治
問題なので、高い客観性や信頼性が確認でき
る方法での伝達にもっと注意を払うべきだ。
英国の移民助言委員会などの専門組織から助
言を受けることで政府には大きな恩恵がもた
らされる。こういった情報は公平性を保つた
めにある程度は行政から独立させたほうがい
い。

　第四に、通常は異なる
利害集団から形成され、
さまざまな政党に属する
複数の関与者が、複雑
に相互作用しながら移住
政策が作られている。組

織された集団は、多くの場合は関心が一致し
た分野での変革を求めて連携しながら、改革

を引き起こす原動力となりうる57。例えば、
使用者の集団が、労働力や専門技能の不足
に対応するため入国規則の改変を求める先頭
に立つことがある。移住先の国は、世論や異
なる利害関係者間の調整ができる政治プロセ
スを通して、移住政策の設計や目標移住者数
を決めるべきだ。さらに、国家レベルで実行
可能だと思えることは現地で議論を尽くし、
その土地の制約に見合う設計をしなければな
らない。移住に関する議論が人種差別を含む
ことを怖れてか、政党などの議論が予想より
も曖昧になる傾向がある。慎重になるのは悪
いことではないが、自己検閲となると逆効果
の危険がある。
　移住者の待遇という政策分野でも、改革が
予想以上に進展する可能性がある。移住者へ
の平等な待遇が、公平性という基本概念と一
致するだけでなく、4章で考察した文化の多様
性や技術革新の向上など、役に立つ恩恵をも
たらすことがある。一般的に人々はマイノリ
ティにかなり寛容で、民族の多様性を好まし
いと考えていることがすでに証拠として示さ
れている。このような姿勢が、移住者の待遇
を改善するための広範な合意を生み出すきっ
かけとなるはずである。
　自国からも多くの移住者を輩出する移住先
の国々では、移住者の権利保護への関心が高
まっている58。2005年には、80カ国以上で入国
･出国をあわせた移住者の人口割合が10％を
超えた。こういった国々では、移住者の権利
遵守が明らかに重要な政策目標となってい
る。つまり、共同して改革を実施するために
は、互恵主義を可能にする二国間または地域
間の協定が大きな役割を果たすのだ。
　公共の場での議論や政策の質を高めるため
に、明確な見通しが存在する。一方、本提言
では、非常に現実的な重大選択や妥協をしな
ければならないことを認識している。とくに
特定の集団や個人が受ける損失を補うため
に、自由化の促進から得る恩恵を確実に利用

することを提言する。移住による財政面での
犠牲は大きくないが（3章を参照）、負担割当
という認識を変える方法として政策を採るこ
ともできる。例えばカナダでは、10年間以上
にわたって手続き費用を徴収してきた。英国
などもこれに追随している。
　政策を設計する際には、移住にかかる潜在
的な費用について言及しなければならない。
改革案で提言された設計では、入国者数が
労働需要に対応し、移住者が正規雇用となる
ことを確実にしている。さらに公的サービス
や福祉を提供することで、移住者の費用を不
均衡に負担するコミュニティや現地住民への
補填を対策に含む。これによって特定の集団
による移住者への不満が収まり、移住が政治
問題となっている地域では極右政党に対する
支持が減るだろう。多くの途上国で採用され
た対策として、移住者の登録数が多い学校へ
の財政移転の事例が挙げられる。
　国や地方での労働基準の遵守も現地住民を
不利な立場に追い込まない重要な対策とな
る。これは労働組合および国民の主要な懸念
でもある。国民が移住者への搾取や酷使を心
配するのは健全なことで、進歩的な改革が容
認される明らかな兆候でもある。最近ではバ
ルバドス、ニュージーランド、スウェーデン
で労働組合が関与してプログラムの設計や容
認度が改善した計画やその実行の事例があ
る。
　最後に、意思決定への参加によって改革の
容認が改善されることはいうまでもない。た
だし忘れられていることもある。政府が移住
政策への変更について、さまざまな利害関係
者と確実に交渉、合意していくことがもっと
も重要な対策となる。オランダでは、政府が
移民団体と定期的に協議する機会を設けてい
る。ニュージーランドでも同様に、認証季節
雇用制度における問題を解決するために「キ
ックスタート･フォーラム」で利害関係者を招
集することに成功した59。

5.3　結論

　本報告書では、冒頭
で世界規模の極端な機
会の不平等な分配につい
て指摘した。不平等な分配が人々の移動の大
きな原動力となっている。移動は、移動者、
残留者、移住先の多くの人々にとって、人間
開発を促進させる可能性をもつというのが本
報告書の主要メッセージである。しかし、移
動のプロセスや結果が悪影響となる可能性も
あり、大きな損失となることすらある。この
ため、国家、地域、国際レベルでの政策や制
度に大きな改善の余地がある。本提言の骨子
で思い切った構想を呼びかけ、現在および将
来的な移住による人間開発の未だに実現され
ていない大きな恩恵を受けるための野心的な
長期計画を確認した。
　「移住と開発に関するグローバルフォーラ
ム」を中心とした現行の国際フォーラムにお
いて、問題を検討し、経験を共有するための
貴重な機会が提供されている。このようなレ
ベルの協議を行動と結びつけなければならな
い。政府は国内外の移住者への影響を改善す
る対策を単独でも採用することができる。本
提言の多くは、新たな国際協定を締結すると
いう条件をつけていない。移住者の待遇およ
び移住先コミュニティへの影響改善に関する
主な改革は、政府の国内での力の範囲内で行
なえる。基本サービスを確実に利用できるよ
うにする場合には、地方行政レベルでも実行
できる。やがて単独国家による実行が二国間
および地域間の合意につながる。出身地およ
び移住先、さらに通過国の多くの政府が二国
間協定に署名している。通常、割当数の設
定、手順の確立、最低基準の定義で合意が
ある。とくに自由に移動できる回廊の創設で
は、地域レベルの合意が重要な役割を果た
す。
　政府による政策や制度について提言された

移動は、移動者、残留者、
移住先の多くの人々にとって、
人間開発を促進させる
可能性をもつ

移住者への平等な待遇が
公平性という基本概念と
一致するだけでなく、
役に立つ恩恵を
もたらすことがある
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改革によって、出身地および移住先での人間
開発による大規模な恩恵がもたらされるはず
だ。本計画を進展させるには、討論や政策議
論を前進させるための献身的なリーダーシッ
プ、利害関係者との徹底的な協議、世論に働
きかける思い切ったキャンペーンが必要とな
る。
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